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令和２年 第４回忠岡町議会定例会会議録 

 

 令和２年１２月１０日午前１０時、第４回忠岡町議会定例会を忠岡町議会議事堂に招集

した。 

１．出席議員は、次のとおりであります。 

   １番 和田 善臣議員   ２番 河瀬 成利議員   ３番 北村  孝議員 

   ４番 小島みゆき議員   ５番 二家本英生議員   ６番 是枝 綾子議員 

   ７番 松井 匡仁議員   ８番 三宅 良矢議員   ９番 前川 和也議員 

   10番 今奈良幸子議員   11番 勝元由佳子議員   12番 河野 隆子議員 

 

１．欠席議員は、次のとおりであります。 

   なし 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により、本会議に出席を求めた者は、次のとおりであり

ます。 

  町  長        杉原 健士   教 育 長        富本 正昭 

  町長公室長       立花 武彦   町長公室次長兼人権広報課長 

  住民部長        村田 健次               明松 隆雄 

  健康福祉部長      東  祥子   産業まちづくり部長兼産業振興課長 

  教育部長        二重 幸生               谷野 栄二 

  教育部理事兼学校教育課長        消 防 長        森下 孝之 

              石本 秀樹   消防次長兼消防署長   柏木 忠司 

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   柏原 憲一 

  主  査   酒井 宇紀 
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 （会議の顚末） 

議長（北村 孝議員） 

 おはようございます。 

 本日の出席議員は、議員定数１２名中、全員（１２名）出席でありますので、会議は、

成立しております。 

 ただいまから、令和２年第４回忠岡町議会定例会を開会いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 これより、会議を開きます。 

（「午前１０時００分」開会） 

 

議長（北村 孝議員） 

 本日の議事日程を事務局長より報告させます。 

 局長。 

議会事務局（柏原 憲一局長） 

 令和２年第４回忠岡町議会定例会議事日程について、ご報告申し上げます。 

日程第１        会議録署名議員の指名 

日程第２        会期の決定 

日程第３        一般質問 

日程第４ 認定第 １号 令和元年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定に

ついて（決算審査特別委員会委員長報告） 

日程第５ 議案第６２号 忠岡町副町長の選任について 

日程第６ 議案第６３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第７ 議案第６４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第８ 議案第６５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第９ 議案第６６号 忠岡町教育委員会委員の任命について 

日程第10 議案第６７号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第11 議案第６８号 忠岡町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定

について 

日程第12 議案第６９号 忠岡町諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正

について 

日程第13 議案第７０号 忠岡町重度障害者等の医療費の助成に関する条例等の一部改正

について 

日程第14 議案第７１号 忠岡町火災予防条例の一部改正について 

日程第15 議案第７２号 令和２年度忠岡町一般会計補正予算（第１０号）について 
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日程第16 議案第７３号 令和２年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第17 議案第７４号 令和２年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第４号）につい

て 

日程第18 議案第７５号 令和２年度忠岡町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第19 議案第７６号 令和２年度忠岡町下水道事業会計補正予算（第２号）について 

 以上でございます。 

議長（北村 孝議員） 

 第４回忠岡町議会定例会の招集に当たり、町長よりご挨拶の申出があります。 

 発言を許します。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 皆さん、おはようございます。 

 ご案内のように、令和２年第４回忠岡町議会定例会の開会を招集いたしましたところ、

議員皆様方には公私何かとお忙しい中にもかかわりませず、ご出席賜り、誠にありがとう

ございます。 

 ところで、現在も新型コロナウイルスの感染が収まることもなく、大阪府ではレッドス

テージに突入し、医療体制の崩壊が危惧されております。このような中、本町では感染拡

大を防止するため、庁舎の出入口を１か所とし、入庁の際には検温をさせていただいてお

ります。住民の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、感染拡大防止のため何とぞご

理解のほどよろしくお願いいたします。また、ご自身や大切な家族、そして友人を守るた

めにも、できるだけ不要不急の外出を控えていただき、感染拡大の防止にご協力ください

ますようお願いいたします。 

 本日は、長年欠員となっておりました副町長の選任議案や、人権擁護委員の推薦、教育

委員会委員の任命、その他各会計の補正予算などご審議いただきますが、どうかご賛同、

ご可決いただきますようお願い申し上げまして、私のご挨拶に代えさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によりまして、５番・二家本英生議員、
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６番・是枝綾子議員を指名いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期、定例会の会期は、本日より１２月１８日までの９日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、１２月１８日までの９日間と決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第３ 一般質問を行います。 

 通告の順序に従って発言を許します。 

 なお、質問時間は３０分となっておりますので、ご協力のほどお願いを申し上げます。 

 まず初めに、河瀬成利君の質問を許します。 

２番（河瀬 成利議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 河瀬君。 

２番（河瀬 成利議員） 

 おはようございます。議席番号２番、河瀬です。議長のお許しを頂き、質問させていた

だきます。何分初めての経験で少し緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。 

 「新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ、ダブル流行への備え」を質問させてい

ただきます。 

 ２０２０年では、毎年冬に流行するインフルエンザだけでなく、新型コロナウイルスに

も気をつけていかなくてはならず、例年と少し変わった年になることが予想されておりま

す。２０２０年のインフルエンザ流行の情報について、インフルエンザは１医療機関当た

りの１週間の患者数の平均値が全国で１人を超えると、全国的な流行期に入るとされてお

ります。 

 しかし、今年は本格的な流行はまだ来ておりませんが、例年の９月のインフルエンザ流

行状況を比較したデータによりますと、２０１５年から２０１９年、９月の平均の約６０

分の１で、前年同月比では約２００分の１と大幅にインフルエンザは減少しており、例年

に比べてインフルエンザの流行が現時点ではなされていないことが分かっております。 
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 現在、日本全体で危惧しているのが、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同

時に流行することだと思います。同時に流行してしまえば医療機能が逼迫してしまう可能

性は高いと考えられます。 

 ネガティブな見方をいたしますと、インフルエンザの流行が本格的になるのは例年１２

月辺りとなるため、流行のピークに当たる時期ではあるが、感染動向が読めないという点

です。国立感染症研究所でも今後の流行の動向に注意するようにと発表しており、現在の

値だけ見てインフルエンザの流行は今のところあまりないものと考えるのは時期尚早かも

しれませんが、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが一緒に流行する可能性はど

うか。 

 現在、日本全体で危惧しているのが、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同

時に流行することで、同時に流行すれば、医療機関が逼迫してしまう可能性はかなり高い

と考えられます。日本ではまだまだ報告はされておりませんが、調べたところ、韓国、メ

キシコで、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時感染例が報告されておりま

す。 

 また、インフルエンザウイルスかどうかは不明であるものの、アメリカ、中国、トルコ

でも新型コロナウイルス感染症とほかの感染症を同時に罹患した例が報告されています。

このことから、インフルエンザと新型コロナウイルスが一緒に流行する可能性はかなり高

いということが考えられます。 

 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザは症状が似ているため、迅速に的確な検査

を受けることができなかった場合に、必要な治療ができずに重症化してしまう可能性も少

なくないと思います。そのため、現在、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザウイ

ルスの感染を同時に検査できる試薬を幾つかの製薬会社が承認申請を出しており、現在で

はビオメリュー・ジャパンという製薬会社のものが承認され、保険適用となっておりま

す。 

 また、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の両方の対策をするためには、感染

予防策である手洗いやうがいを行い、マスクを着用、密となるところを回避するという有

効的な策をとり、また新型コロナウイルスもインフルエンザウイルスもアルコールで感染

力を失いますので、現在、コロナ対策で行っている防止策がダブル流行にも有効となって

おります。 

 このような状況下の中で、本町の第３波とダブル流行に向けた対策として３点質問いた

したいと思います。 

 まず、第１点目。第１波、第２波、第３波に対する本町感染状況を検証した結果につい

てお示しください。お願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 
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健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまのご質問につきまして、１つ目の質問でございますが、第１波と言われており

ます４月から５月にかけましては、感染者が本町では１名も出ておらず、住民の皆様が感

染症対策を行いながら過ごしていただいた結果であると認識しているところでございま

す。８月頃の第２波と言われている頃から陽性者が出始め、第３波と言われている現在ま

でにおいて、計１５名の陽性者が出ているところでございます。 

 これまでの取組といたしましては、１月３１日に臨時部長会に始まり、また２月１９日

に対策本部を設置し、順次対応をしてまいりました。感染防止に向けた啓発につきまして

は、町広報、ホームページ、ＬＩＮＥ等により、また町主催の行事の中止や延期、住民と

接する役場庁舎等の公共施設におきましては、飛沫感染防止のためにアクリル板等の設

置、接触感染を防止するためアルコールジェルの設置、住民、職員のマスクを着用するこ

とを徹底し、窓口対応を行っているところでございます。学校園を含めた教育施設におき

ましても同様な感染対策を講じているところでございます。 

 今後、インフルエンザが流行する時期を迎えまして、議員もおっしゃっておりました

が、両方の対策が必要だというところでございます。この予防策といたしましては、おっ

しゃられてたとおり、手洗い、うがい、マスクの着用、３密の回避が有効な施策となって

まいります。引き続き感染対策を講じながら住民対応を行うとともに、広報、ホームペー

ジ、ＬＩＮＥ等による啓発を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

議長（北村 孝議員） 

 河瀬君。 

２番（河瀬 成利議員） 

 ありがとうございます。それでは、２点目について質問いたします。第３波に向けての

全庁的な取組と体制についてお示しください。お願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ２点目のご質問でございますが、感染拡大防止策といたしまして、さきのご質問で回答

させていただいた対策に、さらに町長のご挨拶にもございましたとおり、庁舎１階の窓口

におきまして入り口を１つにし、検温、消毒、マスク着用を徹底し、一方通行として庁舎

内の対応をしております。 

 また、保健所対応でありましたこれまでの新型コロナの相談、受診の流れにつきまし

て、インフルエンザ流行期を前に、新たな相談、受診の流れといたしまして、住民の方へ

インフルエンザ流行期での発熱等の症状がある方の相談、受診についてを広報、ホームペ

ージ等でお示しし、まずはかかりつけ医等の身近な地域の医療機関へ電話相談を行ってい
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ただきたいとのことの啓発に努めるとともに、先月下旬より本町と泉大津市医師会、和泉

保健所が協力いたしまして、新型コロナウイルスＰＣＲ検査体制を整備し、感染の疑いが

あるとかかりつけ医で判断された方に対しまして唾液によるＰＣＲ検査を実施し、必要が

ある方に適切に検査を受けられるようにし、治療が必要な方を保健所を介しまして適切に

医療機関につなげてまいります。 

 また今後、新型コロナウイルスワクチンの住民接種が可能となった際は、円滑に実施で

きるよう国、大阪府で示される事業に係る留意事項を確認し、実施体制の確立に向けての

準備を全庁的に取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願い申し

上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 河瀬君。 

２番（河瀬 成利議員） 

 ありがとうございます。それでは、最後の質問になります。３点目。町民や町内事業者

に対する経済的な面から見た町のサポート体制について、お示しください。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ３点目のご質問につきましては、町民に対する支援の第１弾といたしまして、妊婦さん

へのマスク配布、４月２７日現在、母子手帳をお持ちの妊婦さんに対しまして３万円を給

付し、また同じ基準日に児童扶養手当受給世帯に対しまして生活支援として１万円を給

付。学校の臨時休校に伴う家庭学習を支援するための教材を購入し、配布いたしました。

また、感染すると重症化しやすい高齢者、身体障害者手帳をお持ちの方で、心臓や呼吸器

などに障がいのある方に、ご寄附を頂いたマスクを含めたマスクを配布するとともに、感

染リスクの高い医療機関や薬局、高齢者施設や介護、また障がい者の事業所に対しまして

も、マスクや消毒液、アルコールジェルを配布いたしたところでございます。また、その

後、保育所、こども園にもマスクや消毒液を配布するとともに、小・中学校の給食費の補

助をいたしました。 

 中小企業や個人事業者に対しましては、休業要請経営継続支援事業を行い、生活困窮者

に対しましては、「はーと・ほっと相談室」に案内することや、社会福祉協議会にて生活

福祉資金の貸付けを行っております。 

 感染症拡大防止の支援策第２弾といたしまして、インフルエンザ予防接種費用や、マス

ク、消毒液等の購入費用といたしまして、定額給付金、住民１人当たり５，０００円を給

付。現在、受付を行っております。水道基本料金を６か月減免。新生児誕生応援給付金、

１人当たり１０万円を給付。障がい者生活支援給付金、１人当たり１万円を給付。介護サ

ービス、障がいサービス事業所に対しまして５万円から１０万円を給付。ひとり親家庭支
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援給付事業といたしまして、ひとり親家庭の大学や専門学校等に在籍する１８歳以上の子

ども１人当たり５万円を給付することや、事業所が借り入れたコロナ関連融資に対しまし

て、令和６年度、７年度の利子補給を行うこと。連鎖倒産防止緊急支援事業といたしまし

て、中小企業倒産防止共済制度に加入する事業者に対し掛金を補助するなどを行っておる

ところでございます。また、ご利用できます国や府の制度につきましては、適切にご案内

してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 河瀬君。 

２番（河瀬 成利議員） 

 ありがとうございます。このサポート体制についてちょっと耳にしたんですけれども、

お隣の泉大津市では、レシート大作戦と。３万円分のレシートを集めて持っていけば、

４，０００円の商品券がもらえたりすると。これは住民にとって、５，０００円とかいろ

いろ今後もらえるところがあると思うんですけれども、忠岡町として、こういうふうなレ

シート大作戦のような、ほかのところでは行っていないとかいうところをちょっとお聞き

したいと思うんですけども、よろしくお願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 先ほどのご質問でございますけども、地元消費の拡大と地域経済の活性化を図るための

緊急経済対策としまして、地方創生臨時交付金の第２次補正予算に係る事業検討におきま

して、町内の中小店舗で商品を３割引きで販売し、その金額を忠岡町が補塡する町内中小

店舗応援事業につきまして検討いたしました。その制度設計におきまして、実施体制であ

りますとか準備期間等の問題によりまして、ちょっと実施がかなわなかったということで

ございます。 

 それに代わる支援といたしまして、先ほど東部長から答弁がありましたとおり、中小企

業者の支援策である利子補給事業、また連鎖倒産防止緊急支援事業を実施することに至っ

た次第でございます。 

 今後、国からさらなる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が出ましたと

きには、町内事業者に対する支援策を再度検討してまいりたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 河瀬君。 

２番（河瀬 成利議員） 

 どうもありがとうございます。コロナ、コロナと今、日本中で大変なことになっており

ますが、その辺のところをよくわきまえていただきまして、よろしくお願いします。 
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 質問を終わります。 

議長（北村 孝議員） 

 以上で、河瀬成利議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 次に、今奈良幸子議員の発言を許します。今奈良君。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 大阪維新の会の今奈良幸子です。保育、教育について質問させていただきます。初めて

ですので、ちょっと緊張しておりますが、至らない点もあると思いますが、よろしくお願

いします。 

 まず、さくらんぼ教室、こすもす学級についてです。 

 さくらんぼ教室についてですが、忠岡町では子どもを出産してから４か月健診、乳児後

期健診など乳幼児健診が幾つかあります。その中の１歳７、８か月健診時に、母親からの

相談や小児科の先生や保健師の判断により支援が必要とした場合に、役場の方から声がか

かったときのみ通うことができる事後指導教室、さくらんぼ教室というものがあります。 

 健診時には子どもと一緒にいるということもあり、ゆっくり相談できない場合、ほかの

お母さんがいるから相談できない場合、いつもできていないはずのことがなぜかできてい

る場合などがあります。ご家族からも選ぶことができるように、健診時にこういうものが

あるということを皆さんにお伝えすることはできないのでしょうか。よろしくお願いしま

す。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまのさくらんぼ教室につきましてのご質問につきまして、さくらんぼ教室は母子

保健法に規定する乳幼児健康診査後の事後指導教室として行っている教室でございます。

事後指導が必要であると認められる乳幼児及び保護者に対しまして、乳幼児の発達支援及

び保護者の育児支援を積極的に行うことで、保護者の育児の困難さを軽減し、乳幼児の健

全な発達を促すことを目的に実施しているところでございます。 

 内容といたしましては、運動・精神面の発達を促すための体操、遊具等を用いた機能訓

練、保護者と乳幼児の関わりを助けるための生活・遊びの指導、相談を行っております。

期間といたしましてはおおむね６か月となっており、対象となる乳幼児に対しましては、

議員仰せのとおり、保護司が個別に保護者と面談を行い、教室の趣旨及び効果などを説明

し、参加の勧奨を行っております。 

 今後におきましても、保護者が不安なく子育てができるように妊娠期から子育て期に至

るまでの切れ目のない支援の強化を図っていくことが重要であるため、引き続き妊娠届出
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時や妊娠３６週以降の電話連絡時、あるいは助産師による新生児訪問、乳幼児家庭全戸訪

問、すこやか赤ちゃん訪問と申しておりますが、４か月時健診、あるいは体重測定、毎月

行っておりますので、体重測定時の教室開催時において積極的に保健師から保護者への声

かけを行い、何か気になることがないかどうかの聞き取りを行い、対象となる児童に対し

て、公平に見逃しがないよう勧奨を行ってまいりたいと思っておりますので、よろしくご

理解のほどお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 今奈良君。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。私も産後うつ病を経験していて、しんどいということを役場の

方に伝えることができましたが、本当に苦しんでいるお母さんはなかなかそういうことを

伝えてはいけないと思っている場合も多いです。そういうお母さんが助けてほしいと言え

る環境をつくって、少しでも楽になっていただきたい。そして、ご家族からも選ぶことが

でき、公平になることが望ましいと思います。ぜひよろしくお願いします。 

 続いて、こすもす学級についてです。私の子どもが通っている東忠岡小学校では、こす

もす学級と呼んでいますが、支援学級についてお伺いさせていただきます。 

 こすもす学級について、保護者の方々がどのような子どもたちがその学級に参加するこ

とができるのかの説明がなく、分かっていない方が多いです。どこかにそれを知ることが

できる情報は載っているのでしょうか。よろしくお願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 本町教育委員会では、障がいのある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援に努め

ているところでございます。教育支援を実施するために、具体的には学校や就学前施設、

及び町、保健センターと連携しながら、保護者に対して相談や情報提供を行っておりま

す。また、乳幼児の時期から様々な機関と連携しながら情報収集を行っております。 

 特に就学に際しては、教育委員会の担当者が子どもの状況を把握するために就学前施設

を訪問し、施設長から情報提供を得ております。支援学級に入級希望の保護者に対しまし

ては、施設長を通じてオープンスクールの際に支援学級を見学したり、保護者の希望に応

じて受入れ先と調整し、支援学級を見学するための便宜を図っております。 

 就学の決定に関しましては、保護者の希望と、医師や保健師、臨床心理士、就学前施設

や、各校の長からなる就学支援委員会の助言を勘案して、保護者自身に最終決定をしてい

ただくことになっております。 

 なお、就学相談につきましては、町ホームページへの掲載及び必要に応じた就学前施設

を通じての案内プリントの配布等を通して周知しており、随時保護者の相談にお答えして
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いるところであります。 

 今後も子どもたちがより良く成長していけるよう、保護者や関係機関と連携を図ってま

いりますので、ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 今奈良議員、これで１つ目の質問で３回目になりますので、３回という規定がございま

すので、この１つ目の質問に関してはそれが最後になりますので、その点を踏まえて質問

をよろしくお願いいたします。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 すみません、分からずに。次にしゃべるのは大丈夫ですか。 

議長（北村 孝議員） 

 どうぞ、結構です。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 質問しなかったらいいということですか。 

議長（北村 孝議員） 

 はい。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 分かりました。 

議長（北村 孝議員） 

 今奈良君。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。これもさくらんぼ教室と一緒で、保護者の方々が自分から選べ

ることができるように、ホームページに載ってるとはおっしゃったんですけれども、子ど

ものことが相談できるように就学前健診時に就学前相談があることを伝えるとか、あと冊

子、チラシを置いとくなどしていただく。また、入学説明会時にこすもす学級についてお

話しするなど考えていただけたらと思います。 

 隠されている情報があると、言ってはいけないことだと感じている方も多いような印象

を受けます。ぜひ多くの方々が楽しく子育てできるように、情報をオープンにしていただ

きたいと思います。 

 次に、２番目です。 

議長（北村 孝議員） 

 答弁いいですか。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 はい、いいです。 

 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校の情報交換、職員交流についてです。 

 ＰＴＡ活動を経験させていただいてる中で、行事とＰＴＡ活動が重なっていたため、ば
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たばたとされている保護者の方が複数いらっしゃいました。例えば、中学校の行事と幼稚

園のＰＴＡ活動という形で、幼稚園、小学校、中学校などの学校間での行事日程調整はし

ていただけているのでしょうか。お願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 議員仰せの就学前施設及び小・中学校の情報交換及び職員交流につきましては、これま

でも様々な分野において行ってまいりましたが、各施設間で就学の接続が円滑に図られる

ために非常に重要なものであると認識しております。 

 ちなみに、現在本町におきましては、幼小中の教職員が一堂に会した忠岡町幼小中教育

研究協議会におきまして実践交流を図っております。平素、自らが関わっている子どもた

ちと異なる発達段階の子どもたちについての課題等に触れることにより、見識を深めてお

ります。具体的には、保育事業、人権道徳、生活指導の３つの分科会に分かれて実践・研

究し、１２年間を通した系統立った教育の確立を目指しております。 

 さらに、小・中学校間では、生徒指導や学力向上に係る会議等を行うことで、生徒指導

上の情報交換や効果的な授業の実践事例を他校に広められるよう、連携を深めているとこ

ろでございます。 

 さらに、入学に際しての引継ぎにつきましても丁寧に行っており、子どもたちが安心し

て学校生活になじめるよう努めているところです。 

 議員ご質問の各施設で行われる行事につきましては、極力重ならないように調整をして

おりますが、全ての行事の調整となりますと、それぞれの事情があり、完全に実施するこ

とは困難と言わざるを得ません。今後とも各施設間での連携を深めることで、子どもたち

がより良く成長していけるよう尽力してまいりますので、どうぞご理解のほどお願いいた

します。 

議長（北村 孝議員） 

 今奈良君。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。ＰＴＡになられる方は、自分から立候補された方もいらっしゃ

いますが、くじ引で当たった方もいらっしゃいます。学校のために、子どもたちのために

協力していただいてるので、少し配慮していただけたらと思います。 

 あと、時代時代によって子どもたちの様子も変わっていきます。教育現場の方々だから

分かることがいっぱいあると思いますので、情報交換を今までのようにしていただいて、

その時代に合った教育を見つけていただき、実行していってもらいたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 次、３番です。東忠岡小学校の雨漏りへの対応についてです。これですが、すみませ
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ん、東忠岡小学校の体育館についての質問になります。町民の方から「体育館の雨漏りの

補修をずっとお願いしていますが、どうなっていますか」という相談がありましたので、

こちらの回答をよろしくお願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 議員ご指摘の東忠岡小学校体育館の雨漏りにつきましては、これまでもご指摘を受けま

して、その都度予算の範囲内で雨漏りの原因と思われる箇所の修繕を行ってまいりまし

た。しかしながら、抜本的な原因箇所を突き止めるまでには至っておりませんので、今現

在もちょっと漏れているところがあるということになっておりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 今奈良君。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。子どもたちが使用する体育館でもあり、災害時に避難する場所

でもありますので、なるべく早い補修を考えていただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 あと、東忠岡小学校の体育館のワックスがけについてなんですが、小学校の先生にお聞

きしても分からなかったので、誰がどれぐらいの期間ごとにするのか、こちらも町民の方

からお聞きしたいということなので、よろしくお願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 先ほどの体育館のことも含めてですけども、今、議員からご指摘のとおり、体育館は特

に災害時において避難所としても活用されるということもございますので、こちらとして

もなるべく早い段階で大規模改修等を行う必要があると考えているところでございます。

確かに必要はあるんですが、町財政への負担が大きくなるということもございますので、

引き続き財政担当部局と連携を図りながら教育環境の整備に取り組んでまいります。 

 それから、あとワックスがけにつきましては、一応２年に１回程度のペースで学校のほ

うで行っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（北村 孝議員） 

 今奈良君。 

１０番（今奈良幸子議員） 

 ありがとうございます。質問は以上になります。対応ありがとうございました。慣れな

い感じで、すみませんでした。 
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議長（北村 孝議員） 

 以上で、今奈良幸子議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 次に、前川和也議員の発言を許します。 

９番（前川 和也議員） 

 大阪維新の会の前川和也でございます。北村議長より許可を頂戴しましたので、一般質

問をさせていただきます。 

 質問に入る前に、先ほど河瀬議員の質問でもございましたけども、感染拡大の第３波と

いうことで役場挙げての拡大防止への取組とか、また、教育現場の職員さんにも大きなご

負担となっているかと思います。まずもってその取組には感謝申し上げたいと思います。

ありがとうございます。 

 杉原町長、就任をされてから、この第４回定例会が本格的な議会となりました。１０月

１８日に当選され、１０月２６日に初登庁。１か月半がたちました。役場の内外や関係機

関への就任挨拶や課題のレクを終えて、これから杉原カラーを発揮した町政運営がなされ

るものとしてご期待を申し上げます。 

 さて、１０月１８日に当選と申し上げましたが、同じく１０月１８日に投開票がござい

ました町議会議員の補欠選挙についてです。通告させていただいたとおり、急遽補欠の定

数が１から２となったことについてお尋ねをしたいと思います。 

 杉原町長、当時議員であり、議長でありましたけども、９月に議員辞職をされたという

ことで、町長選挙に併せて行われるいわゆる便乗選挙となった補欠選挙が定数１で行われ

る予定でございました。それが、１０月１３日の告示日前日の１２日にほかの現職議員で

あった方が辞職をされたということで、急遽１から２となったというわけでありますけど

も、議会から選管へその旨の通知がされるかと思います。その通知を選管が受けてから、

補欠が確定するまでの時系列で、どういう手順が踏まれたのか、お示しください。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 令和２年度は、１０月２３日に町長の任期満了に伴う町長選挙が行われることが予定さ

れていたことで、本町選挙管理委員会といたしましても準備を進めていたところ、９月１

１日付で本町議会副議長より公職選挙法第１１１条第１項第３号の規定により、議員辞職

のため議員の欠員通知書が提出され、選挙管理委員会が受理したことで、公職選挙法第１

１３条第３項の規定により、１０月１８日執行の町長選挙と併せて同時に町議会議員補欠
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選挙を行うこととなったところでございます。 

 この時点で選挙すべき議員の数は１でありますが、１０月１２日付で新たに議員の欠員

通知書の提出があり、選挙管理委員会にて受理いたしました。公職選挙法第１１３条の規

定により、補欠選挙の告示の日の前日までにさらに議員の欠員が生じた場合においては、

選挙すべき議員の数は当初便乗して補欠選挙を行うことを必要とした議員の欠員数と、そ

の後に生じた議員の欠員数とを合計した数となることから、選挙すべき議員の数が２とな

ったものでございます。 

議長（北村 孝議員） 

 前川君。 

９番（前川 和也議員） 

 ありがとうございます。大体の選管の動きが分かったんですけども、例えば役場から報

道機関に対して発表というのは、広報課長を通じて行われるかと思うんですけども、この

広報課を通じてマスコミに発表された時間、そして役場から町民向けにお知らせいただい

たその時間、この２つを教えていただけませんでしょうか。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 新たに議員の欠員通知書を選挙管理委員会にて受理いたしました時間は、午後３時から

午後４時ぐらいの間でございます。選挙管理委員会が選挙すべき議員の数が１から２にな

ったことを公表した時間は、ホームページの公表は１０月１２日午後５時５３分でござい

まして、報道への情報提供は同日の午後５時３４分に行ったものでございます。 

議長（北村 孝議員） 

 前川君。 

９番（前川 和也議員） 

 役場のホームページには午後６時前頃にアップされたということで、町民の方がいち早

く知ろうと思えば、この午後６時前にアップされた役場の公式ホームページを見てという

ことであろうかと思いますけども、選挙管理委員会として、議員に対し、もしくは立候補

予定者陣営に対して、この補欠の定数が急遽１増となったことについて告知をする責務が

ありますか。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 公室長。 
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町長公室（立花 武彦公室長） 

 選挙管理委員会のほうから議員に対しまして報告する義務はございません。 

９番（前川 和也議員） 

 はい。 

議長（北村 孝議員） 

 前川君。 

９番（前川 和也議員） 

 ありがとうございます。であればですね、選管としては議員や立候補予定者陣営などに

対して連絡をしなければならないというものでは決してなく、議会から議員辞職の通知を

受けて、選管は適切に処理を行ったものであるように思います。 

 となれば、議員に対して、この我々議員に対して、この通知の重要性を認識し、速やか

に行うべきは議会サイドにあるのかなというふうに思ってます。当時を振り返りますと、

１０月１３日告示日当日の全国紙の朝刊には、補欠が２議席であるというふうに載ってお

りました。ただ、選挙戦初日、我々出陣式もあり、朝からどたばたの活動をしておったわ

けなんですけども、忘れもしません、午後２時ごろに指摘を受けて、当時は大変慌てふた

めいたものです。 

 私も議会に籍を置く端くれとして、無投票は絶対にいけないと、議員なら誰しもが思う

ことでありますけども、無投票だけは絶対にしてはいけない、許してはならないといった

中、本日トップバッターで質問されました河瀬成利議員が、無所属での立候補をよく決断

され、締切りの夕方５時直前に届出をして、結果、町民の皆さんの信を得て当選されたわ

けです。河瀬議員には、当時よく決断をしていただいたなというふうに思いますし、忠岡

の民主主義の崩壊の危機から救ってくれた男と評するのは大げさかもしれませんけども、

そのくらいに私は思ってます。 

 投票結果については、町民の判断が全てですので、とやかく言うことも、言われること

も全くございませんけども、議員の身分とか、その後の議会運営に関することは、公正・

中立に、そして補欠選挙の実施はもう既に確定しておりましたので、何よりも迅速に関係

者へ通知されるということが非常に大事かなと思ってます。 

 ですが、前日の夕方に議会事務局にあります各議員のレターボックスに１枚の事務連絡

の紙が入っていただけでした。このレターボックスも、そんなに１日に何回も開けたり閉

めたりして中身を確認するものでもありませんので、もっと早く知る手段はなかったのか

なという思いから、今回、選管としての対応はどうだったんだと、そういう知らせる責務

はあるのかないのか、そういう思いから質問をさせていただきました。 

 町議会議員選挙では供託金も、今回までですけども、不要であるため即決での立候補は

できないことはないので、少しでも早く町民や、そして我々サイドが知っていれば、新た

な候補者が出て、結果はまた違っていたものになっていたかもしれません。選管としての
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対応に瑕疵はなかったというふうに感じましたので、これは私も含めての議会側サイドの

対応が適切になされるべきであったであろうというふうに認識をいたしまして、１つ目の

通告の質問は終わります。 

 次の通告の質問に参ります。さきの町長選での公約についてということですけども、今

回の公約は杉原町長の思いを基に策定するに当たりまして、私もお手伝いをさせていただ

きました。多岐にわたるもので、忠岡町の未来を切り開いていくための公約であると、

私、確信をしております。 

 そこで掲げたもののうち、絞って何点か改めて町長の考えをお聞かせください。複数を

一括にて質問しますので、町長に思いを、そして補足とか、もし漏れがあれば、担当部長

からご答弁を頂きたいと思います。 

 １点目、町長が役場改革の肝煎りにしている副町長人事案ですが、これはご当地の府議

会議員や大阪府知事部局とのパイプをフル活用しまして、今回上程に至りました。副町長

は、町長を補佐して町政全般を統括されるわけでありますけども、町長の考えや、そして

時の町政課題によっては、副町長もまたカラーが違ってくるわけであります。今回の副町

長の役割として期待することをお示しください。 

 これに関連して２点目、副町長以外にも、組織の立て直しということで、アドバイザー

のような外部からの人材を登用する考えはあるのかどうか。あれば、どのような分野を想

定しているのか、お示しください。 

 ３点目、職員の働き方改革に向けての目玉となり得るフレックスタイム制度の導入につ

いて、これまで数回提案をさせていただきました。公約でもしっかりと掲げられておった

ので、調査研究というときから一歩踏み出せるときが来ているかと思いますが、導入につ

いてのお考えをお示しください。 

 そして、これらを全てやった上で、住民サービスがどういうふうに向上していくのか、

最後にまとめをお聞かせください。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 杉原町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 お答えいたします。 

 まず１点目ですけれども、私の公約の実現には、冒頭、開会のご挨拶にもありましたよ

うに、副町長、これは肝煎りの案件でございまして、副町長の大阪府における豊富な行政

経験、また知識、府との関係性といった点は必要不可欠であり、本町の抱える諸問題もよ

り良い解決に導いてくれるであろうと大いに期待したいところでございます。 

 補足ではございますけれども、一応忠岡町の現状が分かるように、水面下ではＯＢの登
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用というようなところも考えました。しかし、それはやはりかなり難しくて、対応に困り

ました。その中で、あえてやはり府とのパイプという形で、地元の府議の先生方と相談し

ながら、町村課と多岐にわたりながら相談しながら、このような結果になった次第でござ

います。 

 そして、２点目の今後の職員の人材確保の観点から、在学中の本町で働いていただくイ

ンターンの制度の導入を早くも指示しているところでございます。その中で、大学側との

打合せをすることになりますので、併せて町と連携できるところも検討し、各種施策の推

進のため、必要があるときには外部人材もアドバイザーなどに就任していただくことも検

討しながら、柔軟に登用していきたいと考えております。 

 そして、大学側との打合せなんですけれども、既に水面下で、たまたま地元の方もおり

ますので、既に個人的には動いて、来年度、新年度ぐらいには方向が見えるのかなと、そ

ういうふうに考えておりますので、ご理解ください。 

 それと、フレックスタイムの制度についてですけれども、考えているのは、現在の労働

者の多様化した価値観に対応できる大変有効な制度だと私は考えております。ただし、職

員数の少ない課では導入しにくい部分もあるのかなというところは慎重に検討しながら、

できるだけ早い段階で指示していきたいと考えております。これによって、この制度とい

うものは、なかなか近隣市町ではフレックスタイムの導入というものはやっておりません

ので、かなり今後、新規採用等々、職員採用のときには、「あっ、忠岡町はフレックスタ

イムを導入してるのか」というような形で、また、よりいい人材が来てくれるのかなと、

かように期待しているところでございますので、その点を考えながら、また議員の皆様方

とご理解しながら導入していきたいと、かように思います。 

 それと、最後ですけども、副町長の就任、またアドバイザーの登用、フレックスタイム

の導入、これら全てが、役場が組織して、より機能的に町政の推進をできるように検討し

た結果が、またいいようになるように、あらゆる施策をしっかりと見つめながら、住民皆

様に、また議会の皆様のご理解を得ながら、福祉向上のために、忠岡町のために、皆さん

とともに頑張っていきたいと、こう思っております。 

 以上でございます。 

議長（北村 孝議員） 

 前川君。 

９番（前川 和也議員） 

 ありがとうございます。本当に本町の職員さんは少ない人員でありながら、一人二役、

三役、四役というような業務で、本当にありがたいことではあるんですけども、組織的に

疲弊しているところが私は感じておりましたので、これらの組織の活性化という意味で、

このような役場の改革について町長には求めたいと、ほんとに思っております。 

 次に、これも同じく公約なんですけども、行政全般にわたり広域連携の強力な推進とい
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う項目についてであります。私自身も、これまでの議会質問において度々取り上げさせて

いただきました。今回、はっきりと掲げていただいたことで、私も大変心強く思っている

わけですが、そこで質問です。これもまた複数を一括して質問しますので、町長にご答弁

いただき、そして漏れや補足があれば担当部長からご答弁を頂きたいと思います。 

 １点目、近隣の首長同士で腹を割って話せる関係の重要性については、度々指摘をして

きました。町長自らが受け身の姿勢ではなく、能動的に動き、そのような機会を設ける必

要性については、思いは私と１つとしているように感じますが、この場でも、はっきりと

積極的に動いていくということをぜひ宣言をしていただきたいというふうに思ってます。 

 ２点目、行政全般において推進するというふうに選挙戦では掲げられておりましたけど

も、何か具体的なものはありますでしょうか。 

 次に３点目、その中で１つ具体例として、泉大津市との連携で大津川へのパークゴルフ

場の誘致と、かなり具体的な策を掲げたわけであります。これは現在、泉大津では市長選

挙の真っ最中ですけども、現職の南出賢一市長との話合いの中で、共通の取組課題として

設定されたわけです。 

 南出市長との関係性が既に強固に構築されていることについては、私も確信をしており

ますが、この大津川ですね、水害でありますとか、実現にはハードルが高い点も幾つかあ

るように思われます。泉大津は今あるパークゴルフ場がなくなってしまうということで、

代替地として求めているのでしょうけども、忠岡としてここまで言い切って実施をする意

義をお示しください。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 大変いいご質問、ありがとうございます。就任に当たり、いろいろと掲げていることに

対しまして慎重に答えたいと思います。 

 今後は、人口減少社会を迎える中で、行政運営において近隣市との広域連携は必要不可

欠な施策と考えております。そういった中、やはり近隣首長との関係性というものは、広

域連携を検討する導入部において最も重要な点となります。まだ私自身、就任後２か月に

満たないものですので、近隣首長と会う機会は多いようで少ない。個人的にはそれなりに

会ってるかなと。たっぷりというところはちょっと言えないところですけど、まあそれな

りに、２か月の割には時間的にはその部分、間、間で連絡、電話、また会いに行くという

ようなところで、いろいろやっております。今後は、具体的な話が進んだ際には、首長が

腹を割って話せる機会をこちらからも提案していきたいと、かように考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
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 行政全般における推進ですが、具体的な事務を進めていくことではなく、先ほども答弁

しましたが、広域連携は今後の行政課題には欠かせない施策でございます。多方面で柔軟

に検討してまいりたいと考えております。特に泉北３市、和泉、泉大津、高石とは、密に

密に密に頑張ってまいりたいと考えておるところでございます。 

 そして、最後のご質問でございます。確かに河川公園における泉大津市とのパークゴル

フの整備は、過去の河川公園における大雨被災状況を見ると、復旧時の費用や運営の仕方

等、ハードルは高いとは考えております。しかしながら、実現した際には、本町の高齢者

がパークゴルフを生きがいとし、健康寿命延伸の一助となる本施策は、数字には現れない

効果を発揮してくれるものと期待しながら、慎重に実現に向けて泉大津市さんと考えてい

きたいと、かように考えておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 前川君。 

９番（前川 和也議員） 

 ありがとうございます。力強い答弁だなというふうに聞いておりました。この近隣市は

もちろんなんですけども、大阪維新の会の公認で町長は当選されましたので、大阪では本

当にネットワーク、あらゆるところにありますので、それもフル活用していただきながら

行政を進めていただきたいなというふうに思っております。 

 最後に、もっともっと公約はたくさん掲げられておったんですけども、今、令和３年度

の予算編成の真っ最中であるかと思います。今回の公約、掲げた以上は取り組まなければ

なりません。全ての公約について、来年度以降の予算編成にもしっかりと反映していただ

くことや、もしくは調査研究に着手していくと、この場でもはっきりと宣言をしていただ

きたいなというふうに思います。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 杉原町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 私自身、１期４年、命のある限り、施策は任期をまたがない。またぐ施策は施策じゃな

いというのを肝に銘じながら、日々研さんしながら、全ての公約の着手を、時期と、今後

のそれぞれの施策について担当課に指示してまいりたいと、かように思います。 

 まず、この後、ご同意いただけましたら、副町長の配置、来年度から着手できる施策と

しては、先ほども質問ありましたフレックスタイムやインターン制度など取りあえず頑張

っていきたいと。一つ一つ、一歩一歩、真っすぐに前進したいと思いますので、今後とも

よろしくご指導のほどお願いいたします。 
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 以上でございます。 

議長（北村 孝議員） 

 前川君。 

９番（前川 和也議員） 

 ありがとうございます。よく伝わりました。 

 最後に、これは答弁は結構ですので、最後に杉原町長に求めます。 

 冒頭にも申し上げました１０月２６日の初登庁時に、役場の玄関で、ロビーで職員の皆

さんに向けての初めの就任の挨拶で、職員の皆さんがいわれなき非難をされた場合は、前

面に立って守るとおっしゃいました。そして、２日前の全員協議会、そして今し方、今さ

っきも任期内に公約を実現してこそ政治だというふうにもおっしゃっておられます。まさ

にそうです。リーダーとしてのふさわしい言葉であるというふうに思います。 

 そして、そのリーダーには、器も求められます。若輩の私が器どうこうを申し上げるの

は大変恐縮ではありますけども、町長の掲げられた公約を形にして具現化していくのは現

場の職員さんであります。職員さんとはくれぐれも強固な関係を築いていただき、いつま

でも初登庁時の気持ちを忘れずに、おごらず、そして偉ぶらずに、忠岡の顔だというのに

ふさわしい町長となり、役場組織を率いていただきますように求め、私の今回の一般質問

を終了といたします。ありがとうございました。 

議長（北村 孝議員） 

 以上で、前川和也議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 次に、松井匡仁議員の発言を許します。松井君。 

７番（松井 匡仁議員） 

 無職属なだ会、松井です。一般質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、市町村合併につきまして、杉原町長にお伺いしたいと思います。 

 杉原町長は、町長選挙直前の候補者討論会におきまして、大阪都構想成立後、大和川以

南の９市４町は、田の字で割るのか、目の字で割るのか分かりませんが、泉北市や泉南市

のようになっていくと。また、それが忠岡町の住民のためとおっしゃっておられました

が、現在もその考えにはお変わりございませんでしょうか。答弁よろしくお願いいたしま

す。 

町長（杉原 健士町長） 

 はい。 

議長（北村 孝議員） 

 杉原町長。 

町長（杉原 健士町長） 
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 お答えいたします。 

 はっきり言いまして、私のほうから市町村合併を進めていくというものではないと思っ

ております。あくまでもこの大阪都構想、この都構想が成立した場合において想定した考

えだったということでご理解願えますか。 

 将来迎える人口減少社会においては、様々な分野で行政課題の発生が予測されます。こ

れらの課題解決に向けては、単独の自治体で取り組むよりも、地域全体で対応するほう

が、住民サービスの向上や財政健全化も見込まれるとの考えから、最近では忠岡町も、水

道水の安定的な供給を目的に大阪広域水道企業団と水道事業が統合され、消防については

来年度、来年４月から岸和田市との消防指令業務の共同運用稼働に向けて、最終の協議も

進めてます。 

 また、ごみ処理については、泉北環境施設と協議を進めていく中でありますし、１１月

に執行されました大阪都構想住民投票におきましては、結果、否決になりましたので、今

後到来する人口減少社会では、１つの自治体が定住促進や企業誘致、公共施設充実に取り

組むよりも、周辺施設との強みを生かしながら多方面で連携していくことが、今後の行政

運営、自治体経営で求められる効果的な方策と考えているということでご理解願えます

か。お願いしときます。 

議長（北村 孝議員） 

 松井君。 

７番（松井 匡仁議員） 

 すごく安心しました。杉原町長は、１６年前に岸和田市との合併のときには大反対され

ておられましたんで、これまたどこでどう変わったのかちょっと心配しておりましたんで

すけれども、安心いたしました。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 町長の給料削減についてお伺いいたします。杉原町長は、１０月２４日付の専決にてご

自身の給料を２０％削減されました。月額６４万８，０００円。年額にして約１，１６７

万円とする条例改正をご自身で行いましたが、２０％の削減としたのはどのような理由で

しょうか。ご答弁よろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 杉原町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 お答えいたします。今回は、１６年ぶりに副町長を選任しようと考えましたので、本議

会では議員の皆様にご同意いただくべく上程させていただいているところでございますの

で、その人選については大阪府より招聘したいと、この議案の中に出てきてます。大阪府

との協議の中では、本町での給料が大阪府に在籍していたときの給料を下回ることができ

ないとなっており、副町長の給料から１割減額が、その最低ラインのボーダーとなりまし
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た。 

 もし私の給料を、前任者同様３割減額した場合、副町長の給料が町長を上回るという状

況になります。これは来ていただくご本人も心苦しいであろうといった点など総合的に判

断して、２割削減としたところでございます。ただし、退職手当は前任者同様、頂かない

ことにしております。ちなみに、大阪府議会は、身を切る改革はしていますが、ボーナス

のカットはなしとお聞きしております。 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 松井君。 

７番（松井 匡仁議員） 

 私、副町長のお給料をちょっと知りませんで、あれやったんですけれども、そういった

理由やということで、２０％ということでございますが、杉原町長も前の和田町長と一緒

に財政再建というのを掲げられておりますので、３０％で行かれるんかなと思っておりま

したんですけれども、２０％の理由がそういうことやということで、よく分かりました。

ありがとうございます。 

 では、質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（北村 孝議員） 

 以上で、松井匡仁議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 次に、三宅良矢議員の発言を許します。 

８番（三宅 良矢議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 

 無所属なだ会、三宅です。一般質問させていただきます。 

 新町長就任の１回目の質問ということですので、この町長選挙が行われまして、僕も注

目していたのは、やはり町長の公約でございます。１６年ぶりに公に具体的な部分もあ

り、多少抽象的な部分もあるかなという中で、住民の方に対して、じゃあ今、杉原町長っ

てどんな人なのかということを言われるときに、個人的、人間的にはまた置いといて、町

長としてこういうことをやってくれるはずだよ、こういうことを約束しているよって、や

はり伝えるのは僕らの責務やと思ってます。 

 その中で、まず町長の公約集にありました１番目に書かれてたのが、国際社会で活躍す

るグローバル人材の育成をまず掲げられていたのが、僕の中で一番印象的でした。この答
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弁につきまして、教育長がお答えいただくということやったんで、ちょっとまず１点確認

なんですけど、教育長の今のこれからの答弁は、町長の公約の代弁としてみなさせてもら

ってよろしいかどうかだけの、まず１点、回答をお願いします。町長に。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 そうご理解ください。 

８番（三宅 良矢議員） 

 はい、ありがとうございます。議長。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 

 その中で、質問にも書かせていただくんですけど、よくどの市町村でも最近、グローバ

ルにとか、そういう教育をということで、特に私立高校とかを中心に、よくそういうグロ

ーバル化とか、そういうようなんとか増えてきてます。ただ、町として、今後進められる

というこのグローバルって、じゃあ何なのって、どんな人材なのって、具体的にはどのよ

うにお考えですか。お願いします。 

教育長（富本 正昭教育長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 教育長。 

教育長（富本 正昭教育長） 

 ただいま議員お尋ねの、このグローバル人材に求められる資質等ですけども、私どもは

このグローバル人材の資質というと、語学力というふうに言いがちでありますが、語学力

はあくまでもスキルだと思っております。それよりも、本来、国内のみならず世界を舞台

に活躍するグローバル人材に求められるものは、端的に言いますと、自身の夢の達成に向

かってチャレンジし続ける気概、これを言い換えますと、たとえチャレンジの過程で様々

な困難に出会ったとしても、何度でも立ち上がり、その自身の夢に向かって歩み続ける折

れない心ではないかなと思っております。併せて、真のグローバル人材には、他者に対す

る思いやりや献身の心も必要なものであるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

８番（三宅 良矢議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 
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８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。現実問題、大体グローバル化という中で、日本の優秀な人材が

海外に出ていくときに、大体８５％ぐらいの人が、行く先が結局、巨大ＩＴ企業と言われ

てるんですね。ＧＡＦＡ（ガーファ）と呼ばれるGoogle、Apple、Facebook、Amazon。世

界ランキングの２０番ぐらい、もう日本企業はないですよ。トヨタなんて何十番も下です

から、そういう企業の要は兵隊の駒なんですよ。そういうところを目指していくのが、ほ

とんどの人が。 

 よくありますよね、忠岡町ですごい学力を上げましょう、できる子を引っ張り上げてい

きましょう。今回、グローバル教育も気になるとこなんですけど、要はそういったことに

がんがん投資しました、がんがんいい人材に金かけました。すごい優秀な子が、ここから

例えば高校進学のときに、東大寺や灘やとかラサールへ行きました。すごいでしょう。そ

れは１つの外部に向けた魅力の示し方になるかなと思うんですが、ただ、やっぱりその先

に忠岡に帰ってこないんですよね、結局。優秀な子って、みんなやっぱり東京に吸い上げ

られるって、よくあるじゃないですか。田舎の優秀な子は大都会に吸い上げられて、そこ

で暮らしていくんやと。田舎は何のために教育してるんやという。そういうことにならな

いように、教育の在り方というのは、グローバル教育というのを安直に、ただ何か耳触り

のええことだけを企業の提案で引き受けてしまうと、結局行き着く先は、何のために忠岡

はやってたんだろうということになりかねないんで、その辺りについてどのように教育

長、お考えですか。 

教育長（富本 正昭教育長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 教育長。 

教育長（富本 正昭教育長） 

 ただいま議員の指摘ございました部分も含めまして、私どもが行っております教育とい

うものは、当然ながら国民、町民の血税で行ってる部分でございます。そのような公教育

の立場からは、個人に対する取組に重点を置くのではなく、本町の全ての子どもたちに対

して将来のグローバル人材としての活躍につながるであろう教育に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 具体には、限られた階層の子どもたちが学ぶ、例えばイギリスのイートン校やハーロー

校等のパブリックスクールや、アメリカのプレパラトリースクール等で行われているよう

なエリート教育を目指すのではなく、通常の学校で行われております通常の教科や道徳、

特別活動等を通じて、先ほど申し上げました将来につながる資質を涵養してまいりたいと

考えております。子どもたちの心に将来自らが目指す目標、夢へとつながっていく種をま

いてまいりたいと考えております。 
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 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 

 実質、今の回答を受けて、これまでにも聞いたことあるなという部分で、ちょっと具体

的にはどうしていくんかなというのが、やっぱり住民の方に対して示したいとこなんです

けど、要はこれまで例えば町独自に取り組んできた、例えばあすなろとかいろいろありま

すよね。それの要は延長線上のランクアップなのか、それとも新たな何かそういう取組を

考えてはるのか、これについてはどのように今お考えなんでしょうか。１点だけ最後お願

いします。 

教育長（富本 正昭教育長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 教育長。 

教育長（富本 正昭教育長） 

 今、お尋ねの部分ですけど、先ほどの繰り返しになりますが、やはり公教育です。で、

やはり我々は学習指導要領の幅の中で日々指導していくという１つの枠組みがございま

す。その中で、折れない心であったり、将来の夢を持ち続けるという、そういうものをこ

つこつと積み重ねていきたいというふうに考えているところでございます。私学がやって

るようなものに流れるんではなく、真っすぐに地道に教育に取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅議員、次、４回目になりますんで。 

８番（三宅 良矢議員） 

 それが最終的に町長公約のグローバル教育、一番初めに挙げられたグローバル教育とこ

れがどう結びつくかは、もう少し丁寧に練っていただきたいなと思いますので、よろしく

お願いします。これは１点目の質問で終わらせてもらいます。 

 ２点目です。これもまた公約にございました文化会館の運営を大胆に見直し、生涯学習

の拠点にと明記されてました。「大胆に見直す」という文言でしたので、僕はこれにすご

く注目しました。文化会館の運営を見直すとか、そういう書き方やったら、今、文化会館

運営委員会かな、とかあるので、そういった意見を受けて、何らかの形を変えていくんか

なと思ったんですけど、「大胆に」という気持ちのいい一言が入ってはったので、これを

踏まえて、まあいろんな手法があります。手法とかがありますけど、町長の方針の真意と

は、これについてはどのように考えてはりますか。 
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議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 文化会館の見直しにつきましては、今までも度々ご指摘いただいていたところでござい

まして、先ほど議員お示しの文化会館運営委員会につきまして、今年度から進めていくと

いうことでございましたが、ご承知のように、コロナ禍の影響によりまして、１１月に初

めて１回目の運営委員会というものを立ち上げたところでございまして、中身の議論につ

きましては、これから始めていこうかというふうに考えておるところでございます。 

 文化会館の運営につきましては、全国的にも様々先進事例があります。近隣市において

も様々いろいろな事例がございますので、そういったものも参考としながら、地域住民お

のおのが相互に協力できる魅力に満ちた活気あふれる文化施設として運営できるように検

討していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。何かしら動くということになると思うんですが、１点だけこれ

について再質問させていただきます。 

 この文化会館運営委員会の決定、判断のいかんによっては、今は公設公営、公営で町の

非常勤の方ですけど、再任用の方を中心にやってますけど、それを例えばですけど、和泉

市のリージョンみたいに、和泉市の駅前のああいうようなとことか、いろいろ民間ですよ

ね。民間でそんなん参入したいというところが結構やっぱり増えてきてるんで、そういっ

たとこなどを活用したり、そういうとこに委ねていこうみたいな判断もオーケーにあるん

ですか、どうでしょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 今、議員お示しのそういった部分も含めて、幅広く議論を交わしながら、運営委員会に

おいての意見を参考に進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 

 だから、そこの判断を尊重されますよね、もちろん。よろしいですね。一言。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 
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教育部（二重 幸生部長） 

 はい、尊重してまいります。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。またその辺は経過は。 

町長（杉原 健士町長） 

 ちょっと補足。 

８番（三宅 良矢議員） 

 町長、すみません、ありがとうございます。 

町長（杉原 健士町長） 

 三宅議員は、文化会館を良くするの、反対ですか賛成ですか。それによってお答えは変

わりますが。 

議長（北村 孝議員） 

 それだけ答えてください。三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 少なくとも僕は町の議員なんで、良くしないことに対して意見をしているつもりは一切

ないです。 

町長（杉原 健士町長） 

 分かりました。 

議長（北村 孝議員） 

 次の質問に行ってください。 

８番（三宅 良矢議員） 

 では、行きます。次の質問です。 

 これもまた公約にございました町民グラウンドの保全です。今年も商工カーニバルをや

ったときにも、地面に水が、前日に大雨、結構な雨が降ったので、もう水浸しで、なかな

か商工カーニバルをするにしても結構大変やった状況、土の保全の状況が大変やったん

で、何とかしてほしいなという声を多々受けました。 

 そういった中で、公約の中にも書かれて、町民グラウンドの保全と書いていただいてた

んで、具体的には水はけとか、あと周辺のコンクリートがひび割れが激しいんで、地震の

ときに横揺れで割れて、そこの近くを誰か通ってて、もしけがしたら怖いなとかいう、要

は予見はいろいろされるんですけど、そういった改善をしていくことかなということで思

ってるんですが、この町民グラウンドの保全、先ほど町長が、１期４年まで、「またぐ施

策は施策でない」と明言していただいて、ああ素晴らしいなと僕は思いました。すると、

そこのビラに書いてあったこの保全も、この４年のうちに取り組まれるのかどうかだけお

答えいただきたいです。 

議長（北村 孝議員） 
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 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 必ずやらしていただきます。というのも、三宅議員がただいま商工会の青年部の部長さ

んをやっているように、この前の商工カーニバル、あんだけ池のようにと言うたらええの

か、田んぼのようにと言うたらええのか、あのようけの水たまりができましてですね。あ

れを町の中心部でカーニバル、これ、近隣市町村もかなり喜んでいただいてる僕はイベン

トやと思ってますよ。忠岡町のだんじり祭りは駅下だけですし、中心部でやるこのカーニ

バル、これは脈々と続いてる歴史あるカーニバルをですね、前の日に雨降ったらでけへ

ん。ましてや、青年部の方が人数不足で、それを処理をようしゃんというような、こんな

かわいそうなグラウンドは駄目です。ましてや、中学校のグラウンドとして使うようなグ

ラウンドです。この中心部のグラウンドは、これは何がなんでも私、肝に銘じて４年以内

に確実に水はけのいいグラウンドにしたいと思います。 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。明言いただいて、とても喜ばしいことだと思います。ありがと

うございます。 

 次の泉大津河川のパークゴルフ場の誘致については、先ほど前川議員がお尋ねにもなっ

てたので、あまり進める進めないに関して細かくは聞かないと思いますし、町長の公約に

もあったとおり、何らかの形で進めていくのかなと思っています。 

 ただ、１点、この４の３の括弧にあるところが気になります。忠岡町内の各公園の整備

ですよね。泉大津は、まず市内にある公園の整備をきっちりと行ってきました。忠岡町に

おきましてはグラウンドの、昔公園やったようなところが、今雑草が生い茂って、ちょっ

とフェンスが倒れているようなところもあったりの、ちょっと遊具でも外れかかってい

て、たまに連絡して、その都度その都度修理してもらうような状況の公園もあります。パ

ークゴルフ場をつくるには、多分多大な財政負担が発生すると思います。そこを優先し

て、町内にある今の公園を後回しにするというのは、僕、それ違うかなと思います。で、

前に西区の公園の話もありましたとおり、東区のゲートボール場の整備も今後やっていく

ということなんで、そういうことも踏まえて、町長、４年の１期でいってやるぞという思

いで取り組んでいただけるのかどうか、ご回答いただけますか。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 今、まさに泉大津市さん、南出市長、市長選挙真っただ中でございます。隣の泉大津市
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さんは公園整備にかなり力を入れていくということをお聞きしていますし、本町忠岡町

も、そういう画期的な泉大津市さんのまねをしたいところではございます。しかし、１期

４年の間に、無駄なお金、無駄な支出をしっかりと切り詰めたら、お金が浮いてくるのか

なと想定してます。特にクリーンセンターの問題、建設の問題、いろんなところで浮いた

お金を、しっかりとそういう公園設備とか、またボランティア等のお力をお借りしなが

ら、また地域の企業さんとも連携しながら、そういう設備等々を手作り、または安価でや

っていきたいと思っておりますので、ご理解ください。 

８番（三宅 良矢議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。何度もお伝えするとおり、公園整備を進めて、町内にあるその

公園の魅力の向上も進めていただきたいと思います。 

 では、次の質問に行きます。これもまた公約の中にありました住民サービスを適切に実

施できる組織への立て直しということが、また明言されておられました。具体的にこれま

でで町長が考える中で、適切な住民サービスが、これがあったらできていなかったんかな

とか、そういうポイントが、引っかかるところがあったから、このように書いたと思われ

ます。 

 じゃあ、具体的なそのポイントとしては教えていただけないでしょうか。お願いいたし

ます。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 適切なサービスができていない点という質問でございますが、全くできていないという

わけではございませんでして、住民サービスをより適切に実施ということで、町長のほう

からもご指示を頂いておるところでございます。 

 具体的には、職員からの元気な挨拶の徹底を皮切りに、来庁された住民の皆様に最大の

満足を提供できる役場となるよう知恵を絞るようにと、ご指示を頂いているところでござ

います。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 
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 元気な挨拶、それもええと思います。ただ、ちょっと僕、忠岡に加えてほしいのが、や

っぱり笑顔が欲しいなと。特に福祉課とか窓口メインでやってるとこは、ふだんの関わり

で慣れてはるんかなと思うんですけど、やっぱりなかなか一般住民の方の対応を滅多にせ

えへんとこやと、僕らが行って、横でちらっと見てても、もうちょっと何か愛想よくした

らいいのになとか思うところがあるんですよね。やはり人間って、表情で８０％、９

０％、相手の印象って良くなったり悪くなったりすると言います。そういった意味では、

今後、笑顔、表情ですよね、そういったものに対してでもちょっと訓練、研修等をしてい

ただいて、多分議員さんなんかは特に、やはり住民の方に、特に有権者によく思われた

い。で、しっかり話を聞いてもらうために、やはりふだん笑顔の、やはり鏡を見て自分の

笑顔はどう映ってるんだというようなこともしてる方が多いと思われます。僕もやってま

す。ですので、そういった職員さんも心がけていただきたいと思うんですけど、いかがで

しょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 役場へ来られた方も、やはり笑顔で対応してもらえると気持ちがいいものだと思います

ので、職員のほうにそういった形で指導してまいりたいというふうに思います。 

８番（三宅 良矢議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。その辺のことも踏まえまして、まず隗より始めよという町長の

意見やと思いますんで、まず役場の職員さんのことを踏まえて号令をかけていただいたこ

と、ありがとうございます。 

 次に、インターンシップのことにつきましては、先ほども質問もありました。今、大学

とも考えてはるということやったんで、この質問に関しては割愛させてもらいます。 

 最後に、先ほどもクリーンセンターの件で町長よりも一言あったんですけど、次世代に

負担を先送りしない行政改革ということで書かれておられました。これは当然、どの地域

でも、どの方でも、やっぱりそれは今のこの厳しい、特にコロナの後を受けた国家運営、

地方行政運営に関しては命題になってくると思います。 

 僕らが気になるのは、それを進めていただくことによって、要は何ぼ改善されるのです

かということやと思うんです。これとこれをやりますというよりも、これとこれをやりま

すことで何ぼ経費が浮きます。どれぐらいの財政収支が改善されます。そして、その改善

されたことを何に充てます。ここが多分すごく住民にとっては、興味というかメリットの
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ポイントやと思ってるんで、その部分について、効果額とか指標とか、それについては今

後どのように見込んで、取り組んでいくことでいかほど改善して、どのような形で現れて

くると考えておられますか。 

町長（杉原 健士町長） 

 はい。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 そういうはっきりした数字は分かりません。ただ、言えることは、例えばクリーンセン

ター、泉大津市さん、泉北環境に払っている委託料、運転管理料が７万４，０００人で約

４億円。忠岡町、今現在、１年、今回は最初は工事費込みで１万７千４～５００人で３億

７，５００万円、これ一言で三宅議員、分かると思うんですけども、それをしっかりと、

１０年前から見据えて、このようにちんたらちんたらやってなかったら数字が出てくると

思うんで、その辺をご理解しながら、私もまだなったばかりですので、その辺をしっかり

ときっちりとやっていけば、大きな効果額が出ると思うんで。 

 今、何回も言うようですけれども、７万４，０００人で約４億円。１万７千４～５００

人で３億７，５００万円。この数字だけは私は分かります。あとの数字は私、分かりませ

ん。 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 三宅君。 

８番（三宅 良矢議員） 

 することによって、大きな億単位の収支改善が見込まれるというふうに捉えています。

今の回答で。そういったことを力強く進めていただきたいなというのは、これは多分誰も

が願うとこですんで、１期４年のこのやり遂げる思いで進めていっていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 以上で、三宅良矢議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 続いて、小島みゆき議員の発言を許します。小島君。 

４番（小島みゆき議員） 

 ４番、公明党の小島みゆきです。一般質問させていただきます。 

 人口減少に伴い結婚新生活世帯、新婚への助成についてお尋ねします。 
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 結婚に伴う新居への引っ越し費用や家賃などを国と自治体で補助し、新婚さんを応援す

る結婚新生活支援事業、政府は同事業を少子化対策の柱の１つに位置づけ、来年度から補

助上限額を現行の３０万円から６０万円に倍増させる方針を固めました。我が党が取り組

んできた新婚世帯への支援がさらに手厚くなります。 

 結婚新生活支援事業は２０１６年に始まりました。新婚世帯への支援金を国と自治体が

半分ずつ出し合う仕組みです。現在は、東京都やその他の２８１市町村が事業を実施して

います。制度を利用した夫婦は、１９年度までに５，０９０世帯になります。経済的な理

由で結婚に踏み切れずにいるカップルを支え、地方の役割を果たしています。独自に上乗

せ支給する自治体もあります。 

 例えば、引っ越し費用が補助上限の３０万円を上回った場合、プラス５万円までカバー

したり、対象から外れる駐車場代などをカバーしています。利用者からは、「経済的な不

安があったので助かった」、「結婚の後押しになった」などの声が寄せられています。忠

岡町としてはどのようにお考えでしょうか。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 結婚新生活支援事業でございますが、結婚に伴う新生活のスタートに係る経費、例えば

新居の家賃や引っ越し費用等に対し補助金を交付する事業でございまして、現在も国と市

町村で２分の１を負担するものとして実施されておりますが、この事業は来年度から補助

金額を現行の倍の上限６０万円とする方針が出されております。令和２年１１月現在で、

大阪府では和泉市や泉佐野市、岬町など７自治体が事業を実施しております。 

 今後、到来すると言われている人口減少社会を迎えるに当たり、人口の流入増や定住促

進に向けた施策は大変重要と認識しております。結婚新生活支援事業も有効な施策の１つ

であると考えてございますが、事業実施に当たっては自治体負担が発生してまいりますの

で、定住促進に効果があるのか、また財政面も考慮した上で検討してまいりたいと考えて

おります。 

議長（北村 孝議員） 

 小島君。 

４番（小島みゆき議員） 

 自治体の負担が半分というのは、忠岡町のように、このような小さな自治体では本当に

厳しいと思います。国の補助率の引上げを求めることもしていただきたいと思います。内

閣府では、モデル事業を公募し、採択された自治体への補助率を３分の２に引き上げる方

向で検討を進められています。補助があるということで、忠岡町に住むということも考え
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ていただきたいです。そういうことで人口減少化の歯止めにとつなげていけると思います

が、いかがでしょうか。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 人口減少化に歯止めをかけるためにも、本町に住みたい、ずっと住み続けたいと思われ

る施策が今後求められると考えております。第６次忠岡町総合計画策定に当たり実施いた

しました住民意識調査においても、子育て支援や教育の充実に関しましては重要度が高い

との回答も多くあったところでございます。 

 以上のことから、子育て支援や教育の充実に重点を置き、安心して子育てができるまち

づくりの推進は、定住促進に直結する重要課題と認識しておりますので、まずは定住促進

につながる本事業につきましても検討を進めてまいりたいと考えております。 

議長（北村 孝議員） 

 小島君。 

４番（小島みゆき議員） 

 しっかりと取組をよろしくお願いいたします。 

 続いて、次の質問に行かせていただきます。インフルエンザの予防接種、１８歳未満の

助成についてお尋ねします。 

 インフルエンザの予防接種は、６５歳以上の方は無償で接種、また６０歳以上６５歳未

満で心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

に障がいを有されている方も無償で接種になっています。 

 子どもたちは集団行動が多い中、ウイルス感染する可能性が高くあると思います。コロ

ナ禍でもあり、親御さんも経済的に大変な状況の中、子どもたちの予防接種にかかる費用

が生活費に大きな負担になっていると思います。特に子どもさんが多いご家庭の負担はな

おさらです。病院によって金額が違ったりするので、少しでも安く接種するところに皆さ

ん行かれているということもお聞きしています。忠岡町としてどのようにお考えでしょう

か。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまのご質問につきまして、先ほど小島議員仰せられておりました高齢者のインフ

ルエンザの予防接種につきましては、今年度はコロナウイルスの感染拡大の防止の観点か

ら、大阪府が自己負担分を補助いたしておりますので、今年度につきましては無料でお受
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けいただいてる状況でございます。 

 また、ご質問の１８歳未満の児童の助成についてでございますが、現在、厚労省におけ

る子どものインフルエンザワクチンの定期接種化についての考え方は、検討を重ねられま

した結果、平成１７年３月の予防接種に関する検討会中間報告書におきまして、現行の方

法によって子どもに接種した場合の有効性には限界があり、希望する場合には重症化の予

防の観点から個人防衛のための任意接種として行えるのが適当であると結論が出されてお

ります。 

 町といたしましては、報告書の内容を受けまして、希望する個人が有効性などについて

正確な情報をかかりつけ医等と相談しながら、任意の接種として行うのが適当であると考

えております。 

 国におきましては、任意接種のワクチンのうち優先度の高いものについて順次定期接種

化を行っております。自治体で予防接種における財政負担は増加しております。今後も増

えていく予防接種を公費で負担し、推奨していくためには、予防接種法に基づき実施すべ

き定期接種に位置づけられるかどうか、国の動向を注視し、対応してまいります。当然実

施すべき定期予防接種に位置づけされた場合におきましては、公費負担が必要であると考

えておりますが、現段階におきましては予防接種の費用について助成につきましては難し

いと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 また、今年度におきましては、本町は国の地方創生臨時交付金を活用いたしまして、町

独自の施策として、住民１人当たり５，０００円の定額給付を支給いたしております。こ

ちらをインフルエンザワクチンの予防接種費用ですとか、マスク、消毒液等の購入費に活

用していただきたく支援を行っております。対象世帯には申請書を送付いたしまして、今

月より受付を行っているところでございますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げ

ます。 

議長（北村 孝議員） 

 小島君。 

４番（小島みゆき議員） 

 今回は、今もおっしゃっていただきましたように、地方創生臨時交付金を１人５，００

０円の定額給付金として感染予防の目的としてと言われていますが、今後、少子化対策の

１つとしても取り組んでいただきたいと思っております。インフルエンザの予防接種は、

１３歳以上は１回、１３歳未満では２回接種しなければワクチンの効果が出ないというこ

とです。無償が厳しいと言われるのでしたら、まずは子どもさんの人数により段階的に補

助するなど考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 
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 インフルエンザのワクチンの子どもさんに対する接種なんですけれども、一応、町とし

ても何パターンかの積算は行っております。その中で、費用的にはかなり負担が増えてく

る状況ではございますので、近隣にいたしましても確認いたしましたところ、実際行われ

ておるところもあるのは事実でございます。近隣につきましても、今のところ予定がない

というところもございますので、本町におきましても財政当局と調整しながら、できるも

のは実施してまいりたいと思いますが、今のこのインフルエンザのワクチンの予防接種に

つきましては、今の現段階では難しいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

議長（北村 孝議員） 

 小島君。 

４番（小島みゆき議員） 

 ちょっと厳しいと思いますが、ぜひともご検討のほうもよろしくお願いいたします。 

 次の質問に移らせていただきます。３歳児健診における弱視早期発見についてお尋ねし

ます。 

 日本弱視斜視学会のホームページに記載されています文言を引用しますと、弱視という

言葉は「通常の教育を受けるのが困難なほどの低視力」という意味で、一般的に使われて

いますが、医学的には「視力の発達が障がいされて起きた低視力」を指し、眼鏡をかけて

もよく見えない状態を弱視と呼びます。しかし、早期発見、早期治療で治療可能なことが

ほとんどです。 

 また、日本眼科学会のホームページによると、もともと人間は生まれたときからはっき

り物が見えているのではなく、生まれた後に外界からの適切な視覚刺激を受けることによ

って発達します。外界からの刺激によって脳の神経回路が集中的につくられる時期のこと

を感受性期と言いますが、人間の視覚の感受性は生後１か月頃から上昇し始め、１歳半頃

にピークに達し、その後、徐々に減衰して、大体８歳頃までに消失すると考えられていま

す。視覚の感受性期がピークを過ぎると治療に反応しにくくなるため、弱視の治療効果に

も影響しやすい時期と言えます。 

 平成２９年４月７日付厚生労働省通知「３歳児健康診査における視力検査の実施につい

て」には、次のようにあります。子どもの目の機能は生まれてから発達を続け、６歳まで

にほぼ完成しますが、３歳児健康診査において強い屈折異常（遠視、近視、乱視）や斜視

が見逃された場合に、治療が遅れ、十分な視力が得られないとの指摘がなされています。

また、そのことを周知することの記載があります。視力は成長に伴って発達し、６歳で大

部分の子どもが大人と同じ視力を持つとされていますが、正常な発達が妨げられると弱視

になります。しかし、視力の発達時期に早期治療を開始することで、視力の大幅な回復が

期待されるそうです。忠岡町ではどのようになされていますでしょうか。 

議長（北村 孝議員） 
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 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまご質問の３歳児健診でございます。本町で３歳６～７か月時健診ということ

で、視力検査につきましては、現在多くの自治体で行われているアンケート調査と家庭で

の視力チェックという方法をとっております。健診の当日、保健師がその内容確認を行

い、保護者に聞き取り調査を行い、何か気になるような発言等があれば、眼科検査員によ

る検査を行っているところであります。そこで、精密検査等が必要であると判断された場

合は、眼科医への精密検査の依頼状である精検票を発行いたしまして、公費で精密検査を

受けていただいております。特に弱視の見逃し等は、現段階ではないと考えているところ

でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 小島君。 

４番（小島みゆき議員） 

 現在、忠岡町では各家庭でランドルト環を用いて、保護者自身が視力検査をしてアンケ

ートに記入して、保健センターに持参すると、今お聞きいたしました。ランドルト環とい

うのは、アルファベットのＣのようなマークで片目を隠しながら、上とか下とか答えてい

く検査です。異常を察知できた場合や何らかの不安がある場合は、保健センターで視力検

査員の方が個別に対応してくださるとお聞きいたしました。 

 しかし、日本眼科学会によると、弱視の子どもはもともと見えにくい状況が当たり前と

して育っているため、見えないとか見えにくいというように訴えることがほとんどないそ

うです。また、片目だけ弱視の場合、片方の目が見えていると、もう一方の異常に子ども

自身も保護者も気づきにくいのです。視力検査がうまくできなかった場合や異常を見逃す

可能性、子どもがうまく答えられなかったり、検査を擦り抜けてしまうこともあります。

だからこそ、この３歳児健診における視力検査の位置づけは、見る力が発達するこの時期

に、将来を見据えた上で治療を開始できるか否か、重要な節目になるのではないでしょう

か。 

 眼科医の先生も、ランドルト環の検査では家庭でも病院でも難しいのが実情だと言われ

ている方もおられます。そういう中で、弱視の見逃しは起きていないのでしょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ３歳児健診の視力のアンケートでございますが、アンケート用紙の項目の中に、ご家庭

で目つきがおかしいですとか、ひどくまぶしがる、物に近づいて見る、目を細めて見る、

頭を傾けたり、横目で見たりするというところで、何らかの視力の問題をお持ちの方は、

ご家庭で何か気づかれることが出てこられる可能性も高うございます。ご家族での見守り
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ですね、そこから保健師が聞き取りをいたしまして、確認をして、現状、忠岡の住民さん

につきましては検査等で確認が見つかっているというところでございますので、今のとこ

ろ現状のやり方でも問題がないのではないかなというふうに考えておるところでございま

すので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 小島君。 

４番（小島みゆき議員） 

 また、３歳児健診における視力検査は、視力の検査のみでなく、近視、遠視、乱視、不

同視、斜視、瞳孔不同などを見つける機会となり得るため、屈折異常検査の大切について

保護者へさらなる啓発が重要だと思います。 

 日本小児学会では、視力検査に加えてフォトスクリーナー等を用いた屈折検査の実施を

推奨しています。それは、手持ち自動判定機能つきフォトスクリーナー装置というもの

で、一眼レフカメラぐらいの大きさです。カメラで撮影するように子どもの目元を映し出

し、屈折異常や斜視などの両目の状態を発見するスクリーニング効果も高く、母親の膝の

上に乗ったままでも検査が可能で、受診者の負担が少ないことが特徴です。 

 ６か月以降の乳幼児から成人まで、近視、遠視、乱視、不同視、斜視、瞳孔不同の検査

を短時間、数秒で負担もなく検査が可能で、眼科医や視能訓練士などの専門職でない方で

も検査を実施することが可能です。子どもたちは数秒間、小鳥のさえずりのような音がす

るカメラに似た機器を見つめてもらう、写真撮影をするような感覚だけで負担もなく検査

を受けることができ、結果は自動的に数値で示され、スクリーニング成功率は９７％とさ

れています。 

 既に活用されている市の中で、３か月間の健診の中で、５７３名中２６名が精密検査を

受け、治療必要とされた１４人のうち９人がこの機器を使わなければ見つからないケース

や、また別の市でも１か月間の検査で４４７人のうち３１人のお子さんが精密検査となっ

たそうです。 

 ３歳児健診の視力検査においてフォトスクリーナーを導入するお考えはありますでしょ

うか。 

議長（北村 孝議員） 

 小島議員、これで３回目の質問になりますので、答弁をもって終わります。東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまの機器のお話でございますが、一度確認のほうをしてまいりたいと思います。

ただ、本町、財政状況大変厳しゅうございます。取り入れることができるのか、あるいは

その機器はお幾らぐらいするのか、あるいは近隣がどういうような状況であるのか、そこ

ら辺もございまして、ちょっと確認いたしまして検討してまいりたいと思います。よろし

くお願い申し上げます。 
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議長（北村 孝議員） 

 小島君。 

４番（小島みゆき議員） 

 先ほども申し上げましたが、視力の発達時期に早期治療をすることで視力の大幅な回復

が期待されるそうです。前向きに考えていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（北村 孝議員） 

 小島みゆき議員の一般質問を終結いたします。 

 議事の都合により暫時休憩いたします。１３時より再開いたします。 

（「午前１１時５３分」休憩） 

 

議長（北村 孝議員） 

 これより会議を再開いたします。 

（「午後１時００分」再開） 

（出席議員及び議事参与員休憩前に同じ） 

 

議長（北村 孝議員） 

 次に、河野隆子議員の発言を許します。 

１２番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 河野議員。 

１２番（河野 隆子議員） 

 １２番、日本共産党の河野です。ただいまより一般質問をさせていただきます。 

 まず初めは、新型コロナウイルスの対策についてであります。 

 新型コロナウイルスへの感染が中国・武漢で確認されて、１２月８日で１年になりまし

た。国内で確認された新型コロナウイルス感染者は、累計で全国で１６万人を超え、昨日

は全国で２，８１１人、大阪は４２７人で、重症者はそのうち１４７人、亡くなられた方

が９人というふうに報道されておりました。そして、重症患者の病床使用率は７０％とな

り、医療体制を圧迫する事態となっております。 

 本町では、新型コロナウイルスに現時点で感染、一部介護施設でクラスターが発生した

こともありましたが、先ほどのご答弁で１５名の方が感染されたということであります。 

 そこで、１つ目の質問ですが、市中感染ということもよく聞くようになりました。その

ような中で、医療機関や介護、福祉障がい者施設でクラスターが各地で発生しており、感

染拡大につながっております。そういったことを未然に防ぐためにも、体に触れるソーシ
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ャルディスカッションがとれない医療機関、介護福祉障がい者施設、保育所などの職員さ

んにＰＣＲ検査を本町で実施をされるお考えはないでしょうか。ご答弁お願いいたしま

す。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまのご質問でございますが、クラスターが発生した医療機関等の施設におけるＰ

ＣＲ検査の実施につきましては、本町にある施設の場合、大阪府和泉保健所において濃厚

接触者の特定を行い、濃厚接触者など感染が疑われると判断された方につきましては、行

政検査として公費でＰＣＲ検査を実施する形となっております。 

 ご質問の内容は、それ以外の施設利用者におけるＰＣＲ検査の実施を町で行う予定はな

いのかということかと存じますが、現在、保健所では施設においてクラスターが発生した

場合は、施設の状況により、場合によっては利用者全体やフロア全体など、これ以上の感

染者の増加を防ぐため、ある程度広い範囲で検査を行っている状況であると伺っておりま

す。 

 そのことから、現段階では町による他の施設利用者への検査の実施は予定してはおりま

せんが、クラスター以外の場合の感染が疑われる方へのＰＣＲ検査の実施の判断は、これ

まで保健所対応でありましたが、インフルエンザとの同時流行の前である先月下旬より、

さきの質問でもお答えさせていただいたんですが、本町と泉大津市医師会、和泉市保健所

が協力して、新型コロナウイルスＰＣＲ検査体制を整備しております。まず、身近なかか

りつけ医に電話相談を行った上で、感染の疑いがあるとかかりつけ医等において判断され

た方には唾液によるＰＣＲ検査を実施しているところでございますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

１２番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 河野君。 

１２番（河野 隆子議員） 

 ＰＣＲ検査するには、何かと保健所の判断が要るということで、ちょっとそこでなかな

か受けれないという例が今までにもあったというふうに聞いております。 

 今、部長さんがお答えいただいた介護施設でクラスターが発生したら、利用者全員、フ

ロア全体というお答えでありましたけれども、今はそうなっているのかもしれませんが、

私、第２波と言われるぐらいの時期のときに、介護従事者の方からのお話をそのとき聞き

ました。 

 ある介護施設では、デイサービスを利用されている高齢者お１人が、これ町内ですけれ



41 

 

ども、お１人が新型コロナウイルス陽性と判断されました。濃厚接触者としてＰＣＲ検査

を受けられた人は、同じフロアでデイサービスを一緒に利用されていた、まさに今、部長

がおっしゃられたそういった方全員ではなかったということでありました。していただい

たのは、同じテーブルですね。４人がけか３人がけか分かりませんけれども、同じテーブ

ルに座っていた高齢者だけ。そして、ヘルパーさんも送迎で同じ車に乗った人、直接その

方に触れた人だけということで、それぐらいの人しか濃厚接触者として判断されなかった

ということなんですね。 

 そこで、そこに勤めておられるヘルパーさんからは、自分も検査をしてほしいという声

が上がったというふうにお聞きしました。もちろん利用者も、そのご家族も同様な思いだ

ったというふうに思います。 

 当然の声でありますが、ＰＣＲ検査を受けたくても受けられない人は、自分が家に帰っ

て家族にうつしたらどうしようと、それは不安であったというふうに思います。介護施設

や福祉障がい者施設、そして保育所などは、食事、着替え、排せつと対面での介助、介護

をしなければなりません。介護従事者や医療スタッフ、保育所の先生などは、とてもソー

シャルディスタンスが取れない。体に触れなければ、その人たち、子どもたちの生活を助

けられません。 

 ＰＣＲ検査を自治体独自で実施されている、これからしようとしているところもあるよ

うです。近隣市では、泉佐野市が高齢者等疾病予防対策事業として６５歳以上の高齢者と

内部機能障がいの身体障がい者のうち、無症状でもＰＣＲ検査を希望する市民１，２００

人分の検査をするということです。この検査費用はですね、２分の１は国で、疾病予防対

策事業費補助金ということで２分の１出るそうです。あとの２分の１は市の財源でありま

す。しかし、泉佐野市のこの６５歳以上の高齢者の人口は約２万７，０００人で、その２

万７，０００人のうち１，２００人の予算枠では少な過ぎる。医療機関、高齢者施設の入

所者や職員への検査はほど遠い問題点も指摘されておるところです。 

 本町では、医療機関は、内科、整形外科、小児科合わせて１１か所、介護事業者はデイ

サービスと訪問、通所リハビリで１５か所、訪問介護のみの事業者は１５か所あります。 

 本町は１１月２４日から医師がＰＣＲ検査が必要と判断した場合、医療機関でＰＣＲ検

査の容器を受け取って、自宅などで唾液を摂取して、検査容器を役場の屋外で受け取ると

いうふうに今しております。しかし、これは発熱などの何らかの症状がある方に限られて

おります。お医者さんの判断が要るわけでありますから。 

 そこで、東京の新橋の駅前で、ご存じだと思いますけど、２，９００円の費用でできる

民間でのＰＣＲ検査センターが開設されて、大きな話題になっております。このセンター

では、唾液を採取し、翌日に検査の結果を通知するということであります。予約が殺到し

ているそうですが、無症状であってもコロナにかかっているのではないか、それだけたく

さんの国民がＰＣＲ検査をしてほしいと望んでいるということであります。 
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 さらに、ここでは企業・団体や自治体向けに、１人２，５００円で配送、集配式の検査

も受けているそうです。今日のニュースでは、他の民間会社で２，０００円を切った検査

キットも出たというふうに報道されております。だんだんと費用も安くなってきているよ

うであります。 

 感染拡大を抑えるには、やはりコロナに感染している無症状ね、無症状者を探して隔離

をするということしかないのではありませんか。民間で安い費用での検査キットも出てき

ておりますから、医療や介護、保育所などに勤めておられるスタッフ、職員だけでもＰＣ

Ｒ検査が必要ではないかというふうに思います。もう一度ご答弁お願いいたします。費用

も安く出ておりますので。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ＰＣＲ検査についてでございますが、答弁につきましては、先ほどと同じでございまし

て、現状行っておるのを十分に活用していただいてお使いいただくということで、町で独

自に予算を組みましてするということは、今のところは予定してございませんので、もち

ろん心配になられている方々のお気持ちとしましては、検査体制をということでございま

すが、検査も一度検査すれば済むというものではなく、続けて検査する必要もございま

す。本町の財源状況も勘案いたしまして、今のところは現状で行ってまいりたいと思いま

すので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

１２番（河野 隆子議員） 

 はい。 

議長（北村 孝議員） 

 河野君。 

１２番（河野 隆子議員） 

 やはりクラスターを防ぐということが大事だというふうに思います。特に施設では、無

症状のうちに感染者を見つけないと、１週間後にはクラスターになる可能性があるという

ふうに言われております。 

 誰もが安心できるようにＰＣＲ検査を受けられる体制になぜいつまでたってもならない

のか。これは全国的なことなんですが、背景には、世界中で無症状者の検査をどんどん広

げているのに、日本の政府、特に厚労省ですね。厚労省は世界にまれな検査抑制策をいま

だにとっていると、そう言わざるを得ません。第３波と言われておりますのに、第１波と

同じ状況がまだ起きているというのは、これは国の責任でもあります。 

 そこで、本町で独自の努力をしていただきたい。なかなか取り組めないと今おっしゃい

ましたが、まずはできるところから、手を挙げていただいたところに検査の結果もきちん

と届出もさせて補助を出すというところから始めるのも方法ではないでしょうか。医療機
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関の職員さんも、身体的、精神的にも疲労がたまる中、風評被害もあるでしょう。そうい

ったことをなくすために、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 初めに杉原町長もおっしゃられましたように、現在、庁内入り口も１か所、そして検温

もされて、いろんな面で職員の方もご苦労されているところであります。しかし、なぜこ

んなに全国で拡大が収まらないのか。それはもう言うまでもなく、発熱もなく体に異常も

ない、そういった無症状の感染者がいるから、こうやって拡大するわけですね。今の段階

では全住民に検査とはなかなか言えませんけれども、医療や介護に従事されている方、保

育の現場で頑張ってくださっている先生方にせめてＰＣＲ検査をして、手挙げ方式でもい

いですが、そういったいろいろ研究もして感染者を出さない、増やさないという施策をと

られるように強く求めたいと思うのですが、これについては町長に答弁をお願いしてよろ

しいでしょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 いろいろ言っていただいてますけども、一生懸命そのように頑張ってまいります。 

議長（北村 孝議員） 

 河野議員。 

１２番（河野 隆子議員） 

 ありがとうございます。ぜひ前向きにしていただきたいというふうに思います。 

 そして、この２番目ですね、新型コロナで深刻さが一層増している生活困窮者への支援

策についてお尋ねしたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で、国民健康保険料、介護保険料の減免制度、

これはありますが、収入の減少が前年より１０分の３以上であるという高いハードルがあ

りまして、対象から外れてしまう方がおられます。コロナの影響で本当に生活が大変にな

って困っている方については、やはり町独自の減免制度が必要ではないでしょうか。１０

分の３ですから、収入が３０％減った世帯については減免がありますけれども、例えば２

０％しか減っていない方は対象にならないということであります。収入が５００万円の世

帯であれば、２０％減って４００万円、これなら何とか生活はできるかというふうに思い

ますが、例えば３００万円しか収入がない方ですね。その方については２０％減ると２４

０万円になるわけですね。この２４０万円で生活をしなければならない。しかし、この２

０％でしたら対象外ということで、全く減免制度が受けられないということです。低収入

で、３０％も減ってないけれども、やはりそのような方に町独自で減免対象として拡充を

する必要があるというふうに思います。 

 また、固定資産税の減免は、一定条件を満たした中小業者にはありますが、個人向けに

は猶予はあっても減免は全くありません。コロナウイルスの感染が長引く中で、収入が減
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っても家のローンの支払いと固定資産税、都市計画税の支払いですね。これが重くのしか

かってきます。猶予は猶予であって、この先払わないといけないということで、そうする

と、新たに払わないといけない固定資産税と、その猶予があって後に回ってくる。結局そ

れと合わせたら、この先ダブルで払っていかなければならなくなるということでありま

す。 

 そういった現状も踏まえて、やはり個人向けの減免制度、固定資産についてはですね、

これは全く個人向けがありませんから、個人向けの減免制度が必要だというふうに思いま

す。担当部長よりそれぞれお答えお願いしたいと思います。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 まず、生活困窮者支援と、あと国民健康保険料、介護保険料の減免についてお答えいた

します。コロナ減免から外れる対象者への国民健康保険や介護保険料の減免につきまして

は、今のところ本町独自の減免については予定してはございません。特に近隣等も予定は

しないというところでございます。国の制度に適切に該当されているかどうか、あるいは

国の制度に沿えないかどうか、窓口等でじっくり相談を伺いまして、受け付けてまいりた

いと思っております。 

 また、生活困窮者支援につきましては、はーと・ほっとの相談室でございますとか、岸

和田子ども家庭センターですね、こちら、社協のほうでも生活福祉資金の貸付け等も行っ

ておりますので、そちらをご案内してまいりたいと思っておりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

住民部（村田 健次部長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 村田住民部長。 

住民部（村田 健次部長） 

 私のほうからは、固定資産税のことについてお答えさせていただきたいと思います。 

 固定資産税につきましては、個人を含む中小企業者等が所有する事業用家屋、償却資産

の令和元年度課税分に対して２分の１から全額の軽減措置がございます。しかしながら、

これは議員ご指摘のとおり、この軽減措置というのは個人所有の土地や家屋に対するもの

ではございません。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、納税が困難な

方に対しましては、無担保かつ延滞金なしで１年間徴収を猶予する特例が設けられ、本町

においても法改正に伴い税条例の改正を行い、国の制度に合わせて納税猶予を行ってお

り、個人の固定資産税についても同様に取扱いをさせていただいております。 

 固定資産税は、地方自治体の税収の占める割合の高い基幹税目であり、町財政に大きく
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影響するため、町独自での税の減免は考えておりません。ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

１２番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 河野君。 

１２番（河野 隆子議員） 

 担当課からは国保料の減免対象者は、令和元年、２年と合わせまして１３３世帯で、介

護保険料の減免の対象者、これは１５件というふうに聞いております。この減免をした財

源は、国が全額１０分の１０補助しているということで、つまり忠岡町はこの減免に関し

ましては全く町からの持ち出しはしていないということであります。腹は痛んでいない

と、ちょっと言い方が悪いですけど、そういうことですね。していないのですから、やは

り国基準から外れる方への町独自の減免、これは必要ではないかというふうに思います。 

 固定資産税につきましては、無担保、無利子というご答弁がありましたけど、やはり猶

予は猶予であって払わないといけませんからね、全く軽減にも何もなってないということ

は指摘させていただきたいというふうに思います。 

 それを併せて実施をしていっていただきたいというふうに思います。全部、忠岡町は国

基準、国基準で、やはりお金は一銭も出てませんので、忠岡町からはね、やはり拡充をす

るべきではないかというふうに思います。これについてもう一度答弁お願いできませんで

しょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 今回のコロナのことでは、住民皆様は大変な状況にあられるということは重々承知はし

ております。本町も財政状況が良ければ幾らでもというところでございますが、なかなか

そこが難しゅうございます。国から頂ける財源をフルに活用いたしまして、臨時福祉交付

金も活用して、住民の皆様に少しでも行き渡るようにというところで検討して行っておる

ところでございます。国民健康保険料、介護保険料の方に特化して独自の減免というとこ

ろでございますが、申し訳ございませんが、今のところ予定はしてございませんので、よ

ろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 村田部長。 

住民部（村田 健次部長） 

 固定資産税の減免という形でご質問いただいております。そちら、猶予は猶予ですとい

う形で、税額そのものが変わらないということでございますけれども、そちらにつきまし
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ては、やはりどうしても税といたしましては、皆様の税金を頂戴いたしまして、皆様のほ

うにそういった施策を打ち出してるという関係上、どうしてもそちらのほうは基幹税目で

ございますんで、あまりにも町財政に与える影響は大きいかと思いますんで、この点につ

いてはちょっと現状としてはなかなか難しい状況であるというふうに考えております。ご

理解のほどお願い申し上げます。 

１２番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 河野君。 

１２番（河野 隆子議員） 

 非常に小さい町とうたっておりますので、住民の顔が直接ね、窓口にも来られて、職員

の方も会えるわけなんですから、ぜひこれは検討していってもらいたいというふうに思い

ます。要求しておきます。 

 続いて、家賃補助についてお聞きしたいと思います。住居確保給付金、これまでは離

職、廃業した方が対象であったところ、この新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ

て、休業によって収入が低下した方々も支給対象となったということであります。特に非

正規労働者などは勤め先からの補償も十分ではなく、いつ解雇されるか分からないといっ

た状況であります。 

 この住居確保の給付金、いろいろ地域で違いますけれども、忠岡町は収入基準額月額、

単身世帯で１２万３，０００円以下で、支給家賃額の上限が３万９，０００円ですね。２

人世帯が収入基準額月額１７万７，０００円で、支給の家賃額は上限が４万７，０００

円。３人世帯は２２万３，０００円の収入基準額で、支給の家賃額は５万１，０００円と

いうふうになっております。この金額では家賃は賄えないというふうに思います。収入が

減るだけではなく、職も失って生活が大変になっても、やっぱり最低限、住まいは確保し

なければなりません。１２月８日に厚労省は支給期間を現在の最長９か月から１２か月に

延長するというふうに発表しております。 

 そこで、やはりコロナによる解雇、雇い止め、つまりコロナ解雇が今ほんとに全国的に

増えています。業種は、製造業、サービス業、小売業で、全国で約７万５，０００人が雇

い止めになっているということでありまして、そのうち大阪府では６，５３２人が解雇、

雇い止めされております。給付金の差額をやっぱり補助するということが大切ではないか

というふうに思います。これを差額を実施している自治体もあるようであります。 

 財政的にも差額を補助するだけでしたら、そう町に逼迫させるようなものではないとい

うふうに思いますので、給付金で賄えない家賃の差額の補助、ぜひ検討していただきたい

というふうに思います。ご答弁お願いします。 

議長（北村 孝議員） 
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 河野議員、３回目の質問です。町営住宅、いってないでしょう。さっきの質問の分で。 

１２番（河野 隆子議員） 

 議長、①、②で区切っておりますので。 

議長（北村 孝議員） 

 ②でももう３回目だと思いますけど。 

１２番（河野 隆子議員） 

 そうでしたか。すみません。答弁だけお願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 先ほどの住居確保給付金のご質問でございますが、こちらにつきましても、こちらは国

のほうが行っておりまして、はーと・ほっと相談室のほうが受け付けしまして行っており

ます。コロナの方がほんとに大変な状況であるということは、私どもも存じておるところ

ではございますが、やはり町の財政状況等検討いたしまして、その差額につきましても、

どのぐらいの金額がどれだけの方がというところも把握できておりませんし、どのような

財源が要ってくるのか、どれぐらいの金額が要ってくるのかということも分からない中

で、今のところ検討はちょっとできない状況でございますので、申し訳ございません、ご

理解のほどお願いいたします。 

１２番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 河野君。 

１２番（河野 隆子議員） 

 一度ね、試算もしていただいて、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。す

みません、申し訳ありませんでした。 

 最後の質問、町営住宅についてであります。町営住宅の今後について、どのような計画

を考えておられるのかについてお聞きします。 

 低所得者や本町でも増えている高齢者の独り暮らしの方は、住宅が古くなって耐震の心

配もあって、家主さんから立ち退いてほしいと言われて困っているという声が聞かれま

す。民間住宅があっても家賃が高くなる、そして保証人が要るという問題がございます。

府営住宅も何度申し込んでも、倍率が高くてなかなか当たりません。築５０年以上たって

る町営住宅を建て替えするなどして活用するお考えはないでしょうか。ご答弁お願いいた

します。 

議長（北村 孝議員） 

 谷野部長。 
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産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 公営住宅は、戦後復興期以降に住宅困窮者に対して供給され、本町においても６５戸の

町営住宅が建設をされております。現在、入居が２４戸、空き家１７戸で、改修や模様が

えがなされ、現在も使用されていますが、建築後６０年以上経過しており、老朽化が問題

となってございます。 

 一方で、本町も人口減少社会を迎えまして、今後、空き家や民間賃貸住宅の空き室など

も増えてくることが想定されております。このような住宅ストックをどのように活用して

いくのかも、住宅施策としては重要な課題であるというふうに認識をしているところでご

ざいます。 

 ご質問にあります民間住宅での家賃、保証人の問題につきましては、平成２９年に住宅

確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正、施行されまして、高齢

者や障がい者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティーネット住宅の登録制

度が創設され、本町においても複数の民間賃貸住宅が登録をされてございます。このよう

な制度の活用を通じて、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑入居につなげていくと

ともに、本町の住宅施策についても、都市計画との整合を図りながら今後検討を進めてま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

１２番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 河野君。 

１２番（河野 隆子議員） 

 今、部長のほうからセーフティーネット住宅ですか、ということを聞きました。セーフ

ティーネット住宅、複数の民間賃貸住宅が登録されているということでありますけれど

も、これは入居を拒まないということであって、やはり保証人は必要になってくるでしょ

うし、子どものいらっしゃらない高齢者は結局、保証会社に頼るしかないんですね。家賃

以外に、その費用も要るわけであります。 

 本町では今、１０年間の忠岡町総合計画審議会が４回今度開かれる予定だというふうに

聞いております。その中で、この１０年間の計画に、町営住宅の今後建て替えも含めて盛

り込む必要があるのではないでしょうか。もう一度ご答弁お願いしたいというふうに思い

ます。 

議長（北村 孝議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 セーフティーネット住宅に登録された住宅は、公的賃貸住宅や民間の共同住宅など様々

な住宅が登録されており、賃貸契約内容により保証人が必要な場合があるものと思われま
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す。これまで賃貸物件を借りるには、連帯保証人を立てることが一般的でしたけども、近

年は、その人材がないということで、保証会社を利用するケースが増えております。 

 ご質問の総合計画につきましては、これまで３度の審議会、また住民ワークショップを

経て完成に近づいておりまして、そこで住宅施策の内容の変更を盛り込むのはちょっと難

しいというふうに考えておるところでございます。 

１２番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 河野議員、時間もありませんので手身近によろしくお願いします。 

１２番（河野 隆子議員） 

 はい、分かりました。最後に意見だけ、すみません。 

 年明けからパブリックコメントも、１月１４日から２月３日まで２週間ほどね、取られ

るというふうに聞いておりますので、やはりそのパブコメでの意見も反映していっていた

だくということで、ぜひ検討していってもらいたいというふうに思います。 

 終わります。 

議長（北村 孝議員） 

 以上で、河野隆子議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 次に、二家本英生議員の発言を許します。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 ５番、日本共産党、二家本英生です。ただいま議長より発言の許可を頂きましたので、

通告書に沿って一般質問を行います。 

 まず、一番最初の新型コロナ対策として、中小企業、個人事業者に対する支援について

を一般質問を行います。この質問につきましては、①と②を一括で質問させていただき、

その後、３番で質問させていただきます。ご了承ください。 

 まず、①と②です。全国各地で新型コロナウイルスの感染第３波が拡大しています。感

染が拡大している地域では、不要不急の外出を控えるよう協力を依頼し、飲食店を中心に

自粛要請が行われています。自粛要請に伴う協力金という支援もされてはいるものの、こ

の年末の書き入れ時に今年の売上げを取り戻そうと期待していた事業者からは、感染拡大

防止のため仕方がないという思いはあるものの、また、支援金だけでは足りないという不
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満の声も出ています。自粛と緩和の繰り返しで、「もう限界」の声が日ごとに大きくなっ

てきています。 

 ４月の緊急事態の発令以来、休業要請を受け、協力した中小企業や個人事業者に対し、

国や大阪府は様々な支援体制を敷き、一定の効果が見られました。国の制度では固定費な

どを補助する持続化給付金、家賃や賃料を補助する家賃支援給付金、休業による従業員の

賃金の補助をする雇用調整助成金、融資を受けるときに発生する信用保証料や利子部分を

当初３年間ゼロにする補給制度などがあります。また、大阪府の制度では、休業要請支援

金や休業要請外支援金があり、こちらもまた一定の効果もありました。しかし、どの支援

にしても１回だけであり、ある一定の売上げ減少をした事業者のみが対象となっていま

す。しかも、ほとんどの支援制度が年明け早々に打ち切られてしまいます。 

 現在押し寄せている第３波に対しては何の策も施さずに、先週、国会が閉会となりまし

た。国会が閉会した後、今月８日の内閣の閣議決定で、第３次補正予算の概略が分かり、

３回目となる新型コロナ対応地方創生臨時交付金１．５兆円が示されました。その交付金

で飲食店などの休業要請の支援金にも活用できることとなりましたが、来年１月の国会審

議可決後になるので、現在、生活に困っている事業者には対応できない状況となっていま

す。 

 そういった状況の中、地域のニーズに合わせた支援の実行ができるのが地方自治体の大

きな役割だと思っています。地域の事業者を守っていくため、忠岡町が先行して独自で支

援を行う必要性があると思います。 

 そこで、まず忠岡町の現状をお伺いしたいのですが、忠岡町において新型コロナ関連の

融資の依頼があった事業者の件数は何件あったでしょうか。担当部長より回答をお願いい

たします。 

議長（北村 孝議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 融資の件数でございますけども、今現在、信用保証料がゼロ、金利ゼロという融資がご

ざいまして、多くの事業者の方がご利用されております。この融資を借りるに当たりまし

て、その必要な認定証を本町が発行することになってございまして、その申請件数ですけ

ども、現在２１８件、本町に認定件数がございます。その認定を受けて、どれほどの業者

の方が融資を受けられているか、そこまでは分かりませんけども、相当多くの方がご利用

なされているといったところというように認識してございます。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 先ほど答弁にもありましたように、融資を受けられている方が２１８件、受けられてい
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るというか認定証を渡された方が２１８件ということで、結構な事業者数になっていると

思います。 

 その２１８件もそうですけども、大阪府の休業要請支援金を受けられた忠岡町の事業者

が約５０社弱と聞いております。業者が限定されているとはいえ、かなりの多くの事業者

が融資制度の利用を希望し、認定を受けているのが分かりました。それだけ業種を問わず

多くの町内業者が新型コロナによる影響を受けているのが分かります。 

 忠岡町では、１１月の臨時議会において第２次の地方創生臨時交付金を活用し、新型コ

ロナ関連で国や府の融資を受けた場合、先ほどもお伝えしたとおり、当初３年間の無利子

に加えて、さらに２年間の利子補給補助や、連鎖倒産を防止する共済の掛金の一部負担な

どの支援が決まっています。今後の動向も注視する必要がありますが、国や府の支援制度

の期間が終了したときに、それに代わる支援として第３次の新型コロナ対応地方創生臨時

交付金を活用した事業者に対する支援策を検討していく必要はあるかと思います。 

 それについて担当部局よりどういった支援があるか、お答えいただきたいと思います。 

議長（北村 孝議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 議員ご指摘のとおり、第２次の交付金を利用いたしまして、国の利子が実質ゼロという

融資の終わりました後、２年間引き続き本町が利子補給、予算の範囲内で行うというこ

と。それと、連鎖倒産を防止するための共済がございまして、その共済の掛金の一部を補

助させていただくということで、町内事業者の経営の安定化を図っていきたいというとこ

ろでございます。 

 議員ご指摘の第３次ということでございますけども、第３次が出るのではないかという

ふうに、いろいろと情報は入ってきておりますけども、これにつきましてはまだ内容を伺

ってございませんので、国・府から情報が下りてきた段階で、どのような支援ができるの

か、それを検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 そういう内容が分かり次第、検討していただくということでありました。 

 その中で、先ほども信用保証料という問題がありました。こちらの信用保証料というの

は、なかなかお金を借りる際には、そのお金を払わないと融資がされないというお金であ

ります。事業者にとってこの信用保証料が払えない、逆に融資を受けるために払うとなっ

てしまうと結構な、現在お金がないにもかかわらず、それが負担となってきます。忠岡町

としても、今、府の融資制度がございますが、今後もしこの制度がなくなった場合に、困

っている事業者さんが融資ができるような形の補助制度を検討していただくことは可能で
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しょうか。答弁、お願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 一昨日に、国のほうで経済財政諮問会議が開催されたということで、その一部情報がこ

ちらに提供されておりますけども、民間金融機関を通した実質無利子無担保融資ですね、

信用保証料もゼロの融資ですけども、来年３月まで実施し、あと日本政策金融公庫による

実質無利子無担保融資は、感染状況や資金繰りの状況を踏まえて、当面、来年前半まで継

続するといった内容で話し合われたということで情報提供を受けてございます。 

 本町もそうした国や、また大阪府の施策、状況、また頂ける交付金等を勘案しながら検

討してまいりたいというふうに考えておるところでございますので、ご理解のほどお願い

したいと思います。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本君。さっきの質問で３回目になりますので、よろしくお願いいたします。 

５番（二家本英生議員） 

 ぜひともよろしくお願いします。 

 そしたら、次の質問に移ります。③の国保料、介護保険料の減免についてです。 

 こちらにつきましては、先ほど河野議員もお話があったとおりですが、国の制度で、新

型コロナ感染症の影響で前年収入の３割以上減少されている方への減免制度が今実施され

ております。しかし、３割以上の収入減といいますのは、年単位に置き換えますと３．６

か月分にも相当します。この間、収入がないまま、ふだんの暮らしや、なりわいを続けて

いくことになります。貯金がある方は何とかそれで生活はできますが、貯蓄がほとんどな

い方は、それこそ死活問題になってきます。その上、事業者は固定費などで毎月費用が発

生するので、負担が増すばかりです。事業者の負担軽減のためにも、町独自で国保料、介

護保険料の減免制度の対象者を前年収入の１割程度の減まで拡充する予定は忠岡町として

はございませんか。担当部局よりよろしくお願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ご質問の介護保険料、国民健康保険料につきましては、国の基準に沿って保険料の減免

対応をしてまいりたいと考えております。町独自での減免につきましては、今のところ難

しいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 
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 二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 先ほどの河野議員の回答と同じということで、特に事業者に関しましては、特に個人の

事業者ですね、自分たちの持家とかでやってる分に関してはそれほどの負担はかからない

と思います。その中でも、機器のリース代とか、そういった固定費が多くかかってくる部

分もございますので、町としても、先ほど河野議員との答弁と重なるところがありますの

で、こちらも要望してまいりたいと思います。 

 続いての質問に移ります。続いては、９月議会でも質問させていただきました避難所に

なる小・中学校の体育館の空調設備設置についてです。 

 ９月の一般質問の中でも、災害時の避難場所となる小・中学校の体育館の空調設備の整

備をすることは、新型コロナなどの感染症のリスクも高まる中、重要であるということを

述べさせていただきました。また、忠岡町の答弁の中でも、必要な設備であるとの回答が

ございました。ただ、現在の体育館は老朽化しているため、設置は厳しいとのご答弁でし

た。 

 この１０月に教育施設長寿命化計画が策定され、その計画の中で令和５年度に町内の

小・中学校の体育館の大規模改修が計画されております。また、現在パブリックコメント

を募集している国土強靱化地域計画の素案の中でも、空調設備の設置の必要性も述べられ

ています。 

 ２つの計画から読み取ると、忠岡町は大規模改修を含めた小・中学校体育館の空調設備

の整備を前向きに検討し始めたと思いますが、町として今後の予定をお聞かせください。

よろしくお願いします。 

教育部（二重 幸生部長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 議員お示しの教育施設長寿命化計画につきましては、あくまでも名前のとおり、施設の

長寿命化を図るための計画でございまして、記載しております実施計画につきましても、

現在のところは東忠岡地区認定こども園の整備、並びに忠岡小学校屋外トイレ改修の実施

につきましては決定しておりますが、それ以外につきましては、あくまでも既存施設のう

ちで今後必要となる改修計画について計上しているということで、ご理解をお願いしたい

と思います。 

 これは、本計画に掲載していない場合、国庫補助の対象とならないということから、現

在実施する必要があると考える計画につきまして計上しているということでございます。 

 つまり、この計画どおり全てを令和５年度に実施するということではなくて、あくまで
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もこういう改修事業が必要であるということを計上しているということでございまして、

実施時期につきましても、５年間の計画という中で、令和６年度までの計画ということに

なっておりまして、実施事業費につきましても超概算経費ということでご理解を願いたい

というふうに思います。 

 なお、議員ご質問の体育館への空調設備の設置につきましては、施設の長寿命化ではな

く、新たに設置するものであります。今後、大規模改修を実施する場合に、当然同時に実

施するほうが効率的であるということでございますので、計上しているところでございま

す。 

 ですので、現状では何も決まっているものではないということ、また大きな財政負担を

伴うこと、教育施設であると同時に、緊急時の災害拠点としての避難所ともなることを念

頭に置いた上で、財政担当部局並びに防災担当部局とも連携を図りながら、引き続き調

査、研究をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 計画に載せていただくだけでも少し前進したのかなと思っております。先ほど担当部長

のほうからもご答弁あったとおり、体育館の空調設備というのは今後の災害における体育

館は、災害場所の拠点となりますので、やはりその整備に向けてこういう計画で示された

ということは、今後そういう形へ進んでいくんだろうなということだと思ってます。 

 すみません、続きまして、広報１２月の表紙で杉原町長の挨拶が掲載されておりまし

て、その中に「防災・減災に向けて、積極的に災害に対する備えを行う」とありました。

国は、来年度から「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の方針を打ち出

しております。中身の詳細についてはまだ決定していないものの、予防保全に向けた老朽

化対策の加速も盛り込まれております。そういったことも含めて、今後の計画として杉原

町長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 お答えいたします。 

 今、二家本議員がお示しいただきました。そのような近隣市長と、先ほども述べたとき

に、いろいろなお話をさせていただきました。体育館の問題を踏まえて申し上げますと、

私、勉強不足と言おうか、災害時には体育館の空調設備はプロパンガス対応が一番ベター

じゃないかというようなことで、いろいろな市長さん、堺市の永藤市長さんともお話しし

ました。 
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 よう考えたら、一たんね、これエアコンつけると、災害時だけ使うわけにいかないわけ

ですよね。当然暑いときには、普通の平時の授業等々でも使うということで、そうなりま

すと、今度はそのエアコンが重荷になってきます。ランニングコストがかかるということ

で、我々はライフラインが寸断されるということを基本に考えていたら大きな間違いを思

ってまして、それを考えると、やっぱり電気もしくは都市ガスで対応のエアコン設備がベ

ターなのかなという点がございました。 

 だから、じっくりと検討しながら、先ほど議員もお示しのように、次の国からの指針

等々出てきた場合に、また、その補助対象にも出てくるようなこともお聞きしてますの

で、その辺は慎重に考えながら、今後、防災・減災のために頑張っていきたいと、かよう

に思います。 

 以上です。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 ご答弁ありがとうございます。私も９月議会でも、去年もエアコンについて一般質問さ

せていただいたときに、箕面市の体育館が全て空調化されて、それがプロパンガスを使っ

た７２時間もつような形の仕組みをつくっておられます。近隣におきましても、泉佐野市

とか、あと和泉市とかも、議案には出てきたみたいですけども、そういう形で今の避難所

におけるそういう電源とかというのは、プロパンガスが主流になってきておりますので、

それを見据えた上で、今後そういう補助金も様々あると思いますので、そういうことを利

用しつつ、今後の検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続いての質問に移ります。最後の質問ですけども、忠岡町のホームページについて質問

させていただきます。 

 今日、スマートフォンやパソコンでインターネットを利用する方が８割を超えていま

す。気軽にインターネットを利用できることにより、自治体の様々な情報についてホーム

ページより取得する方も増えています。ホームページを充実させることは住民福祉の向上

にもつながります。 

 今回、新型コロナ感染症により様々な支援策や注意事項が町のホームページで発信さ

れ、住民が利用される回数が増えています。今年７月には忠岡町のＬＩＮＥが開設、運用

され、情報がさらに入手しやすくなっています。 

 しかし、ホームページから欲しい情報を探すため、担当部署のページを開くと、フォー

ムがばらばらであったり、そこに情報があるのかどうかの判断も見えづらい点もありま

す。また、中には古い情報がそのまま載っており、更新されていないものもあり、過去に
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何回か指摘したこともありました。ほかには、そもそも欲しい情報がどこにあるのか、探

しにくい点もあります。 

 そこでお伺いします。現状、どのようにホームページを管理されているのか、教えてい

ただきたいと思います。担当部局よりよろしくお願いします。 

議長（北村 孝議員） 

 明松公室次長。 

町長公室（明松 隆雄次長兼人権広報課長） 

 いつも皆様にはホームページ、あるいはＬＩＮＥをご覧いただきまして、誠にありがと

うございます。本町のホームページにつきましては、現在、コロナ以降なんですが、月平

均１０万以上のアクセスを頂いているところでございます。本町のホームページにつきま

しては、直接運用管理していることから、伝えたい情報を直ちに掲載できる点で、新着に

つきましてはＬＩＮＥ並みの速達性が担保されているところであります。引き続き最新の

情報発信に心がけていきたいところです。 

 で、議員の申されました情報検索が大変しにくいという点でございますが、ホームペー

ジには実は検索欄というのを設けてございます。ここに関連用語を打ち込んでいただきま

すと、関連する情報をいち早く取得することができます。ただ、この検索の場所がちょっ

と見にくい、分かりにくいという点もございますので、改めてこの点、広報してまいりた

いと考えてございます。 

 また、もう１点、既にリンク切れになっている情報等が多数見られるというお話でござ

いまして、この点につきましては改めて各担当課に通知の上、一定改善を図ってまいりた

いと考えてございますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 現在、各担当課で管理されており、いち早く情報をお届けするという意味では、そこの

管理担当部署によると思うんですけども、情報発信が早くなったりするところもありま

す。 

 今後の管理についてもちょっとお伺いしたいんですけども、例えば本来であれば、ホー

ムページの管理者を設置して運営していただきたいところではあります。で、各部署から

のそれぞれの情報発信を行うのであれば、各部署において定期的に管理をする必要がある

と思います。技術的に厳しい部署があったり、人数的に少ないところがあれば、なかなか

そういう更新の機会もできない可能性はありますが、そこはお互いが協力し合って管理す

るのも有効かと思います。今後のホームページの改善に向けて、定期的な管理を計画して



57 

 

いただきたいのですが、その点についてはいかがお考えでしょうか。よろしくお願いしま

す。 

議長（北村 孝議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松 隆雄次長兼人権広報課長） 

 定期的な管理につきましては、一定実施はしておりますが、徹底のほう、なかなかなさ

れておりませんので、その点、改めて各課に通知の上、実施していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 例えば、管理をしました、ホームページを見て管理をして、確認しましたという表です

ね。そういった書類があって、前回はいつにこういう情報を更新したとか、いつ情報を確

認したというのを、それを書面化していただいたら、誰が見ても分かりやすい。また、管

理がしやすいホームページとかになってくると思います。そういうこともぜひ検討してい

ただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

議長（北村 孝議員） 

 以上で、二家本英生議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 次に、是枝綾子議員の発言を許します。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 是枝君。 

６番（是枝 綾子議員） 

 ６番、日本共産党の是枝です。杉原新町長が就任されて初めての一般質問となります。 

 まず最初は、忠岡町政の大きな課題であります本町のごみ焼却施設、クリーンセンター

の整備運転管理の広域化について、お聞きいたします。 

 本町のクリーンセンターは、平成２１年から１０年間の整備運転管理の長期包括契約を

今の受託者である住友重機械工業松和共同企業体にしてきました。その１０年間の契約終

了時、平成３０年の７月です。前町政が臨時議会に提案してきたのは、またもや今後１０

年間、同様の長期包括契約をするというものでした。議会は、これ以上、単独処理は認め

られない、広域的な処理にすべきということで、反対多数で否決をいたしました。 
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 そもそも忠岡町のクリーンセンターは、平成３１年度には広域化されて廃止になってい

るはずでした。それは、平成２０年６月議会で、１０年間で大規模改修を含む３５億７，

０００万円の長期包括契約が提案され、忠岡町は、１０年の間にごみ処理を広域化する、

そのための長期包括契約だという説明でした。国の補助金がもらえる条件が、人口５万人

以上、面積４００平方キロメートル以上ということで、本町では補助金が１円ももらえ

ず、当時の忠岡町は新たな借金をする体力もなく、プロポーザル方式でより多くの事業者

が参加してもらって競争原理も働いて、もっと安く済むという説明をしておりましたの

で、やむを得ず私たちも認めたわけです。 

 ところが、実際は運転管理をしていた企業が共同企業体をつくって参加した１社だけだ

ということになり、競争原理は全く働きませんでした。１０年後はもうないのに、また同

じ１０年間で３１億円という長期包括契約を平成３０年７月議会に出してきたので、議会

は否決をしたのです。 

 議決を受け、忠岡町は広域化の協議を進める方針を明確にされました。そして、長期包

括契約終了後の平成３１年度はとりあえず１年間の随意契約をし、令和２年度からは４年

間の包括的契約ということになりました。広域化といっても、ごみ処理を委託することか

ら始まりますので、それでも最短でも４年間はかかるということで、４年の包括的契約と

いうことです。 

 ところが、忠岡町が広域化に向けての話を再開することを表明してから２年がたちます

が、広域化の話は進展が見られません。それは、前町長が、今後また１０年単独でいくか

ら、広域化の話は一たん凍結するということを、和泉市・高石市・泉大津市の３市でつく

る泉北環境施設事務組合に言ったため、話を再開するといっても、話がマイナスからのス

タートになったからだと、このように聞いております。 

 そこで、お聞きをいたします。現在、広域処理、泉北環境にごみ処理を委託する話はど

こまで進んでおられるのでしょうか。担当部長よりお答えをいただきたいと思います。 

住民部（村田 健次部長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 村田部長。 

住民部（村田 健次部長） 

 議員仰せのとおり、ごみ処理の広域化につきましては、平成３０年７月臨時議会で引き

続き１０年間の忠岡町クリーンセンター長期包括整備運営管理事業の議案が不採択となっ

たことや、９月に台風２１号による被害等々の影響により、一般廃棄物処理広域化検討協

議会が中断となっておりました。 

 そして、平成３１年４月から再度協議を再開し、再開後、令和２年３月までの間、４回

の協議を行ってまいりました。協議を進める中で、泉北クリーンセンターも老朽化や台風
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２１号の影響もあって交付金を充て、令和４年、５年の２か年で基幹改良工事をするとい

う方針が決定いたしました。そのような事情もあり、忠岡町のごみの受入れは早くとも令

和６年になるという状況であります。 

 また、令和２年度におきましては、コロナ禍により会議の延期や、町長選挙のため協議

会が中断している状況です。しかし、新町長が就任され、早速３市の市長を訪問し、就任

挨拶を兼ねたごみ広域化をお願いをいたしましたところでございます。 

 以上でございます。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 是枝君。 

６番（是枝 綾子議員） 

 様々な条件が重なって、なかなか進んでいらっしゃらないというところであるけれど

も、新町長が精力的に、もう動いていらっしゃるということが分かりました。 

 私たちは、広域行政は住民自治が遠のくということから慎重に対応すべきと考えており

ますが、本町のクリーンセンターについては広域で行ったほうがよいという結論に至りま

した。それは、本町の担当課にはごみ焼却の技術職員が１人もおらず、運転管理を委託し

ている業者から言われる改修工事を、これまでずっと同じ１社のコンサルタント会社が見

積りよりも少し少ない金額に減らして、必要な工事なのか適切な金額なのか分からないま

ま、忠岡町は議会には納得の得られない説明で町民の税金を投入してきたという経緯があ

ります。 

 １０年間の長期包括契約をするときに、このコンサルタント会社は１０年間で３０トン

炉を２基造る大規模改修工事を含む総事業費６０億円を提案してきた会社であります。忠

岡町単独では補助金もつかないのに、言われるままの改修工事をさせられるのなら、焼却

炉１炉にして広域化すべきだと議論をし、今の２０トン炉１炉になったわけであります。 

 忠岡町は技術職員を置くよう検討すると言っておりましたが、結局採用することはあり

ませんでした。クリーンセンターの補修で、どれだけ忠岡町が損をさせられてきたかと思

いますと、これはもう広域化すべきだということになるわけであります。 

 おととしの台風２１号の被害や災害ごみの処理などで担当課は大変だったと思います

が、この２年近く、いろんな諸条件であまり進んでいらっしゃらないということでありま

す。最短でも４年かかると、令和６年の４月以降ということですから、令和２年度に５年

度までの４年間の包括契約、忠岡町は結びましたが、令和６年４月から広域に移らなけれ

ば、また今の共同企業体に随意契約で委託しなければならないという事態に、またなるの

ではないかという懸念があります。どうするか、今が正念場であるというふうに思いま

す。 
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 そこで、杉原町長にお尋ねいたします。町長は、議員のときには広域化を進める立場で

包括的契約にも反対をされていらっしゃいました。泉北環境との話がマイナスからのスタ

ートになっている中で、４年後の広域化に向けて、今後どのように取り組まれていかれる

のか、お答えを頂きたいと思います。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 答弁させていただきます。 

 今、是枝先生のほうから、やむを得ず我々は認めたという言葉がありましたので、ほっ

といたしました。その最初の１０年の包括のときに、私は議員当時、それからずっとずっ

と、この問題に対しましては私はずっとノーを突きつけている１人でございまして、その

当時に共産党さんもノーになるのかなと思ったところが、やはり住民のことを考えるとゴ

ーサインを出さなくてはならないというような結論でゴーサインを出したというのは、

私、記憶に残っております。 

 そのときを振り返りますと、１０年たてばバラ色の人生が待っているというふうな言葉

もあったような気もしますし、その１０年間には紆余曲折で、前任者または職員の皆さん

もいろいろ汗をかきながら動いていたんだと思います。その中において次にまた出されて

きたのが、１０年の包括、これではやはり別というような形になったということは、まあ

当然のことだと思っているわけです。 

 今、質問のあったとおり、令和６年というのはどうもやむを得ないのかなというのは、

当然の結果だし、我々もそれに対しまして、前回の議会でも議員皆さんが賛成と、イエス

ということになりましたので、それを踏まえながら、前へ進むにはどうしていったらいい

のかという問題で、広域というのは何も箱物や、例えば箱物やいろいろな形でするもので

はないと。中には人材育成、また人事の人のやり取りでうまいこといけるのも広域連携の

中の１つだという思いを持ちまして、今回、とりあえずはその辺で技術提携を結びたく、

ただいま堺市さんとその辺は連携を密にしながら、この令和６年までの、我々急なクリー

ンセンターの問題に対しまして、減量作戦、または工事関係の問題、そういう問題を徐々

にじゃなくて、しっかりと見据えて。恥ずかしいお話ですけれども、隣接の市町村はごみ

は減ってます。大阪府下の中でもごみの減ってないのは本町だけですから、その辺をしっ

かりとメスを入れながら、真剣にまた研究を重ねながら、議員の皆様にもるる説明しなが

ら前へ進んでいきたいと思います。 

 以上でございます。 

６番（是枝 綾子議員） 
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 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 是枝君。 

６番（是枝 綾子議員） 

 町長は令和６年度に向けてしっかりと進めていかれるという、そういう決意を頂いたと

いうことで、その検討をしていく、進めていくにも技術職がいてないということでの、技

術職員というところの交流とかそういうのをしていくことも視野に入れていらっしゃると

いうことであります。ぜひ次、また随意契約、長期包括というふうなことが繰り返される

ことのないように、町民の負担が大きくならない、負担増にならないようにぜひ広域化の

ほうを進めていただきたいというふうに思います。 

 次に、入札制度の改善についてお聞きしたいと思います。 

 本町の平成２５年度から令和元年度までの７年間の入札結果を見てみますと、予定価格

に近い高値での落札の傾向にあります。特に工事請負では、予定価格に対しての落札金額

が９５％を超えるものが目立ちました。ここに付箋貼っているのが結構高いものなんです

けれども、中には９９．６％という高値落札もありました。１００％にほぼ近いという金

額であります。落札率が９５％を超えると談合の可能性も高いと言われています。 

 そのため、堺市以南の他の市や町では、不正や談合防止策として、最低制限価格の事前

公表が行われていますが、本町だけが事前公表を実施しておりません。この制度を取り入

れることを町に求めてきましたが、町はずっと拒み続けてきました。 

 そんなところ、そんな折、おととしの１１月に本町議会の総務事業常任委員会が、和泉

市に入札制度についての行政視察に行ってきました。もちろん最低制限価格の事前公表が

行われており、指名競争入札の指名理由も、今回はＡグループからと明確になっておりま

す。市への登録の事業者も、グループ分けもホームページで明らかにされております。弁

護士やそして大学の研究者、警察ＯＢなどの専門家による第三者機関の監視委員会も設置

され、入札結果の点検も行われております。 

 入札は原則、一般競争入札であります。本町ではほとんど指名競争入札です。今年２月

にクリーンセンターの４年間の包括的契約で、条件付き一般競争入札が行われましたが、

応札は１社だけでありましたが、それ以外はほとんど指名競争入札であります。その指名

競争入札の際の指名業者を指名する指名委員会も、本町では非公開で、内容も一切分かり

ません。入札結果に掲載されている指名理由についても、一般的過ぎて分かりません。 

 やっと昨年の議会で、町から入札制度を改善してまいりたいという答弁がありました。 

しかし、１年以上経過するのに、入札制度がまだ変わっておりません。改善するというの

は、最低制限価格の事前公表ではなかったのでしょうか。入札結果について検証する第三

者機関の設置はしないのでしょうか。 

 公平・公正な入札、透明性を高めることが忠岡町には求められていますが、この１年
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間、忠岡町はどのように取り組まれてきたのでしょうか。公室長よりまずはお答えを頂き

たいと思います。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 指名業者選定委員会の議事録の公開につきましては、今年の１０月から既に公開をして

いるところでございます。入札制度につきましては、これまで予定価格や最低制限価格等

の事前公表などについて、近隣市町の状況を調査し調査研究を行ってきたところでござい

ます。 

 見直しが遅れている理由といたしましては、調査の中で最低制限価格を事前公表してい

る団体は、くじ引きによる落札が増加しておりまして、本来あるべき自由競争の姿が損な

われるのではないかという懸念を含め検討していたことや、今年は新型コロナウイルスの

感染拡大によりまして全庁的にコロナ対策に取り組んだこと、例えば給付金事務など増え

たことや感染予防のため職員を２交代制としたこと、また町長、町議会議員選挙にふだん

より担当課の事務量が増えたことなどが理由でございます。 

 今後につきましては、町長のマニフェストの中に役場改革がございますが、担当課の業

務量の見直しを行い、調査研究の体制を整えてまいりたいと考えております。また、どう

いった見直しを行うかにつきましては、新町長の指導のもと検討してまいりたいというふ

うに考えております。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 是枝君。 

６番（是枝 綾子議員） 

 調査はほぼ終わっていらっしゃるということで、あとは結論を得ていくというところの

段階のようであります。 

 それでは、杉原町長にお尋ねをしたいと思います。町長は議員のときから本町の入札制

度の改善をおっしゃっておられました。町長は本町の入札制度の問題をどのように改善さ

れていかれるのか、お答えを頂きたいと思います。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 
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町長（杉原 健士町長） 

 いい質問過ぎて、答えがちょっと難しいこともあるんですけど、今私の考えている全て

を述べたいと思います。 

 先ほど質問の中で出ましたように、和泉市の最低制限価格で一番悪いことは何かという

問題。最低制限価格でガラガラポン、くじで決まると。一番悪いのは、公共工事の場合に

はその最低制限価格で決まりながら、なおもうけがある。そこで、言葉は悪いんですけど

も、水屋さん、入札屋さんみたいな業者が現れましてね。それでうまいこと仕事を取る

と。それを１０％頂いて、そこから下請に振るというふうなことが、最低制限価格を決め

たときに一番の問題。またそこから孫請に出す。孫請に出したらまたそこから１０％がま

た抜かれてというようなことが、技術の低下に導くんじゃないかというのが、今までこの

忠岡町の職員が答えてきたお言葉だと、私は認識しています。 

 じゃなくて、それ以上の技術の卓越した業者をしっかりと選定すれば、最低制限価格を

決めてもそれは問題がないんじゃないかと思い、まあ、やってみないと分かりませんから

ね。今までやったことがないんやから、しっかりとその辺を見据えながら選定委員会また

は入札制度で、その部分、選定委員会の中の業者の絞り方。 

 例えば、我々議員のときによく言われました。地元業者を一生懸命育成する。その業者

は果たして建築業やとか水道業とか、建屋に関する、また公共工事に関する業者だけを一

生懸命育成するのは忠岡町の住民にとって本当に利益をもたらすかというのは、私はクエ

スチョンだと思うんですよ。 

 今、ご存じですか。何々屋さんとつくお店、何軒あると思います。分かりますか。全

然、何々屋さんというのは少なくなったんですよ。例えば米屋さん、酒屋さん、うどん屋

さん、すし屋さん、果物屋さん、八百屋さん、どれだけあります、忠岡町に。みんな大手

に食われてるんですよ。その中で、それを職員の皆さんがその業者を助けたことあります

か。皆さん、どこで物を買うてます。隣接の岸和田市や、また和泉市の大きなスーパーや

アメリカから来た何じゃらというところもあります。そういうところでみんな買うてるん

と違いますか。これは忠岡にとっては不利益ですよ。 

 そういうことで、忠岡の今まで職員の答えていたことは整合性に欠けます。だから、業

者も選定もしっかりと見据えて、そして忠岡町の住民の利益になるような入札制度に変え

ていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 是枝君。 

６番（是枝 綾子議員） 

 入札制度、最低制限価格の事前公表がいいということではないけれども、この高値の落
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札、それも大きな工事ほど高値。２００万とか３００万とかの工事はそうでもないんです

が、１億、２億というそういった工事の部分が大変高いということであります。 

 あまり言うのもなんですけれども、例えばこれですね。予定価格が２億５，８８２万

６，０００円の。２億ですよ。これの整備工事が何とはちょっと申し上げませんけれど

も、落札が２億５，６００万円。９８．９％なんですよ。ほぼほぼ、もう１００％に近い

ような金額で落ちているということや、１億１，３９８万円の予定価格の整備工事が１億

１，０００万円なんです。これ９９．６３％なんです。大きな工事ほど落札が非常に金額

が高い。高値安定というね。これも２億２，１６４万８，０００円の工事、これが２億

１，２００万円。９５．６４％、大きな、億とつく工事ほどこういう９５％以上というこ

との傾向があるということで、これもずっと７年間の全部、これは９５％を超えているや

つなんですけど、小さなものは９５％を超えてもさほどというね。１００万とか２００万

の工事やったら私も。こういう大きな工事ほど落札金額が高いということがあるという事

実をどう改善していくのかというところは、やはり町長、新しい町長になりましたので、

ここは改善していただけるということで、そういうご答弁でありましたので、ぜひ公平公

正な入札で透明性を高める。そして、こういう高値ということは、税金がそれだけその落

札業者のほうにいってしまうということでありますので、本当に競争原理を働かせて適切

なね、８０％とか８５％ぐらいの入札ならまだ、落札なら分かりますけど、やはりちょっ

と１０％以上も高いというのは、それだけ町民が本当に、町民の税金がそこにいっている

わけですから、やはりちょっと考えなければいけないというふうに思います。 

 時間が、もう５分しかありませんので、ぜひ４年間で、４年間と言わず即取り組んでい

ただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 次に３点目ですね。３つ目の、年度の国民健康保険料の質問をさせていただきます。 

 来年度の大阪府の国保料の仮算定の標準保険料率が発表されました。それによります

と、保険料率は引下げとなりますが、本町の保険料の医療分は値上げになると聞きまし

た。府下の各市町村に入っていた激変緩和措置が、来年度から入ってこなくなり、大阪府

のほうに入ってしまい、府の標準保険料率の引下げに使われるそうです。 

 具体的には本町国保には、激変緩和措置として令和元年度には８０４万６，３６０円、

本年度、令和２年度は１，５４６万１，０８５円が入っておりました。それが来年度はも

う入らなくなり、大阪府全体の標準保険料率の引下げに使われると。安くなるのかといえ

ば、忠岡町の保険料の医療分は今よりも高くなるという現象が起きるということでありま

す。 

 本町の国保会計の昨年度の決算は２，０００万円を超える黒字でした。今年度、２，０

００万円も国保基金に積み立てました。市町村国保のときは黒字だったら少なくとも国保

料は据置きか引下げになりましたが、都道府県国保になると黒字でも保険料が値上げにな

るということであります。 
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 時間がありませんので、１つ目の質問はちょっと割愛いたしますが、激変緩和措置が府

全体に使われるからということで、その差ということで忠岡町は上がる部分もあるという

ことであります。介護分と後期高齢者支援金分は下がるということでありますから、４０

歳以下の方は全体に上がるということであります。 

 平成３０年度から国保が都道府県化されてしまったので、広域化したら本町の高い保険

料が安くなるという説明がされてきましたが、逆に毎年値上げをされてきました。それ

は、市町村国保のときには高い保険料を引下げのために市町村が一般会計から国保会計に

繰り出しをしていたからなんですが、都道府県化されたら、繰り出ししたら特別交付金を

減らすという脅しやペナルティーを課せられているため、繰り出しできないと。国から投

入されている金額が繰出金以下だったということであります。国は３，４００億円をずっ

と入れてきてますけども、そういうことです。 

 所得２００万円で４０歳代の夫婦と子ども２人の４人家族という、よく言われるモデル

世帯の年間の国保料が、令和２年度、本年度は４２万５，３９１円。所得の２割を超える

国保料という本当に耐え難い負担であります。高い国保料を引き下げてほしいというのは

国保加入者の願いであります。 

 忠岡町は、国保料引下げのために積み立てている２，０００万円の国保基金を取り崩し

て、国保料を引き下げるお考えはありませんでしょうか。 

 担当部長よりご答弁を頂きたいと思います。 

議長（北村 孝議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ご質問につきまして、議員も仰せのとおり大阪府の国保運営方針におきまして、繰出金

等や基金ですね、市町村が保有する財政調整基金の繰り出しにつきましては、収納不足の

場合の国民健康保険事業費納付金への充当や府内共通基準を上回る保健事業等を実施する

ことに活用するなどと規定されており、保険料率を引下げ、保険料ですね、引下げを目的

とする繰り出しは認めないと決められております。 

 本町の令和元年度から設けた基金につきましても、その方針に基づいて設置をしたもの

でございます。国民健康保険事業納付金の不足額への充当や保険者が行う保健事業その他

緊急やむを得ない財政需要に充てるために設置されたものであるのでございます。そのこ

とによりまして、仰せの基金を取り崩して保険料へということにつきましては、現状でき

ない状況ということでございます。 

 国民健康保険の令和３年度の現在の仮算定の保険料につきましては、議員もおっしゃっ

たとおりに、モデル世帯で介護保険まで含まれてくる保険料につきましては５，０００円

ほど下がる状況ではございますが、医療と支援金のみかかる世帯については６，０００円

程度上がるというような現状でございます。 
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６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 是枝君。 

６番（是枝 綾子議員） 

 ２，０００万円の基金があるのにもかかわらずそれを取り崩せないというのは、大阪府

の国保運営方針に取り崩したら駄目だということが書かれてあるということと、そのよう

な独自の引下げのことをすれば、インセンティブが、交付金が減らされるということがあ

るからできないという、つまりそういうことだと思います。しかし、これはやっぱりこれ

だけ黒字になっているのに国保料が上がるということは耐え難い負担でありますので、こ

れを忠岡町はそしたら崩せないのであれば、それをどのように大阪府に対して引下げのた

めの努力を、忠岡町はどういう努力を大阪府に対して、じゃあ言っていらっしゃるのかと

いうことをちょっとお答えいただきたいと思います。 

議長（北村 孝議員） 

 規定の時間をオーバーしておりますので、答弁をもって終わります。 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 被保険者の負担軽減でございますね。そのためにはさらなる公費の追加を求めて国・府

に要望はしてまいりたいと思っております。 

 また、広域化調整会議の中で市町村のご意見も吸い上げていただける部分がございます

ので、そこについては市町村も、皆さん保険料が上がることは住民負担になるということ

は、みんな思っておりますので、これ以上、高い保険料を引き上げないように努力はして

まいりたい、要望はしてまいりたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 以上をもちまして是枝綾子議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 次に、勝元由佳子議員の発言を許します。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 勝元君。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 改革忠岡の勝元です。では、ただいまから通告書に従いまして質問させていただきま
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す。 

 このさきの忠岡町長選におきまして杉原町長、新町長に就任されたわけですけれども、

特に維新ということもありまして、住民の皆さんの、忠岡が変わるんじゃないか、何かよ

くなるんじゃないかという期待も大きいところでもあります。 

 私もその期待をしている住民の１人としまして、期待を込めて先ほどですね、先般杉原

町長宛てに、トップダウンで進めていただきたい事柄等々につきまして、要望書のほうを

提出させていただきました。 

 中には従前から和田町長時代から要望していて、「新しい町長が決まってからですね」

とペンディングになっていたものも含まれてるんですけれども、そういった事柄も含めま

して改めて要望を出させていただいたところです。 

 この要望の中身ですけども、概要は通告書に書いているとおり大きく７点です。 

 ①、これはもう住民の皆さんご存じのとおり駅前ですね。忠岡駅前地域の整備計画を推

進するということ。 

 ②、これはスケボー場の、スケボーをする子どもたち、その他ですね。競技場の立地計

画整備を進めていただきたいということ。 

 ③、大津川の河川敷の有効活用、整備を進めていただきたいということ。 

 ④、臨海地域、新浜緑地公園の観光資源としての活用をどうにか進めてほしいというこ

と。 

 ⑤点目、これは教育分野ですけれども、高度プロフェッショナルと言われるようなプロ

の方々と子どもたちとの触れ合い、また町との連携を推進していただきたいということ。 

 ⑥点目、乳幼児期の教育の重要性、特に脳科学等々に基づいて、この時期の重要性に基

づいた教育施策をもっと拡充推進していただきたいということ。 

 そして⑦点目、杉原町長は議会人、元議会出身ですので、議会人としての知識・経験を

踏まえて、我々一般議員の支援をしていただくための予算措置をどうにかしていただけな

いですかというところで要望を出させていただきました。 

 この大きく７点についてまずお聞きしたいんですけれども、質問ですけれども、まず

１）番、町長の意思についてというところと、７）番、この７点の項目に従前から私、ず

っと要望させてもらっていますペットの飼育世帯に対する取組、これを合わせて１つの質

問ということで最初にさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 はい。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 まず、トップダウンでやっていただけるかどうかについて、その辺り、町長ご自身にお

聞きしたいんですけれども、この私が挙げさせていただいた７つの項目というのは、大き

く地域の活性への取組と教育、それから大津川を含めての防災面ですね。プラス議会のサ
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ポートと、大きく４分野に大別されます。こういった特に町の活性化という部分につなが

る取組につきましては、私のみならず多くの住民の方々の共通する願いだろうと思いま

す。こうした７点の要望につきまして、まずは町長ご自身、これら７つプラス、ペットへ

の取組と合わせてやる気ですね。やっていきますとおっしゃっていただけるのか、ううん

ということなのか、そこら辺ご意思、お考えをちょっと簡潔にお答えいただきたいと思い

ます。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 ただいま、いろいろ議員からの質問がありましたけども、ほぼほぼ、これは部長会等々

でしっかりとお話しさせていただいてますので、担当課の部長よりお答えさせていただき

ます。 

議長（北村 孝議員） 

 勝元君。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 ちょっと結びで言おうかと思っていたんですけども、先ほど１２月議会に入る前頃です

か、要望書を出させていただいた後、詳しく説明に上がらせていただきますと。多分こ

れ、ざっと読んだだけでは具体的にどういう要望か分からないと思いますということで、

アポを取ろうかと思ったんですけども、「もう既に担当部局に指示、出してます」という

ところで、検討するように指示は出ているということだったんですけども、この⑤番目で

すね。高度プロフェッショナルとの連携推進のところ、私のほうは当然小・中学生の子ど

もさんたちを対象にということで考えていたんですけども、これは職員向けの話でしょう

と、全然ちょっと違う受け取りされたりとかしていましたんでね。そこら辺はちょっと正

しい内容で各担当部局のほうも受け止めていただけたら、また必要に応じて、分からなけ

れば質問はしていただきたいと思います。 

 次ですね。２）番の進捗状況、それから次の３）４）５）ですね。①から⑥までの地域

活性化、教育資源の活用、防災等々、これについてはちょっと一括でお聞きしていきたい

と思います。 

 項目の①駅前、②スケボー場、③大津川河川敷、④新浜緑地公園、臨海地域の活性化と

いうところですけれども、特にこのスケボー場のことについては住民さんからの苦情もあ

りましたし、周りの状況等も踏まえて、従前からお願いというか要望は上げさせていただ

いてました。これは結構、要望する住民の方、多いんですよね。教育的にもいいというこ

ともありまして、ご要望される住民さんも多いので、特にここら辺の進捗状況はお答えい

ただきたいんですけども、①から⑥まで、個別の案件ですけれども、ちょっと一まとめと

いうか、各部局のほうから進捗状況、今現在での取組、どういう状況になっているかと
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か、お教えいただけたらと思います。 

議長（北村 孝議員） 

 答弁の前に、ちょっと時間を止めて。質疑の時間、止めてください。 

 勝元議員、この質問ね、箇条書きでよく分かるんです。でも、見方によれば１つずつに

３回の規定でいくと、かなりになりますので、私としてはトップダウンでの取組要望につ

いてで、１つとしてこれを３回質疑としますので。これ、１人ずつ３回やられると２０何

回となりますので。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 いいですか。町長のトップダウンでの取組の大きい１）の質問ですよね。１）と７）を

合わせた質問は、もう終わっています。終わってるんです。 

 次に、個別２）３）４）５）とか、個別にやっていたら時間が足りないので一括でさせ

ていただきますということなんです。 

議長（北村 孝議員） 

 一括でしてもらっても、３回として見ますので。１つずつ見ませんので。 

１１番（勝元由佳子議員） 

  そうです。３回で。分かっています。 

議長（北村 孝議員） 

 その辺うまく使ってください。 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 産業まちづくり部に関係いたします、まず①、③、④につきまして、続いて答弁させて

いただきたいと思います。 

 まず、忠岡駅前地域の整備につきまして、これは本町、従前から都市計画として進めて

ございまして、現在の取組でございますけども、本町におけるまちづくりの指針となる都

市計画マスタープラン改定と立地適正化計画の策定作業を現在進めております。同時に策

定されている第６次総合計画との整合を図りながら、持続可能な都市を目指してまちづく

りの方針や誘導方策等を定めてまいります。 

 これらの計画は２０年先を見通した大きな指針となるもので、今後はその指針に基づい

た忠岡駅周辺のまちづくりなど、都市計画に係る基本構想を住民の意見を伺いながら進め

てまいりたいと考えてございます。 

 ③、大津川河川敷公園の整備活用につきまして、大津川河川公園の整備活用につきまし

ては、大津川河川公園は都市計画で位置付けられた緑地として整備され、多くの住民にウ

ォーキングやジョギング、ソフトボールやグラウンドゴルフなどの球技に利用いただいて

おります。 

 河川内という性質上、これまで増水による被害を受けてまいりましたけども、その都度
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機能の回復に努めてきたところでございます。今後も浸水被害は想定をされるところです

けれども、水に親しめる貴重な公園として維持管理を続けてまいりたいと考えています。 

 その整備につきましてですけれども、この河川公園だけに限ったわけではないんです

が、忠岡町緑の基本計画等、公園に関わる計画を順次策定をしていきたいと考えておりま

す。その中で、大津川河川公園を含む町内の都市公園全体について、防災への対応も含め

ましてどのようなものにしていくのか、そうした計画を策定していく予定でございます。 

 ④、新浜緑地公園の観光資源活用でございますけども、新浜緑地は大阪府の所有で、本

町が委託され管理をしております。外周部の遊歩道は大津川河口部から大阪湾に面してお

り、淡路島や明石海峡大橋が臨める展望台も設置をされております。この豊かな緑のある

新浜緑地は、本町団体のスポーツイベントや忠岡マラソン会場としても利用されていると

ころでございます。 

 観光への取組としましては、本年、初めてなんですが、泉州の魅力発信を目的としたＫ

ＩＸ泉州スマホでスタンプラリーというものが１１月１日から実施をされております。こ

れは泉州地域の各観光スポット、社寺仏閣などを回ってスタンプを集めればちょっと品物

がもらえるといったようなものでございますけども、実はこれは１２月４日からちょっと

コロナの関連で一たん中止になっておりますが、このようなスタンプポイントに指定をし

ておりまして、既に町外の方から１００名以上の方が新浜緑地においでいただいていると

ころでございます。 

教育部（二重 幸生部長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 私のほうからは、②、⑤、⑥につきまして答弁させていただきます。 

 まず、②でございますスケボー競技場の件でございますが、一部の小学生が道路などで

スケートボードをしているということから、危険であるというご指摘のほうがあることは

認識をしているところでございます。しかしながら、皆様ご承知のとおり、日本一小さい

町である忠岡町において、まとまった土地の確保というのがなかなか困難であるというこ

とは言わざるを得ません。引き続き設置の必要性も含めて調査研究を行ってまいります。 

 続いて、⑤番でございます。これまでも国や府あるいは企業等からプロフェッショナル

な専門家による出前授業等の周知依頼があった際には、各校に周知してきたところでござ

います。 

 専門家による出前授業を実施する際に、義務教育段階では児童・生徒に興味関心を持た

せた上で心に響かせることが必要になります。近年では税務署の方を招いた租税教室や食

品企業の方による食育、スポーツ選手を招いてのスポーツ教室、仕事に関しての出前授業
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等々を、各校が公共機関や企業と連携し実施しております。現下のコロナ禍の状況により

まして、なかなか難しい面もございますが、今後も子どもたちにとって将来につながる実

りある教育活動となるよう、引き続き国や府などと連携し教育施策に活用してまいりま

す。 

 ⑥番でございます。児童館におきましては、今年度から知的玩具を導入したところでご

ざいます。また、町立の幼稚園、保育所におきましては、園児一人一人が遊びに主体的に

関われるよう、年齢や発達段階に応じて楽しめるパズルや積木などの知的玩具を用意して

おります。今後も知的玩具のみならず園児たちが興味を持ち、様々なものに触れ、自分自

身で試行錯誤できるような機会をつくっていきたいと考えております。 

 あと、同じく幼稚園、保育所においては、ピアニカやカスタネット、和太鼓など、楽器

を演奏して様々、音に触れる機会を設けております。幼児期から楽器に触れることにより

いろいろなメロディーに触れ、リズム感を養うことは豊かな情操を育むものと認識してお

ります。このことは就学後の教育にも密接に関連していくものであることから、今後も引

き続き園児たちの豊かな感性や想像性を育んでいけるような教育を実践してまいりたいと

考えております。 

 あと、保健センターにおきます妊娠届出時や各種講座などの際に、これから母親となる

女性に対して、子育てに対しての注意点などを周知しているところでございます。今後は

家庭での保護者が子育てについての第一義的責任を有するという考えのもとで、家庭内に

おける子育ての大切さ、重要性についてさらなる周知徹底を図ってまいりたいと考えてお

りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 勝元君。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 もうほとんどというか、大方していただいています。 

 駅前の部分については、マスタープランとか都市計画のほうに盛り込んでいただいてい

るというのはもう従前からもお聞きしてますし、それは存じ上げているんですけども、こ

ちらとしましてはやっぱり町長が代わりましたんで、町長の力強い「やります」という答

えを聞きたいから今回ちょっと質問を取り上げさせていただいたんですけども、ちょっと

それは聞こえなかったので、残念には思っています。 

 あと、教育面についても、今いろいろご説明いただいて、ご答弁いただいたとおり、も

う既に取組もしていただいています。私のほうからも従前にちょっとそういう知的玩具の

ほうですね、もうちょっと児童館のほうに入れてほしいという要望をさせていただいて、

それにもすぐに対応していただきまして、今後も順次といいますか対応していただけると

いうこともお聞きしてますので、そこは期待していってますので、より充実させていって

いただきたいと思います。 
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 特に、この７つ挙げさせてもらった中で特にお願いしたいというところが、やっぱり②

番、④番の地域振興というかになってくるんです。スケボー場、スケートボードに関しま

しては、今教育部長さんのお答えにあったとおり、やっぱり地域、忠岡だけじゃなくて近

隣も含めて、スケボーをやっている子どもたちというところで問題にはなってきている。 

 私自身も住民さんから苦情を受けたときに、ちょっと警察の絡むトラブルにちょっとな

ったんですね。そのときに警察の方のお話でも、やっぱり忠岡だけじゃなくて、泉大津と

かを含めて、近隣で警察のほうもやっぱりちょっと対応に苦労しているというところも聞

いてます。 

 そういう思春期の子どもというのは、やっぱり家と学校とかね、行き場所が限られてま

して、居場所がなくて、スケボーをやったりとかそういうところに走る子もいてたりもし

ますし、思春期の子どもたちに居場所を与えてあげる、何か打ち込めるものを与えてあげ

るというのも、私は教育行政の大事な役割だと思ってるんです。 

 ですので、もう既に熊取とか泉南のほうとかですね、堺を初めこの近隣でも、泉大津も

一部あるというふうに聞いてますけども、スケボー場の整備というのはもう結構始まって

るんですね。 

 以前に、担当部長の谷野部長のほうともこのお話をさせていただいたときに、ちょっと

候補地、忠岡町内でどういう場所が考えれるかなというところで、例えば大津川とかとい

うのも場所の候補に上がってはいたんですけども、住民さんの中にはやっぱりスケボーを

やるには距離、横幅の長い距離が必要なんです。 

 私、実はこの質問に先立って数日前に、忠岡町内のプロのスケートボーダーの方がいる

んですよね。もうご存じやと思いますけど、何か日本のトップ８、上位８位に入ってはる

方やということで、そんなすごい方も忠岡にまたやっぱりいるんで、そういう方のお話、

どういう立地条件というのですかね、いいかとか聞いたところ、「長さが欲しい」と。手

すり的な、そういうアスレチック的なもの、段差とかそういうのも要るんだけども、やっ

ぱり横に長い幅があったほうが、やっぱりそれがいいので、大津川の河川敷なんてすご

い、特にいいんじゃないでしょうかということはおっしゃっておられたのでね。今後、狭

い忠岡町で、立地条件、限られる中ですけども、臨海部であったりとか大津川の河川敷の

あの辺ですね。あそこは鳳土木さん、大阪府とも関連して進めていかないといけないとこ

ろですし、町長はまた維新ということもありますので、そこは大阪府とも連携していただ

いて、ぜひともそのスケボー場については進めていっていただけたらなあと思うんですけ

ども、立地的にはどうでしょうかね。大津川という面で見たときに、可能性的にゼロ、も

うゼロですなのか、ちょっと検討の余地はあるのか、そこら辺、お聞きしたいんですけど

も。 

産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 はい。 
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議長（北村 孝議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 大津川河川公園の中は、一応河川の中ということで、中に設置できるものは河川法によ

って定められておりまして、ご承知のとおり、トイレにつきましても固定型は置けないん

ですね。ちょっとタイヤの付いた移動式ということでありまして、あと手洗いであったり

とか川の流水を阻害しないものというふうに限られておりまして、そのスケボー場の、ス

ケートボードが走るだけの例えば舗装であったりとか、そうしたものなら問題はないんか

と思いますけども、ちょっとカーブというんですかね、競技場のような施設を造るとなる

と、ちょっと難しさがあるのかなというふうには考えておるところでございます。 

議長（北村 孝議員） 

 勝元議員、これで３回目になりますので。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 はい、これで最後です。 

 一応、このスケボー場で、そのプロの方、親御さんも含めてお聞きしたら、もう既に熊

取町のスケートボード場が結構、団体の認定している大会とかも開かれるような、ちゃん

としたところがあるんで、そんな本格的なものはちょっと忠岡町には要らんのじゃないか

ということをおっしゃられてたんで、やっぱり地元の、今問題になっているスケボー少年

たちが行けるようなところは、せめてちょっと考えていただけたら、その規模ぐらいは何

か町のほうで考えていっていただけたらなと思ってます。 

 で、希望といいますかね、そのプロの方いわく、屋内型。今、既存の近隣とか地域であ

るスケートボードのできる場所というのは全部青空なんですよね。なので、屋根のあると

いうか、屋内型のそういうスケボーができる場所ができたら、忠岡ぐらいなので需要はも

っと増えて、みんな来るでしょうねと、ぜひ欲しいということをおっしゃっていたので、

ちょっと今後検討を進めていただく上での条件に、そこの屋内型というのも入れていただ

きたいと思います。 

 で、ほかの部分ですね。そのプロフェッショナルの部分、教育の部分につきましても、

もう既に取り組みされてるということですけども、早いうちに子どもたちに、プロの人に

関わる場を与えていただくというのは、早くのうちに職業を見つけて、その目標に向かっ

て子どもたちが頑張るという面でもいい面もありますし、プロフェッショナルの意識に触

れるというのも、生きていく上でためになることも参考になることもあるので、ぜひとも

町独自ででも進めていっていただきたいと思います。 

 で、ここはもう、あとは要望になりますので、あと新浜緑地のほうにつきましても、佐

野ですか、「恋人たちの聖地」とかいうてデートスポットになったりしてます。忠岡町の

ほうも新浜緑地、非常にいい場所やなと、私も何回も行って分かっているというか思って
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るんですけども、あまり手つかずというか、町とか府のほうの管理もあるでしょうけど

も、手つかずになってるんで、あそこはあまりお金かけなくても本当にいいデートスポッ

ト、観光地になるのになという思いがあるんです。周りの住民の方に聞いても同じように

思っている方もおられたりするんでね。そこはあまりお金をかけずにできるんであれば、

自治体間、忠岡町、府、連携していただいてやっていただいたらと思うんですけども、い

かがでしょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野 栄二部長兼産業振興課長） 

 先ほど答弁の中で申し上げました、今スタンプラリーを初めてちょっと採用というか、

地域に紹介させていただいたんですが、この中でも、岸和田城に１７４名に対して、新浜

緑地に１０６名の方がおいでになってると。だから、このようなイベントに使いながら、

まずは存在を知っていただくということですね。あとは、現地に入っていただけたら、す

ばらしい景観があるというのをご認識いただけると思いますので、本町の、例えばマラソ

ン大会であったりとか、そうした道路に住民の皆さんも数多く参加をしていただいて、こ

の地域の資源を認識をしていただきたいと、そのように考えているところでございます。 

議長（北村 孝議員） 

 はい。質問は。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 もう終わりです。そうおっしゃっていただいてますし、私も要望を出したところですん

で、これは今後また見ていって、必要があれば質問、進捗状況を確認させていただきたい

と思います。 

 ⑦番の議会のほうの整備については、ちょっと後の町長の議会人としての知識・経験を

生かしてというところの部分と併せて質問をさせていただこうかと思います。 

 次の議会軽視、議員軽視の問題について、質問を移らせていただきます。 

 本町では役場側、執行部側による議会軽視、議員軽視とも受け取れるような対応が日々

散見されるわけですけれども、そういう行政職員による議会及び議員を軽視するような態

度というのは、住民の代表として、住民から負託を受けた議員に対する侮辱であり、ひい

ては議会制民主主義をないがしろにするものでもあります。それは民主主義の根幹を揺る

がすものでもあります。 

 私の場合、一般質問、これまでも通告を出して、答弁がかみ合わないということを再三

申し上げさせていただいてるんですけれども、この限られた３０分の中で時間をですね、

質問とちょっとずれた答弁で食いつぶされるということが何度もありました。不誠実であ

るというふうに感じております。 

 で、質問ですね、ちょっと時間がないので、まとめてさせていただきますけれども、あ
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と議会に報告しますと、たしか昨年９月議会で私、不適切会計等々のおそれのある外郭団

体ということで質問させていただきまして、「確認して分かり次第議会にお答えします」

と言っていただいて、そのままでしてね。やっと、催促して６月議会で数だけ教えていた

だいたんですけども、具体的な内容とか、まだいまだにお答えいただいてなくて、ほった

らかし状態なんです。 

 そういう放置される状態というのも常態化してると思いますし、さらに言えば「検討し

ます」、今日の皆さん方の一般質問の中でも「調査研究等々してまいります」という答弁

がありましたけども、そういったものも含めてやはり最低限度、質問者の議員に対して何

をどう調査研究したのか、検討したのか、で、こうなりました、できました、できません

でしたとか、一定やっぱり議会、最低でも質問議員、さらには役場ホームページ上で住民

宛てに進捗状況等を知らせるべきだと思っています。 

 そういった部分につきまして、議会内外、議会内問わず、やはり不誠実な答弁というん

ですかね、執行部側の不誠実、住民への説明責任を果たしていないと思われるような答弁

等々が見受けられるんですけれども、この点につきまして改善等、いかがお考えでしょう

か、お聞きしたいと思います。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議員ご質問の、全くかみ合わない答弁を繰り返し、不都合な事実を隠蔽しようとしてい

るのではないかという疑念すら生じるとのご指摘でございますが、我々職員は議員の質問

に対しまして誠意を持って答弁をさせていただいていると認識しております。 

 人それぞれ表現の仕方も違いますので、時には答弁において分かりづらいこともあろう

かと思いますが、全くかみ合わない答弁を繰り返しているという認識はなく、質問に対し

ましては誠意を持って対応させていただいていると考えております。 

 そのときに何もご指摘をなされなければ、我々職員もその答弁でご理解いただけたと判

断してまいりますので、もし答弁が質問と違うようであれば、そのときに再度ご指摘いた

だければ答弁をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 また、議員のご質問において、「議会に報告します」あるいは「検討します」と答弁し

た事案が、本町では放置されることが常態化しているというご指摘でございますが、検討

後、予算化したもので、議員へお伝えしてないものもあったり、事案によってはすぐに結

論が出ず、数年もかかる事業となったり、あるいは事業化できないといったものもござい

ます。 

 議員の皆さんにはできる限り報告するよう努めてまいりたいと思いますが、中には失念
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し報告を怠るものもあると思いますので、その際には議員からご指摘を頂ければ報告させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 勝元君。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 指摘をしてほしいとおっしゃってるんですけどもね、指摘を受けるまでもなく誠実にや

っぱりそちらのほうから答弁すべきものやと思います。前回の９月というと、私、通告書

の中にちゃんと具体的に書いてましたしね。それを読めば普通に分かるはずなんですけれ

ども、ずれていた。そして、質問の内容も確認に来ないと、答弁調整にも来ないというこ

とも重なってますので、それはちょっと違うんじゃないかということはここで述べさせて

いただきます。 

 ですので、今後は聞き直してくれという姿勢ではなくて、１発目からちゃんと答えてく

ださいということは、ここで要望として申し上げさせていただきます。答弁は結構です。 

 あとちょっと、時間がもうありませんので、３）の個々の議員に対する対応については

ちょっと割愛させていただいて、また別の機会にさせていただきます。 

 で、４）番目、杉原町長のこれまでの議会人としての知識・経験を生かした組織改革に

ついてお聞きしたいんですが、議会人出身の杉原町長、これまでの議員生活、思うところ

を、どういうふうに町政改善に組織改革に生かそうと思っているか、お答えいただきたい

と思います。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議会から見た町政と、今回町長になった理事者側とは全く真逆で、今、日々困っている

ところです。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 勝元君。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 どういうふうに経験を活かそうと思っているか。活かそうと思っているポイントとか、

そこら辺をちょっとお聞きしたくて質問してるんですが、町長は６期２１年でしたか、の

議員生活をということで、選挙のときの配布されたビラとかにも書かれてましたけれど

も、やはりその議員生活の中で役所側を見ていて、これが問題やなと思ってるところ、あ

ったと思われます。そこを挙げていただいて、そこを、こういう点についてはこうしたい

と思っているという、その辺のあたり、ちょっと１つか２つでもお答えいただけたらと思
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うんですけども。 

議長（北村 孝議員） 

 時間がもう少しですので、答弁で終わります。 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 非常に難しい質問です。まだ、言っても２か月足らずというところです。今、何かお褒

めの言葉か、けなされてるんか分からんような言葉で、６期２１年もやってるって言うて

るのは、褒められているのかけなされているのか分からないんですけれども、一生懸命や

りますよ。ただ、その数字のことをぐちゃぐちゃ言われても分かりませんし、ただ、１期

４年、真っすぐにします。勝元さんのように府でも一生懸命勉強もなさいまして、立派な

方が目の前に座っていますので、非常にプレッシャーがかかっています。頑張ります。 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 以上で、勝元由佳子議員の一般質問を終結いたします。 

 これをもって一般質問を終わります。 

 

議長（北村 孝議員） 

 議事の都合により暫時休憩いたします。 

 １５時１５分から再開いたします。 

（「午後３時０２分」休憩） 

 

議長（北村 孝議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（「午後３時１５分」再開） 

           （出席議員及び議事参与員休憩前に同じ） 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第４ 認定第１号 令和元年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定に

ついて（決算審査特別委員会委員長報告）を議題といたします。 

 本件は、去る９月９日開会の第３回定例議会におきまして、決算審査特別委員会に付託

し、その審査を閉会中の継続審査に付した次第であります。 

 これより、三宅良矢委員長に審査の結果報告を求めます。 

決算審査特別委員会委員長（三宅 良矢議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 
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 三宅君。 

決算審査特別委員会委員長（三宅 良矢議員） 

 北村議長のお許しを頂きまして、ただいまから決算審査特別委員会委員長報告をさせて

いただきます。 

 本件は、令和２年９月９日開会の第３回定例会におきまして、本特別委員会に付託さ

れ、閉会中の継続審査となりました令和元年度忠岡町一般会計、各特別会計歳入歳出決算

認定について、審査の経過及び結果について、ご報告申し上げます。 

 委員会は、９月２８日から３０日の３日間にわたり、前町長、教育長ほか関係職員の出

席を求め、一般会計及び各特別会計について、健全な財政運営を維持しながら、予算の目

的に沿った効率的、効果的な執行がなされたか、さらに事業効果についてどうであったか

など、綿密かつ慎重に審査した次第でございます。 

 出席委員は、前川和也副委員長、北村孝委員、是枝綾子委員、松井匡仁委員、勝元由佳

子委員、私、三宅良矢が出席のもと審査を行いました。 

 各会計の歳入歳出決算高は、既に議員各位に配布されております決算書のとおりであり

ます。 

 財政課より令和元年度の一般会計の決算状況について説明がありました。まず、令和元

年度の一般会計決算規模は、歳入で６６億８，１９４万円、歳出で６６億５，７３７万

８，０００円となり、歳入については、地方交付税や町債などの減により、前年度と比べ

て２億３，２９３万５，０００円、３．４％の減、歳出については、認定こども園整備補

助金やスポーツセンター耐震化等整備工事などの減により、前年度と比べて１億８，１９

１万５，０００円、２．７％の減となりました。 

 決算収支につきましては、歳入歳出差引額は２，４５６万２，０００円、実質収支は、

１，９９８万７，０００円の黒字となりました。 

 しかし、普通交付税や臨時財政対策債が大幅に減となったことにより、歳入不足となっ

たため、９，０００万円の財政調整基金を取り崩して収支調整を行っていることから、非

常に厳しい決算となったとのことです。 

 歳入では、町税が前年度と比べ７２３万２，０００円の増となり、府支出金がこどもの

ための教育・保育給付費負担金や選挙委託金の増などで２，３１５万１，０００円の増、

寄附金がふるさと忠岡応援寄附金の増などにより５，４８８万８，０００円の増となりま

したが、地方交付税が４，６４３万３，０００円の減、国庫支出金は保育所等整備交付金

などの減により３，８３６万１，０００円の減、町債は認定こども園整備事業債やスポー

ツセンター整備事業債などの減により３億４，６５６万５，０００円の減となるなど、歳

入全体では、前年度比２億３，２９３万５，０００円の減となったとのことです。財源構

成におきましては、自主財源比率は前年に比べ若干の伸びを見せるものの、依然として依

存財源の割合が半数以上を占める状態となっております。 
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 一方、歳出では、義務的経費において、人件費が３，７０４万９，０００円の増、扶助

費が認定こども園施設型給付費などの増により７，１０７万２，０００円の増、公債費が

忠岡小学校空調等整備事業などの元金償還発生により４，３０８万４，０００円の増とな

るなど、経費全体では１億５，１２０万５，０００円の増となりました。 

 投資的経費はスポーツセンター耐震化等整備工事や認定こども園整備事業費補助金など

の減により４億８，８７２万６，０００円の減となりました。 

 その他経費では補助費等で、プレミアム付商品券事業やふるさと忠岡応援寄附金謝礼の

増などにより６，３１２万円の増、積立金はふるさと忠岡応援寄附金に係る各基金積立金

の増により８，２１８万６，０００円の増になりました。 

 歳出全体では、１億８，１９１万５，０００円の減となったとのことです。 

 また、多額の財源不足を財政調整基金の取り崩しにより補塡せざるを得ない状況になっ

ていることから、なお一層の財政健全化に努めなければならない厳しい財政状況に変わり

はないということでありました。 

 本町の令和元年度の経常収支比率は１０８．４％で、前年度（１０３．９％）より４．

５ポイント悪化しました。現状では社会経済や行政需要の変化に柔軟に対応することが難

しい状態が依然として続いていることとなっています。 

 令和元年度の経常収支比率が悪化した要因は、分母となる経常一般財源等収入において

地方交付税等が大幅な減となったこと、分子となる経常経費充当一般財源において公債費

や扶助費が増となったことによるものであります。 

 経常収支比率の推移については、本町は平成１０年度以降、１８年連続で１００％を超

えており、大阪府内町村及び市町村の平均を大きく上回っております。財政の弾力性は依

然として硬直した状態を示しております。 

 経常経費充当一般財源については、平成２２年度から徐々に増加し、平成２７年度を頂

点に徐々に減少していましたが、令和元年度は、主に扶助費や公債費の増により増加した

とのことでした。 

 続いて一般会計基金残高の状況ですが、財政調整基金は４億４９３万４，０００円、公

共施設整備基金を初めとした特定目的基金は３億４，４７９万８，０００円となってお

り、合計７億４，９７３万２，０００円であり、前年比約１億５，０００万円の増加とな

っております。 

 近年は、ふるさと忠岡応援寄附金の増収が大きく影響し、基金残高についても徐々に増

となっております。なお、森林環境譲与税基金については、令和元年度から新設されたも

ので、国から譲与される国税で使途について、里山や自然環境の整備などに特定されてい

る基金です。 

 次に、地方債現在高の状況ですが、令和元年度末の地方債現在高は７４億２，７９３万

円で、前年度より３億６，８０１万６，０００円の減となっています。 
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 続いて健全化判断比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による４

指標等につきまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率はなし、実質公債費比率は１０．

９％、将来負担比率は６０．６％、公営企業における資金不足比率はなしとなっておりま

す。全ての比率において早期健全化基準を超えておりません。 

 今後も引き続き、各指標における判断比率が悪化することのないよう、また持続可能な

行政経営を目指してまいるとのことであります。 

 なお、将来負担比率については地方債の返済を着実に実行しているため、数値は年々改

善しており、基準内に収まっている状況です。公営企業における資金不足比率については

下水道特別会計において、基準内に収まっているとのことであります。 

 続きまして、今後の財政収支見通しにつきまして説明いたします。 

 まず、実質収支額の推移でございます。令和元年度は財政調整基金を取り崩して収支調

整し、１，９９８万７，０００円の黒字を何とか確保したところでございます。しかし、

令和２年度の決算見込みについては、町税において前年度１０月に法人税割の税率が改正

された影響や、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う徴収猶予の影響を受け、減少する見

込みとしていることや、普通建設事業における町一般財源負担が多額であると見込まれる

ことから、令和２年度についても、財政調整基金を約３，０００万円程度取り崩して収支

調整する想定としています。ただし、普通建設事業における町一般財源負担の財源とし

て、大阪府市町村施設整備資金貸付金などが確保できた場合は、財政調整基金を取り崩さ

ずに、実質収支の黒字を確保できると想定しております。 

 令和３年度以降については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、個人町民税

や法人町民税が減少する見込みであることや、東忠岡地区の認定こども園整備事業が着工

されることなどにより、必ずしも直ちに財政状況が好転するとはいえず、次年度以降も続

くと想定しています。しかし、令和５年度で町民いこいの広場整備事業債の償還が完了す

ることにより、令和６年度以降、収支が緩やかに改善していくと現時点では見込んでいま

す。 

 次に、経常収支比率については、町税を初めとした経常一般財源等収入の増加が見込み

にくいことから、当面の間は、１００％を超える高水準で推移すると見込んでいます。 

 ただし、全体として健全化判断比率の４指標については、緩やかではありますが改善し

ていく見込みとなっております。 

 地方債現在高については、東忠岡認定こども園整備事業など想定される建設事業の新発

債も織り込んだうえで、その影響を受けても、徐々に地方債現在高は減っていく見込みと

なっております。加えまして、財政調整基金残高につきましては、ふるさと忠岡応援寄附

金を一定見込んでいることから、徐々に増えていく見込みとしているとのことです。 

 続きまして、討論で各委員から出されました意見と要望でありますが、委員を代表して

私が各委員の意見書を読み上げさせていただきます。 
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 まず、松井匡仁委員の意見書です。 

 無所属なだ会、松井です。 

 令和元年度忠岡町一般会計、特別会計につきまして意見を申します。 

 本年度は、基金を取り崩して収支調整を行う決算となりましたが、歳入においては住民

税や固定資産税など自主財源が増えたことについては大変喜ばしいことと考えます。 

 しかし、普通交付税の大幅な減額による経常収支比率の悪化など、懸念材料も残る決算

となりました。 

 今後は、経常一般財源等収入を増やす努力を行っていただくことを期待し、令和元年度

決算を認定いたします。 

 続きまして、勝元由佳子委員の意見書です。 

 改革忠岡の勝元より、令和元年度歳入歳出決算について、意見を申し上げます。 

 本町の令和元年度の財政状況及び今後の見通し等については、決算資料のとおりですの

で省略することとしまして、令和元年度は、町制施行８０周年に当たる年でもあり、記念

事業等も実施されました。その記念事業の支出内容も含め、個々の歳入・歳出に係る問題

点、疑問点などについては、審議の中で指摘させていただいたとおりですが、令和元年度

の決算内容全般について、削減できる税金の無駄遣い、特に発注・契約や、その活動効果

や存在意義の不明な町内外郭団体への無駄については、特に指摘させていただいたとおり

です。 

 また、財産管理、特に郵券類の管理については、過去の議会においても指摘させていた

だいたところであり、指摘後、改善が図られているのかと思いきや、また再びずさんな管

理状態にいつ戻ってもおかしくない状況のままであることも、今回の質疑の中で明らかと

なりました。 

 加えて、徴収すべき行政財産の使用料についても、これも従前から問題点については指

摘してきているにもかかわらず、全く法的根拠もないまま、あえて徴収しない姿勢を貫く

など、公務員、地方自治体に課せられた「最小の経費で最大の効果を上げる」という使命

を全く無視したものであるというふうに、住民として憤りを覚えました。１円単位のシビ

アな公金管理のできない職員が、どうして税金の無駄遣いを削れることがあるでしょう

か。できません。 

 忠岡町は、常に「財政難」を理由に、必要な住民サービスも切り詰めており、忠岡町に

住んでいる住民が「忠岡町に住んで、忠岡町に税金を納めて良かった」と、その恩恵を実

感できない状況にあります。 

 令和元年度決算においては、寂れた忠岡町の活性化のための産業振興予算が実質、１，

０００万円レベルであるのに対して、ＫＩＸ泉州ツーリズムビューローへの負担金に約５

００万円も支出するなど、今後はインバウンド減の中、削減対象とすべき予算も見えてき

たように思います。 
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 また、教育予算を見てみると、そのほとんどが、人件費や施設管理、また関係団体等々

への負担金など、教育行政の維持管理の部分に８割ほどが割かれ、実質的な子どもたちへ

の教育事業に係る経費はせいぜい２割から３割程度でした。 

 一方、ごみ行政においては、従前から指摘しているとおり、町内ごみ収集業者への委託

料に巨額の公費が投じられ、またごみ行政以外の面でも投じられている面もあり、削減で

きるのにいつまでもドンブリ勘定的な税金の無駄遣いを継続しており、住民の不満も募る

一方です。 

 このように、挙げれば切りがありませんが、忠岡町の令和元年度決算については、住民

目線に立った、住民のための行財政運営がなされているとは到底言い難い内容であると感

じました、再度、本町職員は、地方自治の本旨及び公務員が何たるかをいま一度、認識し

直すとともに、再度、「最小の経費で最大の効果を上げる」という、最低限かつ根本的な

大原則、公務員の使命を頭にたたき込んでいただきたいと思います。 

 よって、令和元年度決算については、反対いたします。 

 続きまして是枝綾子委員の意見書です。 

 令和元年度決算委員会の日本共産党議員団の意見を申し上げます。 

 昨年１０月からの消費税８％から１０％への増税があり、消費の落ち込み、消費不況の

中、今年２月からの新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業の休業による収入減、

労働者の休業などに続き、３月の学校一斉休業と、大きな混乱があった元年度の決算であ

ります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響、行政に求められる対策という点からも、見る必要が

あります。戦後、経験したことのないパンデミックとなり、経済ではリーマンショックを

超える大きな打撃と言われています。 

 本町の決算を見ますと、普通交付税や交付税の代替である臨時財政対策債の減などによ

り歳入不足となり、９，０００万円の財政調整基金を取り崩し、１，９９８万７，０００

円の黒字となりました。 

 新しい施策として、まず、幼稚園・保育所・こども園の３歳児以上の給食の無償化がさ

れ、保護者の負担の軽減が図られました。 

 子どもの読書推進として、ブックスタート事業をセカンド、サードと拡充されました。 

 スポーツセンターについて、指定管理ではありますが、温水プールも再開され、開館時

間も延長され、休館日も週１日に減らし、町民のニーズに応えられました。 

 上下水道料金の基本料金について、ひとり暮らし高齢者などへの福祉減免制度を継続さ

れました。 

 就学援助制度については、生活保護基準が引き下げられても影響が出ないように対応さ

れ、入学準備金も増額されました。予算の執行はされませんでしたが、学校の少人数学級

の取組となる当初予算が組まれておりました。 
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 大阪北部地震を受けての、民間ブロック塀の撤去費用の補助金も出されています。 

 継続事業としては、あすなろ未来塾、こども食堂、中小企業の融資の利子補給制度、子

ども安全パトロールなどが取り組まれております。 

 財政が厳しい中、住民の暮らし、子育て支援、防災など取り組まれております。 

 しかし、問題点もあります。 

 まず、クリーンセンターの整備・運転管理については、包括ではなく、広域化をしてい

くため修繕・工事費と運転管理は、別々に入札・発注されること。 

 ２点目、衛生費のごみ収集・運搬などの委託料については、財政面を考え、見直しをさ

れること。 

 ３点目、入札制度の改善、特に最低制限価格の事前公表については、早急にされるこ

と。 

 ４点目、耐え難い負担となっている国保料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は引き

下げられること。 

 ５点目、個人情報の漏えいやプライバシーの侵害拡大となる個人番号マイナンバーは広

げないことであります。 

 特に子ども医療費助成は高校卒業まで拡充されること。 

 国保料は黒字決算であり、基金で約２，０００万円積み立てられてきています。引下げ

をされること。 

 クリーンセンターの広域化を促進されること。 

 不要不急な工事をやめ、新たな起債は発行されないこと。 

 防災の避難所の確保をされること。 

 コロナ対策として、町独自に医療・福祉職員のＰＣＲ検査を実施されること。 

 文化会館や福祉センターなど、休館日を週１日に戻されること。 

 子どもの貧困対策に取り組まれること。 

 学校教育へのパソコン導入と維持管理費は、国の政策であり、慎重に対応されること。 

 福祉バスは、土曜日の運行と反対回りという増便もされること。 

 西区ふれあい公園の土地を買い戻す方針であることも、再度、確認されました。 

 また、総括質疑でも申し上げましたが、ＳＮＳなどで流されている「４０代以上の本町

職員は全員無試験で縁故採用だ」ということについて、本当なのか、町に事実確認をいた

しましたところ、公務員試験と同等水準の採用試験を行っているとのことでありました。 

 ４期１６年間、岸和田市との合併をしないという住民投票の結果を受け、誕生した和田

町政であります。住民本位の町政を行ってこられました。自らの町長報酬カット、退職手

当を受け取らないなど、職員も住民も協力し、行財政改革に取り組んでこられました。 

 私たちは、住民本位の町政が今後行われるよう引き続き努力してまいりたいと思いま

す。 
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 以上、申し上げて、本決算について認定いたします。 

 続きまして北村孝委員の意見書です。 

 令和元年度忠岡町一般会計及び各特別会計について公明党の意見を申し上げます。 

 歳入歳出決算額は、歳入で６６億８，１９４万円、歳出で６６億５，７３７万８，００

０円で、形式収支は２，４５６万２，０００円、実質収支は１，９９８万７，０００円の

黒字となっているとの説明があったが、普通交付税等の減により歳入不足となり、財政調

整基金を取り崩し収支調整を行っていることから、非常に厳しい決算となりましたとの説

明がありました。 

 新型コロナウイルスが拡大し、経済的に戦後最大の落ち込みと言われる、まさに国難の

ときである。本町も７人の感染者を出し、お見舞いを申し上げるとともに、一日も早い回

復を願います。また、行政におかれましては、感染予防を様々な角度から施策を講じられ

取り組んできたところであり、引き続きお願いいたします。 

 決算の中身については厳しい財政状況ではあるものの、提案、推進してきた施策が実行

されていて、質疑で明らかになった新型コロナ感染症のＰＣＲ検査を町内でできるよう体

制づくりを保健所と医師会とで協議中であるとのことで、住民の健康を守る立場からよろ

しくお願いいたします。 

 また、近年、電子マネーが多くの国民、住民に利用されるようになり、本町においても

来年度から国民健康保険を手始めにスマホ決済されるとのことであり、引き続き拡大して

いただけるよう要望するとともに、住民の福祉向上に鋭意努力されることを願い、本決算

を認定いたします。 

 次に、前川和也副委員長の意見書です。 

 申し上げます。昨年は平成から令和へと時代が変わりました。 

 その元年度となる決算でございますが、新しい時代への希望も込めての、意見表明をさ

せていただきます。 

 令和元年度一般会計決算におきましては、歳入６６億８，１９４万４６２円、歳出６６

億５，７３７万８，２２１円で、差引額は２，４５６万２，２４１円でありました。 

 実質単年度収支は約２，４６７万円と３０年度に比べ、大きく減少してしまい、９，０

００万円を財政調整基金から取り崩しての収支調整も行っていることから、厳しい決算と

なりました。 

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は１０８．４％であり、３０年度と比較し４．５

ポイントの悪化、昨年から引き続き１８年連続で１００％を超えた結果となり、この先の

見通しでも１００％越えが続くことは憂慮すべき事態であります。 

 令和元年度は地方交付税の大幅減による影響を受けたものですが、今後もこのような交

付額が予想される中、時代の変化に合わせた住民サービスを的確に行っていくためにも、

引き続きの行財政改革、広域連携の推進を断行し、持続可能なまちづくりを行っていかな
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ければなりません。 

 個別の政策について触れますと、歳入関係では、徴収体制の強化による徴収率の向上

や、ポータルサイトの活用によるふるさと応援寄附金の着実な伸びが今年も見られ、引き

続きの取組を進めていただきたいと思います。 

 歳出関係については、忠岡地区での公私連携によるこども園の開園、スポーツセンター

の指定管理者制度による運営など、民間の活力導入において評価のできるところがあり、

消防の指令システムの広域化に向けて動き出したことも、財政とサービス向上の両面にお

いて、同じく評価をしたいと思います。 

 教育、子育て支援の充実に向けては、あすなろ未来塾、英語教育関連、読書活動推進事

業など多くが継続され、効果の見られるものも多々ございました。引き続き、忠岡の未来

を担う子供達へ向けた教育施策について、計画的な取り組みを進めていただきますようお

願いをいたします。 

 町財政全体を見渡し、健全化判断比率４指標を見ますと、実質赤字比率、連結実質赤字

比率は基準内であり、実質公債費比率、将来負担比率は改善されていることは評価に値す

るものですが、こども園の大規模整備事業を控え、そして多発する自然災害や、本年の新

型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、この先、予想外の財政出動にも備えなけれ

ばなりません。 

 基金の積み立てに際しても、ふるさと応援寄附金の毎年の増、そして財政当局の努力の

おかげもあり、令和元年度でも着実に積み立てられておりますが、社会情勢を適切に見極

め、取り崩すタイミングや額についてはこれからも議会との相談を密にしていただきたい

と思っております。 

 最後に、少子高齢化社会を見据え、財政上の観点からだけではなく、小さな町単独では

得ることのできないようなスケールメリットを生かした事業の実現に向けて、様々な行政

分野において、より一層の広域連携の推進にも尽力していただくように、ただし他市に飲

み込まれて一方的に不利益だけを被るというような形には決してならないようにお願いを

いたしまして、呈祥会では令和元年度の決算を「認定」といたします。 

 以上が各委員の意見でありました。 

 本特別委員会としては、令和元年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定

について、一括採決いたしましたところ、賛成多数により原案のとおり「認定すべきも

の」と決した次第でございます。 

 最後に、今回の審査にあたっては、３日間を通じて多岐にわたり質疑が展開されまし

た。しかもその多くは、強い要望、意見、指摘として出されました。任期４年１６年を務

め上げられた和田前町長の町政運営について、これにて一旦の区切りを迎えたことになり

ます。 

 ただし、従前として厳しい財政運営が今後も続く中であります。その財政状況や経済の



86 

 

見通しが厳しい中におきまして、果敢にも町長に立候補され当選された杉原新町長、教育

長及び理事者におかれましては、指摘事項等を十二分に踏まえ、今年度の予算執行、次年

度以降の予算編成に向け反映いたしますよう願います。それには、本町財政の効率的運用

を図りながら、財政健全化に向けてより一層取組を強められたいこと、また住民サービス

の維持向上にも鋭意努力を傾注され、選挙における公約を踏まえて着実に実行し、住民の

期待に応えていただけますよう、これら併せて強く要望いたし、決算審査特別委員会の委

員長報告とさせていただきます。 

 令和２年１２月１０日          決算審査特別委員会委員長 三宅 良矢 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 報告は、以上のとおりです。 

 ただいまの委員長報告に対するご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより日程第４ 認定第１号 令和元年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決

算認定についてを採決いたします。 

 委員長報告どおり認定することに決定してご異議ありませんか。 

（「異議あり」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ありの声がありますので、起立により採決いたします。 

 認定第１号 令和元年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について、決

算審査特別委員会委員長報告どおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

議長（北村 孝議員） 

 起立多数であります。よって、本件は決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 
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議長（北村 孝議員） 

 日程第５ 議案第６２号 忠岡町副町長の選任についてを、議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６２号 忠岡町副町長の選任について、ご説明申し上げます。 

 現在欠員となっている本町副町長について、令和３年１月１日付で井上智宏氏を選任い

たしたく、議会の同意を求めるものでございます。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、適任者と思われますので、どうぞご賛同賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を付託してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより、議案第６２号 忠岡町副町長の選任についてを、採決いたします。 

 原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 ここで、任命同意された井上智宏さんより挨拶をいたしたいとの申し出がありますの

で、これを許します。 

 それでは、井上智宏さんの議場への登壇を許可いたします。 

（井上智宏氏：入場） 

井上智弘氏 

 ただいま副町長選任のご同意を賜りました井上でございます。議長よりお許しを頂きま

したので、一言ご挨拶をさせていただきます。 

 もとより微力ではございますが、大阪府で培った経験や知識を生かしながら、杉原町長

の補佐役として、誠心誠意力を尽くしてまいる所存でございます。皆様方におかれまして

は何とぞご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 甚だ簡単ではございますが、以上をもちまして副町長就任に当たってのご挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

（井上智宏氏：退場） 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第６ 議案第６３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを、議

題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、ご説明申し上げ

ます。 

 本町人権擁護委員 亘瑠璃子氏は、令和３年６月３０日をもって任期満了となります

が、引き続き、同氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、広く社会実情に精通し、適任者と思われますので、ご

賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第６３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを、採

決いたします。 

 原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第７ 議案第６４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを、議

題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 
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町長（杉原 健士町長） 

 議案第６４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、ご説明申し上げ

ます。 

 本町人権擁護委員 吉田幸代氏は、令和３年６月３０日をもって任期満了となります

が、引き続き、同氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、広く社会実情に精通し、適任者と思われますので、ご

賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第６４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを、採

決いたします。 

 原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 
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 日程第８ 議案第６５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを、議

題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、ご説明申し上げ

ます。 

 本町人権擁護委員 正木啓史氏は、令和３年６月３０日をもって任期満了となります

が、引き続き、同氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、広く社会実情に精通し、適任者と思われますので、ご

賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 
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 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第６５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを、採

決いたします。 

 原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第９ 議案第６６号 忠岡町教育委員会委員の任命についてを、議題といたしま

す。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６６号 忠岡町教育委員会委員の任命について、ご説明申し上げます。 

 本町教育委員会委員 新田哲也氏は、令和２年１２月３１日をもって任期満了となりま

すが、引き続き、同委員に任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、適任者と思われますので、ご賛同賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ
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んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第６６号 忠岡町教育委員会委員の任命についてを、採決いたします。 

 原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１０ 議案第６７号 公の施設の指定管理者の指定についてを、議題といたしま

す。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６７号 公の施設の指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。 

 本件は、「忠岡町総合福祉センター」及び「東忠岡老人いこいの家」の管理運営につい

て、令和３年４月１日から向こう５年間、株式会社ビケンテクノを当該施設の指定管理者

に指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 
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議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第６７号 公の施設の指定管理者の指定についてを、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１１ 議案第６８号 忠岡町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の

制定についてを議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 
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議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６８号 忠岡町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定につい

て、ご説明申し上げます。 

 本件は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国及び大阪府の利子補給制度の対象

となる融資を受けた町内事業者に対して、当該利子補給制度の終了後に町が実施する利子

補給事業の財源に充てるため、本条例を制定するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第６８号 忠岡町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制

定についてを、採決いたします。 

 原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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議長（北村 孝議員） 

 日程第１２ 議案第６９号 忠岡町諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部

改正についてを、議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６９号 忠岡町諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正につい

て、ご説明申し上げます。 

 本件は、租税特別措置法及び地方税法の改正により、「特例基準割合」の割合自体の引

下げ及び名称の改正がされたこと並びに還付加算金及び延滞金について年０．１％の最低

限の割合を定める規定が追加されたことに伴い、関係条例を一括して改正するものでござ

います。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 
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 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第６９号 忠岡町諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改

正についてを、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１３ 議案第７０号 忠岡町重度障害者等の医療費の助成に関する条例等の一部

改正についてを、議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第７０号 忠岡町重度障害者等の医療費の助成に関する条例等の一部改正につい

て、ご説明申し上げます。 

 本件は、大阪府の福祉医療費助成制度において、精神病床への入院に係る医療費を助成

の対象にするとともに、重度障害者医療費助成制度における住所地特例の取扱いが国民健

康保険法に準拠したものに改正されることに伴い、関係条例を一括して改正するものでご

ざいます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第７０号 忠岡町重度障害者等の医療費の助成に関する条例等の一部改

正についてを、採決いたします。 

 原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１４ 議案第７１号 忠岡町火災予防条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 
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 議案第７１号 忠岡町火災予防条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 

 本件は、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令」の改正により、急速充電設備の全出力の上限が

拡大されたこと並びに急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準が改正されたこと

に伴い、本条例を改正するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第７１号 忠岡町火災予防条例の一部改正についてを、採決いたしま

す。 

 原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１５ 議案第７２号 令和２年度忠岡町一般会計補正予算（第１０号）について
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を、議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第７２号 令和２年度忠岡町一般会計補正予算（第１０号）について、ご説明申し

上げます。 

 今回の補正予算額は、１，６４４万９，０００円で、これを追加することにより、予算

総額は９６億４，１８５万２，０００円となります。 

 主な内容につきましては、各費目で計上している人件費において、職員等の給与改定実

施等に伴う調整額の計上、また、衛生費において、インフルエンザワクチン定期接種緊急

促進事業関連経費の計上、教育費において、忠岡小学校屋外トイレ改修工事関連経費の計

上、ＧＩＧＡスクール構想に伴う緊急事態宣言時の家庭学習関連経費の計上などでありま

す。 

 次に、継続費の補正につきましては、（仮称）東忠岡地区認定こども園整備事業につい

て、期間は令和２年度から令和５年度まで、総額１４億円を追加するものであります。 

 次に、債務負担行為の補正につきましては、東忠岡保育所給食調理業務委託について、

期間は令和２年度から令和５年度まで、限度額を５，７０２万４，０００円追加、社会福

祉施設指定管理運営業務委託（総合福祉センター・東忠岡老人いこいの家）について、期

間は令和２年度から令和７年度まで、限度額を８，７２８万６，０００円追加するもので

あります。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 ３５ページの（仮称）東忠岡地区認定こども園整備事業１４億円の継続費補正について

お尋ねします。この１４億円の整備事業費の内訳について、まずお聞きします。 

 基本設計の段階では、東忠岡地区認定こども園の事業費というんですか、建設費は約７
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億円余りというお話でした。今年度、実施計画がつくられまして、具体的に金額が出てき

ました。今回の議案では継続費、総額１４億円が提案されております。令和３年度に３億

１，０００万円、令和４年度に８億２，０００万円、令和５年度に２億７，０００万円、

合計で１４億円ということになっております。 

 これは、７億円から１４億円になったという中身については、都市再生整備計画として

の、その中の都市構造再編集中支援事業として、その交付金申請をすると、対象となるも

のに対しての２分の１の国土交通省からの補助金が来るからということで、それを受ける

ということで町民の負担が少しでも減るというところで、それには公園整備というのを隣

接して事業費に入れたということで、このようになったと聞いております。基本設計のと

きには新しい、できるこども園は２階建てでありましたが、実施設計では子どもの安全面

を考慮するなどの点から平家建てになり、建設費が９億円ということになったというふう

に聞いております。 

 まず、この１４億円の、その事業費の内訳についてご説明ください。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 ご質問の継続費の内訳でございます。 

 まず、令和２年度につきましては入札工事のみでございますので、ゼロ円となっており

ます。 

 令和３年度につきましては、幼稚園部の仮設園舎建設費、既設幼稚園の解体、こども園

整備費で３億円、工事管理費で１，０００万円の合計３億１，０００万円を計上しており

ます。 

 令和４年度につきましては、こども園整備費、既設保育所の解体で７億６，５００万

円、備品購入で４，５００万円、工事管理費で１，０００万円の合計８億２，０００万円

を計上しております。 

 令和５年度は、外構工事費、子育て支援センター整備費で２億５，５００万円、備品購

入で５００万円、工事管理費で１，０００万円の合計２億７，０００万円を、それぞれ計

上しております。 

議長（北村 孝議員） 

 是枝君。 

６番（是枝 綾子議員） 

 まず、幼稚園、保育所の解体や新しい園舎を建てる、そして認定こども園や子育て支援

センターを必ず必置ということでありますので、それということや、公園の最終的な外構

の整備費というところが順次出てくるということであります。 

 １４億円ということですので、かなり気になるところは、事業費が大きいですから今後
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の町民の負担がどうなっていくのだろうか、忠岡町の財政は大丈夫なんだろうかというと

ころの、そのところが気になるところでありますが、１４億円の事業のうち国などの補助

金というのが幾らあるのだろうか、そして幾らの借金をするんだろうか、借金で建てない

とできませんので起債はどのぐらいして、そして幾ら、頭金として一般財源からどのぐら

い出すのかという財源の内訳についてをご説明ください。 

 その際に、その起債ですね。今後、起債の返済の計画というのはどのようになっている

のかというところは、年３，０００万円ずつの返済というふうに、３０年間、元利償還と

いうふうに聞いておりますけれども、これが財政に与える影響というものはどのようにな

るのか。気になるところは、やはり財政が厳しい中で３，０００万円の返済ということに

ついて、町民の、まあ言ったら住民サービスの低下やそういった負担増とかいうことにな

らないであろうかというところも含めて、本町の財政に与える影響についても併せてお聞

かせください。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 財源につきましては、国庫補助金を６億３，０００万円、地方債を６億４，８００万

円、残り一般財源が１億２，２００万円と見込んでおります。 

 なお、今議員からもお示しがございましたが、公債費の償還としまして、年間約３，０

００万円を見込んでおり、３０年間の償還を見込んでおります。その辺りにつきましては

財政当局とも調整しておりまして、町の財政への負担という部分については一定見込んで

いるということで財政のほうからも聞いておりますので、よろしくご理解のほどお願いい

たします。 

議長（北村 孝議員） 

 是枝君。 

６番（是枝 綾子議員） 

 一般財源の１億２，２００万円については、基金ですね、福祉の関係に使われる目的基

金のところから、そういうふうにお聞きをしております。あと、年間３，０００万円ずつ

の元利償還の返済については公適債を起債するということで、交付税措置というものです

かね。基準財政需要額にも２分の１、５０％見込まれるであろうということでありますの

で、若干の、わずかですが、何らかの措置は交付税としてあるだろうということだと思い

ます。町民のほうに対しての負担増とか、そういったことにはならないように、財政とも

相談をして話をしているということでありますので、今後、要望もたくさん増えてくると

思いますが、そういったことにも、このことがあるから要望を聞けないとか、そういった

ことではなく、対応もしていっていただきたいというふうに思います。 

 その中で、一番国の補助金ですね。これから申請をきちんとされて、そして交付決定さ
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れるまで、忠岡町の予定では今、６億３，０００万円というふうに見込んでおられますけ

れども、万一これが補助金が予定よりも大幅に少なく、もし万一なった場合というところ

の町の対応についてというところも併せてお聞かせいただきたいと思いますが、一般財源

としての町民の負担が増えていくということになりますので、補助金が少なくなったら。

そしたら、その場合、計画の内容の見直しも含めて検討し直しということも、そういうお

考えはございますでしょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 是枝議員、最後の質問になりますので。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 国庫のほうを頂ける、採択していただけるということを前提に財源構成をしております

ので、万が一この国費の採択ができなければ見直しも考えているところでございます。こ

ども園の建設につきましては、中長期的な視点に立ち財政負担を見込んでおりますので、

大規模な災害などがなければ必要な住民サービスが受けれなくなるということは考えてお

りませんので、よろしくお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 先ほどの是枝議員と引き続き、関連質疑になるんですけども、今回こういう形で令和２

年度から令和５年度まで、継続費ということで東忠岡地区認定こども園の整備事業が行わ

れるわけなんですけども、実際に工事を始めるに当たっての、まずスケジュールを教えて

いただきたいのと、あと下の、忠岡地区の認定こども園を造る際に、子どもたちが遊ぶ園

庭の確保がなかなかされなかったということもありますので、その園庭の確保について、

そのまず２点をお伺いいたします。よろしくお願いします。 

教育部（二重 幸生部長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 
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教育部（二重 幸生部長） 

 まず、工事のスケジュールでございます。令和３年５月から幼稚園の仮設園舎の新設を

まず行い、その後、既存の幼稚園の解体工事を令和３年９月頃から行う予定にしておりま

す。恐らく令和３年の年末ぐらいから新しいこども園の園舎を、新設に入れるかなという

ことで予定しております。その後、約１年ですね。令和４年の９月頃に新園舎が完成する

見込みとなっております。 

 その後、次はまず仮設園舎の解体、その後、既設の保育所の解体を、２回の解体工事を

令和４年の年末までする予定を考えております。その後、外構並びに子育て支援センター

といった形で整備を行い、全体の完成については令和５年の夏頃を目指しております。 

 あと、園庭の確保につきましては、まず今現在、東忠岡小学校の中にございました第２

体育館のほうを解体しまして、現在更地となっております。そこの部分について、このこ

ども園が完成するまでは幼稚園並びに保育所の園児の園庭としたいというふうに考えてご

ざいますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 スケジュール及び園庭の確保については分かりました。その園庭なんですけども、今回

こういう形で保育所、幼稚園の園庭がなくなって、小学校の園庭まで移動するということ

ですので、まず安全対策としまして、園庭で遊ぶ児童たちが、幼児たちがいらっしゃいま

すと、そこまで歩いていかないといけない、連れていかないといけないということで、恐

らく外の道を一たん出てから小学校の門に入って、そこから園庭のほうに向かうという形

をとられると思うんですけども、まず、その安全確保ですね。 

 そういうのが１点と、あともう１点、工事中ですね。やっぱり工事中、いろんな車両が

行き来しますので、あと小学校が隣接しておりますので、小学校の登下校時の安全確保

と、あと並びに幼稚園、保育所の、そこに迎えに行く保護者の方たちの安全確保について

どのようなお考えをしているか、お聞かせ願いたいと思います。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 安全確保につきましては、我々としては何をするについても一番大切な部分かなという

ふうに認識しておるところでございますので、工事に当たっては、まずはそこを一番重要

と考えております。ですので、当然安全員、ガードマンですね、そういったものをきっち

りと配置して、工事車両の出入りも多くなりますので、その辺りも含めまして子どもたち
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並びに保護者の安全確保については最大限配慮してまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 よろしいですか。二家本君。 

５番（二家本英生議員） 

 じゃ、安全対策は当然きちんとしていただけるということで、よろしくお願いします。 

 あと１点なんですけども、工事が入るということで、隣が小学校で、あと保育園、幼稚

園、お子さんもいらっしゃいます。特に工事中、結構な騒音が鳴ると思いますので、小学

校の授業とか、多分きっちり対策はされると思うんですけども、特に保育園の小さい子ど

もたちが午睡の時間があると思うんですけども、その時間帯、あと小学校の子どもたちが

登下校する時間帯というのを、そういう一番危険なときと、あと子どもたちがゆっくりし

ているときの対策というのはいかがお考えでしょうか。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 先ほど言われた午睡の時間帯等につきましては、実際ピープル忠岡チャイルドスクール

を建設する際にもそういう要望もあり、たしか午後１時から３時ぐらいの間でしたかね。

その間についてはできるだけ工事を控えるようにということで、そういう依頼もさせてい

ただいたと記憶しておりますので、そういった辺りについては、今回のこども園整備につ

いても当然依頼はしていこうかなというふうに考えております。 

 朝夕の時間帯についても、今おっしゃられているように子どもたちの登下校の時間と重

なるということもございますので、その辺りについても学校現場とも調整しながら、子ど

もたちの安全・安心の確保に最大限努力していきたいというふうに考えておりますので、

よろしくご理解のほどお願いいたします。 

議長（北村 孝議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 
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 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第７２号 令和２年度忠岡町一般会計補正予算（第１０号）について

を、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１６ 議案第７３号 令和２年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）についてを、議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第７３号 令和２年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）に

ついて、ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算額は、２万８，０００円で、これを減額することにより、予算総額は１

９億７，１１１万７，０００円となります。 

 主な内容につきましては、各費目で計上している人件費において、職員等の給与改定実

施等に伴う調整額の計上、また、国民健康保険基盤安定負担金の確定に伴う財源更正であ

ります。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 
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議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第７３号 令和２年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）について、採決いたします。 

 原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１７ 議案第７４号 令和２年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついてを議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 
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 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第７４号 令和２年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第４号）について、ご説

明申し上げます。 

 今回の補正予算額は、１６５万２，０００円で、これを追加することにより、予算総額

は１６億９，４９７万８，０００円となります。 

 主な内容につきましては、各費目で計上している人件費において、職員等の給与改定実

施等に伴う調整額の計上、また、諸支出金において、過年度分保険料払戻金などでありま

す。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第７４号 令和２年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いてを、採決をいたします。 

 原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１８ 議案第７５号 令和２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第７５号 令和２年度忠岡町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て、ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算額は、７万１，０００円で、これを追加することにより、予算総額は４

億６，５８１万８，０００円となります。 

 主な内容につきましては、総務費で計上している人件費において、職員等の給与改定実

施等に伴う調整額の計上であります。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 
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 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第７５号 令和２年度忠岡町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について、採決いたします。 

 原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第１９ 議案第７６号 令和２年度忠岡町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いてを、議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第７６号 令和２年度忠岡町下水道事業会計補正予算（第２号）について、ご説明

申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、収益的支出、資本的収入、及び支出となります。 

 収益的支出では、営業費用における人件費を、資本的収入、及び支出では、企業債と企

業債償還金の増額補正を行うものでございます。 

 なお、補正に伴い、流用禁止項目である職員給与費、資本的収支の不足額、当年度分損

益勘定留保資金額につきましても、各々変更を行うものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 
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議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第７６号 令和２年度忠岡町下水道事業会計補正予算（第２号）につい

てを、採決いたします。 

 原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 ここで、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長してよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、議事の都合により、延長させていただきます。 

 

議長（北村 孝議員） 
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 議事の都合により暫時休憩いたします。 

 １７時から再開いたします。 

（「午後４時４５分」休憩） 

 

議長（北村 孝議員） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（「午後５時００分」再開） 

（出席議員及び議事参与員休憩前に同じ） 

 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 既にお手元にご配布いたしております議案を日程に追加し、議題といたしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

 追加日程を事務局長より報告させます。 

議会事務局（柏原 憲一局長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 局長。 

議会事務局（柏原 憲一局長） 

 令和２年第４回忠岡町議会定例会追加議事日程について、ご報告申し上げます。 

 日程第20 議案第７７号 物品購入契約締結について 

             （東忠岡幼稚園・東忠岡保育所用備品購入） 

 日程第21        忠岡町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

 日程第22 意見書第８号 防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策後における

予算の確保を求める意見書の提出について 

 日程第23 意見書第９号 安心・安全な少人数学級を求める意見書の提出について 

 日程第24        議会運営委員会の閉会中の所管事務調査について 

 以上でございます。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第２０ 議案第７７号 物品購入契約締結（東忠岡幼稚園・東忠岡保育所用備品購

入）についてを、議題といたします。 
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 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（北村 孝議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第７７号 物品購入契約締結について、ご説明申し上げます。 

 本件は、東忠岡幼稚園及び東忠岡保育所用備品を購入するため、入札に付した結果、株

式会社泉堺ワンダーと契約を締結いたしたく、地方自治法第９６条第１項第８号の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（北村 孝議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

 勝元議員。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 １点お聞きしたいんですけれども、先日の全員協議会のときのご説明といいますか、の

中で、入札、７社指名して６社が現場説明会に来たけれども、実際蓋を開けたら４社が辞

退をしていて、２社だけでの競争になったということでお聞きしてますけれども、その多

くの、ほとんどの指名業者さんが辞退された理由というのはどこら辺にあると町側は分析

されているでしょうか、お聞きします。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 入札でございまして、その前に現場説明会というものを行っております。そのときにこ

ちらのほうから、こういう仕様でという形で当然提示をするわけでございますが、その提

示に基づいて各、それぞれの会社のほうで検討した結果、辞退されたというふうになった

のかなというふうに考えております。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 勝元君。 
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１１番（勝元由佳子議員） 

 その仕様内容等々を含めて、発注者側が条件を提示するというのはどの入札でも同じな

んですけど、これだけやっぱり辞退される。忠岡町の入札結果を見てみますと、ほとんど

の業者が辞退していて、１社あるいは２社ぐらいで競争していて、ほとんど競争性が、競

争原理が働いてないという入札、結構見受けられるんですよ。そういうのは入札してても

入札の意味がないわけでね。こちらは条件提示するだけです、提示する側です、だから応

じる応じないは業者さんの勝手ですというか都合ですとか、そういう受け止めで終わって

るんじゃなくて、何で４社も辞退されたんだろうかという、その原因のところですね。ち

ゃんと、きちんと応札に来てもらえなかった、競争の中に呼んでいるのに来てもらえなか

った、その理由は何なんだろうというところを突き詰めて分析していただかないと、忠岡

町の発注というところに全く競争原理が働かないということは今後も続くと思いますの

で、そこは改善していただきたいんですけれども、少なくともこの件については、何で現

場説明会に来たのに実際辞退されたのかというところを、もうちょっと掘り下げて分析し

ていただきたいなと思いますけれども、で、一定分かれば分かる範囲でお答えといいます

かね、後日で結構ですけども、こういう理由だったようですと、そういうレベルで結構で

すけども、お答えというか、できたらいただきたいんですけども、そこら辺どうでしょう

か。 

教育部（二重 幸生部長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 一定、各社のほうに連絡させていただいて、各社のお返事のほうを確認させていただこ

うかなと思っていますので、よろしくお願いします。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 勝元議員。 

１１番（勝元由佳子議員） 

 やはり多数呼んで、１社、２社だけ来なかったというんだったらまだいいですけども、

その逆で、ほとんどが来なかったとか、やっぱりそういう入札は入札とは言えないと思い

ますので、これに限らずですけども、理事者側の皆さんについては、応札に来てくれなか

った、ほとんどの業者が辞退したというものについては、やはり何か原因があるから入札

に参加してもらえないという理由があるはずなのでね。設計金額が悪いのか、いろんなも

のが原因考えられると思いますので、そこは入札、発注の見直しというところを随時、常
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にしていっていただきたいと思います。 

 もう答弁、結構です。 

議長（北村 孝議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、議案第７７号 物品購入契約締結（東忠岡幼稚園・東忠岡保育所用備品購

入）についてを、採決いたします。 

 原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議長） 

 日程第２１ これより忠岡町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 

 本件につきましては、委員、補充員とも１２月２４日をもって任期満了となるため、地

方自治法第１８２条第１項及び第２項の規定により委員４名及び同補充員４名をそれぞれ

選挙したいと思います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定に

より、指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議長） 

 異議ないものと認め、よって、選挙の方法は、指名推選とすることに決定いたしまし

た。 

議長（北村 孝議長） 

 お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議長） 

 異議なしと認めます。よって、議長において指名推選することに決定いたしました。 

 選挙管理委員に武津博子さん、藤野智弘さん、長井克良さん、大杉和央さん。以上の方

を指名します。 

議長（北村 孝議長） 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名した方を、選挙管理委員の当選人と定め

ることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なしの声あり） 

議長（北村 孝議長） 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました武津博子さん、藤野智弘さん、長

井克良さん、大杉和央さん。以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

議長（北村 孝議長） 

 次に、補充員に前川加代子さん、藤野吉正さん、川口三喜さん、西尾司さん。以上の方

を指名します。 

議長（北村 孝議長） 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名した方を、補充員の当選人と定めること

に、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議長） 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました前川加代子さん、藤野吉正さん、

川口三喜さん、西尾司さん。以上の方が補充員に当選されました。 

議長（北村 孝議長） 

 次に、補充の順序について、お諮りいたします。 

 補充の順序は、ただいま指名した順序にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議長） 
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 異議なしと認めます。よって、補充の順序はただいま指名した順序に決定いたしまし

た。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第２２ 意見書第８号 防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策後におけ

る予算の確保を求める意見書の提出についてを、議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

議会事務局（柏原 憲一局長） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 局長。 

議会事務局（柏原 憲一局長） 

 意見書第８号 防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策後における予算の確保

を求める意見書の提出について。 

 地方自治法第９９条の規定により、防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策後

における予算の確保を求める意見書を提出する。 

                       令和２年１２月１０日提出 

                     提出者 忠岡町議会議員 三宅 良矢 

                     賛成者    同    前川 和也 

                      同     同    小島みゆき 

                      同     同    勝元由佳子 

                      同     同    河野 隆子 

 

防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策後 

        における予算の確保を求める意見書（案） 

 近年の気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、着実な治水事業の推進に

加えて、集水域から氾濫域にわたる流域に関わるあらゆる関係者（国・都道府県・市町

村・企業・住民等）が流域全体で行う治水、いわゆる「流域治水」へと転換を図り、施策

や手段を適切に組合せて充実・加速化し、治水安全度を向上させていくことが必要であ

る。 

 今年１月頃より発生した新型コロナウイルス感染症は、緊急事態宣言は解除になったも

のの、完全な収束には至っておらず必要な対策を進めているところであるが、一方で九州

地方を中心とした令和２年７月豪雨による災害が発生するなど、自然災害は待ってはくれ

ない。 

 このような中、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」をはじめとした国
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費を活用し、人命を守ることを最優先に、「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」施策を効率的に組

み合わせた防災・減災対策にあっては、今後も継続的な取り組みが求められているとこ

ろ。 

 よって、国におかれては、地方公共団体が取り組む、防災・減災の取り組みを充実・強

化していくための、必要となる予算・財源を安定的に確保し、防災・減災、国土強靱化の

ための３か年緊急対策後の予算措置を講じられるよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 令和２年１２月１０日 

                               泉北郡忠岡町議会 

議長（北村 孝議員） 

 提案者の趣旨説明を求めます。 

 三宅議会運営委員長。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ただいまの局長の朗読をもってかえさせていただきます。 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 提案者の趣旨説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 
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議長（北村 孝議員） 

 これより、意見書第８号 防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策後における

予算の確保を求める意見書の提出について、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 本件につきましては、早速関係官庁へ送付ことにいたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第２３ 意見書第９号 安心・安全な少人数学級を求める意見書の提出についてを

議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

議会事務局（柏原 憲一局長） 

 意見書第９号 安心・安全な少人数学級を求める意見書の提出について。 

 地方自治法第９９条の規定により、安心・安全な少人数学級を求める意見書を提出す

る。 

                       令和２年１２月１０日提出 

                     提出者 忠岡町議会議員 三宅 良矢 

                     賛成者    同    前川 和也 

                      同     同    小島みゆき 

                      同     同    河野 隆子 

  

 

安心・安全な少人数学級を求める意見書（案） 

 首都圏や大阪、北海道などを中心に１１月以降、新型コロナウイルス感染者が急増し、

１２月３日には全国で２，５１７人と過去最多を記録するなど、感染の第３波とも呼ぶべ

き状況が進行している。感染の長期化が危惧されるもと、教育環境の抜本的な改善が急務

である。 

 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は緊急事態宣言以降、「新しい生活様式」と

して、「身体的距離の確保」を呼びかけ、「人との間隔はできるだけ２メートル（最低１

メートル）空けること」を基本とするよう要請したが、現在の標準的な教室面積での「４

０人学級」では２メートル空けることはおろか、１メートル空けることも困難である。 

 加えて、３月から５月にかけての長期の休校によって、かつてない学習の遅れと格差が

生まれている。この解決のため、詰め込み教育ではなく、一人一人の子どもに丁寧に寄り
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添い、心のケアにしっかりと取り組む手厚い教育が必要となっている。クラスを半分にし

た６月の分散登校中の少人数授業で、一人一人の顔がよく見えることや、授業がよくわか

ることを、先生や子どもたちも実感した。 

 ＯＥＣＤ諸国の中で、日本の４０人学級は学級規模が最大級となっている。このことか

ら、多くの自治体で独自の努力により３０人学級や３５人学級が実施されているが、財政

力の乏しい小さな自治体レベルでは、独自の実施は厳しいものがある。 

 よって、政府においてはコロナ対策としての安心・安全な学校、一人一人に行き届いた

教育を実施するという観点から、実情に応じた少人数学級の実施に踏み切るよう、強く要

望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年１２月１０日 

                               泉北郡忠岡町議会 

議長（北村 孝議員） 

 提案者の趣旨説明を求めます。 

 三宅議会運営委員長。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ただいまの局長の朗読もちましてかえさせていただきます。 

 以上です。 

議長（北村 孝議員） 

 提案者の趣旨説明は、以上のとおりです。 

 こ質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により委員会を付託を省略して、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 ご異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（北村 孝議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 
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（な  し） 

議長（北村 孝議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（北村 孝議員） 

 これより意見書第９号 安心・安全な少人数学級を求める意見書について、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 本件につきましては、早速関係官庁へ送付することにいたします。 

 

議長（北村 孝議員） 

 日程第２４ 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査についてを、議題といたします。 

 議会運営委員会委員長から、所管事務調査について、会議規則第７４条の規定により、

お手元にご配布いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議なしと認めます。よって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会議に付されました事件は、全て終了いたしました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北村 孝議員） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 閉会に当たり、町長より、挨拶の申し出がありますので、発言を許可します。 

町長（杉原 健士町長） 
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 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長のお許しを頂きまして、閉会に当たり一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日開会されました本定例会におきましては、ご提案いたしました諸議案について慎重

なご審議をいただき、ご賛同、ご可決賜り、誠にありがとうございました。 

 本定例会や各委員会を通じまして頂きましたご意見、ご要望につきましては、その趣旨

を十分に尊重させていただき、今後の町政運営に生かしてまいりたいと思います。 

 さて、私事ではございますが、１期４年を念頭にスピード、実行、決断をモットーに、

ただただ真っすぐに前進していく所存でございますので、よろしくご指導、ご鞭撻のほど

お願いいたします。 

 なお、現在も新型コロナウイルスの感染拡大により、不要不急の外出自粛や飲食店等へ

の営業時間短縮の要請など行われておりますが、来年は新型コロナウイルスの感染が収束

し、１年先送りとなっております東京オリンピックが無事に開催され、世界が明るくなる

ことを切に願うところでございます。 

 結びに当たり、議員皆様方におかれましてはくれぐれもご自愛いただきまして、よき新

年をお迎えになられますことを心より祈念申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきま

す。 

 本日は長時間、誠にありがとうございました。 

 

議長（北村 孝議員） 

 以上をもちまして、令和２年第４回忠岡町議会定例会を閉会します。議員皆様方には大

変ご苦労さまでございました。お疲れさまでございました。 

（「午後５時２２分」閉会） 
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 以上、会議の顚末を記載し、これに相違ないことを証するため、ここに署名いたしま 

す。 

 

 令和２年１２月１０日 

 

                        忠岡町議会議長 北 村   孝 

 

 

                        忠岡町議会議員 二家本 英 生 

 

 

                        忠岡町議会議員 是 枝 綾 子 


